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１．概要 

 本資料は、再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設（ウラン濃縮加工施設）にお

ける申請書として必要な書類の作成において、設工認申請書の各書類で記

載すべき事項などについて補足説明を行うものである。

 新規制基準を受けた設工認申請では、既設工認から申請書で説明すべき事

項が変更となったことから、申請書本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項・記載方法、補足説明

資料の位置づけを明確にする必要がある。

 そのため、申請書本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説

明書）、添付図面の記載方針を示すとともに、発電炉の実績を踏まえた記載

程度の整理及び既認可での記載事項との関係の整理の考え方を示す。

２．申請書本文（基本設計方針、仕様表等）に記載すべき事項 

（１）基本設計方針（添付－１参照）

①記載方針

a.基本事項

 設工認申請書の基本設計方針については、事業変更許可申請との整合

及び技術基準規則への適合の観点で、設備設計における設計の概念、

基本的な考え方等を記載する。

 記載の形式については、先に新規制基準を踏まえた設工認の認可を得

ている発電炉の記載を参考とし、新規制基準を踏まえた変更点が明確

になるよう前後表とする。

 変更後の記載については、新規制基準による規則要求の変更有無を踏

まえ、「新規制基準の要求により、過去の設計方針からの記載事項の変

更が生じるもの」として、様式-7 で事業変更許可申請書の本文、添付

書類記載事項をもとに設計の概念、基本的な考え方等として基本設計

方針に記載する事項とした内容を記載する。

 変更前の記載については、上述の変更後の記載をもとに、既設工認で

設計方針等として示していたもの、明示していないものの既設工認の

記載を詳細展開した内容であり、従前から設計上実施していたものを

抽出し、記載する。さらに、法令、従前の許可等から同様の設計を行っ

ていた事項、従前から実施していたものが法令変更によって追加記載

事項になった事項等についても、記載の適正化として変更前に記載す

る。

 変更前の記載方針は、同じく前後表の形式で記載する「工事の方法」で

も同様である。
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 具体的に変更前に記載する事項としては、「既設工認に記載されている

内容と同様（同義を含む）」、「既設工認に記載されている内容と全く同

じではないが、既設工認の記載を詳細展開した内容であり、設計上実

施していたもの」、「その他既設工認に記載されていないが同様の設計

を行っていたこと等の理由から記載の適正化を図ったもの」である。 

 上記の変更前記載事項に係る分類及び分類ごとの例を以下に示す。ま

た、基本設計方針の変更前記載事項の既工認等との紐づけの例を添付

－２に示す。 

 

分 類 分類例 

既設工認に記載されてい

る内容と同様（同義を含

む）： 

＜基本設計方針＞ 

Ｓクラスの安全機能を有する施設は、その供用中に大きな影響を及ぼすお

それがある地震動（以下、「基準地震動」という）による地震力に対してそ

の安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

＜既設工認等＞ 

Ｓクラスの安全機能を有する施設は，その供用中に大きな影響を及ぼすお

それがある地震動（以下「基準地震動」という。）による地震力に対して

その安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

既設工認に記載されてい

る内容と全く同じではな

いが、既設工認の記載を

詳細展開した内容であ

り、設計上実施していた

もの： 

＜基本設計方針＞ 

管理区域内の汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁

の表面、除染が容易で腐食し難い材料で仕上げる設計とする。 

ⅰ．工程室の床、壁及び天井に対して樹脂系塗料等で平滑に仕上げを行う。 

ⅱ．密封された核燃料物質等を取り扱う室並びに混合酸化物貯蔵容器を受

け入れる室及び保管する室については、床及び壁に対してのみ樹脂系塗料

等で平滑に仕上げを行う。 

ⅲ．上記ⅰ．及びⅱ．以外の管理区域は、床及び壁に対して樹脂系塗料等で

平滑に仕上げを行う。 

なお、壁の樹脂系塗料等で平滑に仕上げを行う範囲は、人が歩行するとき

に肩が当たらない高さ程度までとする。 

＜既設工認＞ 

本申請に係る建物のうち、汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるお

それのある壁の表面は、表面を腐食し難い樹脂系塗料等で平滑に仕上げ、

除染しやすい設計としている。 

その他既設工認に記載さ

れていないが同様の設計

を行っていたこと等の理

＜基本設計方針＞ 

2.1.2 容器等の主要な溶接部に係る検査 

容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査は，技術基準第15条第1項
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由から記載の適正化を図

ったもの： 

第3号及び第31条第1項第2号並びに加工施設の技術基準に関する規則の解

釈(以下「技術基準解釈」という。) に適合するよう，以下の (1) 及び 

(2) の工程ごとに検査を実施する。 

(1) あらかじめ確認する事項 

次の①及び②については，容器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前

に，技術基準解釈 別記 別紙-2溶接施工法認証標準及び別紙-3溶接士技能

認証標準に従い，第2.1.2-1表，第2.1.2-2表に示す検査を行う。 

①  溶接施工法に関すること 

②  溶接士の技能に関すること 

→耐圧試験または漏えい試験（溶接部に係る検査）に係る事項は、既工認

から加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設

の溶接の技術基準（平成１２年総理府令第１２３号）または発電用原子力

設備規格、設計・建設規格に準拠して実施しており、変更はない。 

 

②記載すべき事項 

 基本設計方針は、申請対象設備で担保すべき機能・性能に関する基本的

な要求を満たすための設計の概念、基本的な考え方を記載するものであ

る。 

 そのため、事業変更許可申請書本文及び安全設計に係る添付書類を踏ま

え作成する様式-７をもとに、許可整合の観点から様式-７で事業変更許

可申請書の本文、添付書類記載事項をもとに設計の概念、基本的な考え

方等として基本設計方針に記載する事項とした内容を記載する。 

 この際、機能・性能を発揮するための具体的な数値等については、次項

目の仕様表に記載することを基本とするが、取り扱う核燃料物質の性状

（同位体組成、富化度等）、工程ごとの生産に係る処理能力等の事業変更

許可申請書 本文に記載した数値等については、基本設計方針に記載す

る。また、事業変更許可申請書 添付書類に記載した数値等については

仕様表に示す数値等を設定するための前提条件（設工認での安全設計に

おける設計条件）となる以下の数値等を基本設計方針に記載し、それ以

外の安全機能を損なわないことを確認するための許容値や設備容量等

は、設工認の添付書類に記載する。 

 外部衝撃に係る以下の設計条件 

（竜巻）荷重条件に用いる竜巻の最大風速、設計飛来物の荷重条件に

用いる飛来物の大きさ、最大速度 

（外部火災）許可で算出した火炎輻射強度、輻射強度、防火帯の幅の

設定、危険限界距離の設定に用いる爆発の爆風圧、近隣の火災及び
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爆発源となる産業施設の抽出範囲（10㎞範囲内） 

（火山）許可で設定した降下火砕物の層厚、密度、間接的影響に係る

外部電源喪失の考慮期間（7日間） 

（その他）想定する落雷の規模 

（航空機防護）衝撃荷重に係る条件となる航空機の諸元、貫通厚さの

算定に用いるエンジンの質量、エンジンの給気口直径、エン

ジンの衝突速度 

 火災に係る耐火能力（3 時間以上）、3 時間耐火に設計上必要な施設

共通の最小厚さ、設計条件である水素・アルゴン混合ガス中水素最

高濃度、水素ガス漏えい検知の漏えい検知設定値、消火用水供給系

の水量設定値、凍結深度等 

 上記以外として、事業変更許可申請書本文において、設備の構成として

の系統数や予備を含めた必要量として個数のみを約束している事項（事

業変更許可申請書添付書類で仕様を設定している機器等（仕様表対象機

器）を除く）については、許可整合の観点を踏まえ設工認申請書の基本

設計方針において、事業変更許可申請書に示した個数を記載し、添付書

類（安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の

下における健全性に関する説明書、設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書等）において具体的な個数やその考え方等を展開する。 

 また、事業変更許可申請書本文で必要な数量等を一式として示している

もののうち、系統で安全機能を達成する設備については、「（２）仕様表 

③申請対象設備の選定」に示す方法により安全機能を達成するために必

要な機器等を抽出し、基本設計方針、仕様表等で必要な機器の機能、性

能等を示す。 

 

③発電炉の実績を踏まえた記載程度の整理 

 基本設計方針の記載方針や記載すべき事項は、前述のとおりであるが、

記載の適切性の向上として、先行する発電炉との比較を行う。 

 様式－７での許可整合による展開を行った基本設計方針の記載事項と

同じ項目として展開されている発電炉の記載を比較し、事業変更許可申

請書本文、添付書類のうち、基本設計方針として記載することが必要な

事項を抽出し、記載を追加する。 

 上記の目的に照らして、規則等の記載を展開していること、同じ設備が

ないことなどの理由で記載に差異が生じているものは、基本設計方針へ

の記載の展開は行わない。 
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④分割申請における基本設計方針の展開 

a．基本設計方針の申請書単位での展開の整理 

 分割申請を行う場合、各申請書において基本設計方針の全ての項目が

対象とならないことから、基本設計方針の項目ごとの記載事項とそれ

が関係する施設、設備及びそれが申請される申請書との関係を明確に

する必要がある。 

 そのため、基本設計方針は、様式－６，７での展開を考慮し、要求種別、

分割申請全体を考慮したどの申請書で申請するどの設備と紐づくかを

明確にする。 

 そのうえで、各申請書の対象となる基本設計方針を設定する。（添付－

４ 参照） 

 基本設計方針の要求種別は、先行する発電炉を踏まえると基本方針（冒

頭宣言、定義）、設置要求、機能要求（➀又は②）、評価要求、運用要求

に分類されるため、申請対象設備との関係で技術基準への適合性をど

の申請書で説明するかを設定する。そのうえで最初に技術基準適合性

を説明する申請書で基本方針に係る事項を申請し、要求種別と対象設

備との関係を踏まえて、説明が必要な申請書において基本設計方針を

展開する。ただし、基本方針に該当する基本設計方針で個別の設備の

設計方針との繋がりがある事項については、当該個別設備を申請する

申請書で申請することとする。 

 最初に技術基準適合性を説明する申請書等で基本設計方針を示す際に、

基本設計方針の記載において、項目全体の記載が対象とならない場合

には、項目名称を記載したうえで、対象となる設備名称とともに、当該

設備を申請する際に示す旨を記載する。 

 要求種別のうち、設置要求、機能要求（➀又は②）、評価要求に対する

分類の考え方等は、以下のとおり。 

要求種別 分類の考え方 

設置要求  事業変更許可申請書、技術基準規則において、設備、機器を設

置することを約束し、その設置する設備、機器に性能、機能を

要求しないもの（元々設置する機器が、所要機能を達成するた

めのものとして汎用的に設計され、設置することで適合説明す

るもの）。 

例：出入管理設備、通信連絡設備等 

 検査では、設備、機器が設置（据付、外観、状態確認）されて

いることを確認する。 

機能要求①  設置する設備、機器に一定の機能を要求するもので、機能を達

成することを系統構成及び設備構成によって説明するもの。 

 検査では、機能を達成するための系統構成を確認する 
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機能要求②  設置する設備，機器に技術基準の要求事項を満足するために必

要な具体的な仕様（数値）によって適合説明するもの 

例：個々の設備、機器が所要の機能、性能を発揮するうえで当該数

値を満足するよう詳細設計～設計の妥当性確認まで実施するもの 

 検査では、具体的な数値に関する検査（材料、寸法、耐圧、機

能確認検査等）により必要な仕様が確保されていることを確認

する。 

評価要求  設置する設備、機器が期待する機能を達成することを適合説明

するために試験、評価、計算を必要とするもの。 

 検査では、試験、評価、計算によって機能を達成することを確

認した条件に合致するかを確認する。 

運用要求  運用要求は保安規定等でその運用を担保するもの。 

 

b．分割申請における１項及び２項同時申請に対する考慮 

 【共通０１：１項申請と２更申請の区分】に記載の通り、今回の再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設の設工認申請においては、「しゅん工範囲

及び未しゅん工範囲」並びに「認可済み範囲及び未申請範囲」が混在す

るため、同時に１項申請及び２項申請を実施する。 

 したがって、同時に申請する１項申請及び２項申請において、同じ内

容の基本設計方針を記載するものがある。※１ 

※１【例】再処理施設におけるＦ施設（しゅん工範囲）と再処理本体（未 

  しゅん工範囲） 

 この場合、申請及び審査の重複を防ぐため、主となる申請側にて基本

設計方針を記載することとし、従となる申請側は、主となる申請の基

本設計方針を読み込むこととする。 

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における具体的な記載方針は以下

の通り。 

 

a）再処理施設 

 再処理施設の建設時の設工認は、全て認可済みであり、一部におい

てしゅん工施設（使用済燃料の受入れおよび貯蔵に係る施設）はあ

るものの、大部分の施設については、未しゅん工施設（再処理設備

本体等に係る施設）であることから、再処理施設の設工認において

は、２項申請を主たる申請とする。 

ｂ）ＭＯＸ燃料加工施設 

 ＭＯＸ燃料加工施設については、【共通０１：１項申請と２更申請の

区分】で示したとおり、燃料加工建屋／洞道、原料粉末受入工程／

粉末調整工程等の認可済みの施設はあるものの、大部分の施設につ
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いては未申請である。そのため、ＭＯＸ燃料加工施設の設工認にお

いては１項申請を主となる申請とする。 

 

（２）仕様表 

①記載方針 

 仕様表は、申請対象設備で発揮すべき機能・性能に関する設備が具備、

実現するための要件を具体的な数値等で記載するものである。 

 そのため、仕様表には技術基準適合性、事業変更許可で示した機能・性

能が、基準等へ適合していることを説明するうえで必要な、構造、性能

等に係る具体的な数値等を示す。 

 排気風量、フィルタの除染性能等の廃棄施設に係る設備の機能・性能に

係る事項、核燃料物質の貯蔵能力、廃棄物の保管廃棄能力等の施設の安

全設計上の要求事項に係る具体的な数値等についても仕様表に示すも

のとする。 

 また、変更申請においては、既設工認において仕様表を示していること

から、新規制基準を踏まえた変更点が明確になるよう前後表の形で示す。 

 仕様表記載項目は、発電炉別表第二及び工認手続きガイドを参考とし設

定する。 

②記載すべき事項 

 仕様表においては、設工認申請対象設備で担保すべき機能・性能に関す

る具体的な数値等として、技術基準の条文ごとの要求事項をベースとし

て要求される機能・性能の重要度等を踏まえ、設備の構造・強度に関す

る仕様等を記載する。 

 設工認申請対象設備は、許可整合、技術基準適合の観点で、重要度分類

や要求される機能、性能を踏まえて選定する（設工認申請対象設備の選

定の考え方は、③参照）ものとし、さらに、施設の特徴（機器等の数が

膨大且つ重要度が高いものから低いものまで混在して多岐に亘ること、

非密封の核燃料物質等を連続的なプロセスで取り扱っており、動的な機

能で公衆への影響を低減していること）を踏まえ、設工認申請対象設備

から以下の観点に該当すること及び発揮すべき機能・性能に関する設備

が具備、実現するための要件を具体的な数値で示す必要のある設備、機

器を仕様表対象として選定する。仕様表対象機器の選定に係る手引きを

参考として示す。 

 機能の喪失により、公衆又は放射線業務従事者に放射線障害を及ぼす

おそれがあるもの及び運転時における異常な過渡変化時、設計基準事

故時又は重大事故時等において公衆又は放射線業務従事者に及ぼす
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おそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が工

場外へ放出されることを抑制し、又は防止するための設備（安全上重

要な施設、重大事故等対処施設、耐震 Sクラス設備、常設耐震重要重

大事故等対処設備及び 1.2 倍の基準地震動による地震力により機能

喪失しない設備）（以下「耐震重要施設等」という。）のうち主要な

機器等） 
 通常運転状態において公衆又は放射線業務従事者に及ぼすおそれが

ある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が核燃料施設

を設置する工場等外へ放出されることを抑制し、又は防止するための

設備（安全機能を有する施設のうち、核燃料物質等の貯蔵・保管・廃

棄機能に係る確認を必要とする使用済燃料の貯蔵施設、製品貯蔵施設

及び放射性廃棄物の廃棄施設（気体・液体・固体）の主要な機器等） 
 事業変更許可申請書本文に記載している再処理、ＭＯＸ燃料加工を

行うための設備（使用済燃料又は核燃料物質等を含む溶液又は粉末

を取り扱う主要な機器等） 

 自然現象、人為事象、火災、溢水その他の核燃料施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象等の設計想定事象に対する安

全上重要な施設、重大事故等対処施設、耐震重要施設等の機器等の

機能喪失を防止する設備（安全機能を有する施設のうち、その他加

工施設、その他再処理設備の附属施設、その他廃棄物管理設備の附

属施設の火災防護設備、溢水防護設備、竜巻防護対策設備等の主要

な機器等） 

 また、仕様表対象機器の選定を統一的に行うため、機能・性能及び構造

の観点で施設共通機器（２７機種）に分類し、仕様表の記載項目の基本

的なパターンを作成する。 

 仕様表には、上述の基本的なパターンを考慮し、以下の事項を記載する

こととし、具体的な記載項目については、発電炉別表第二及び工認手続

きガイドを参考とするとともに当社の設備の特徴を踏まえて設定する。

（添付－５ 参照） 

 共通事項：名称、種類又は主要構造、個数、系統名、設置場所等 

 設計条件情報：地盤の支持力度、核的・化学的・熱的制限値、流体

の種類、最高使用温度、最高使用圧力、容量、漏えい率等 

 仕様情報：材料及び寸法、防護上の配慮が必要な高さ（機能喪失高

さ）、原動機の回転速度、力率、検出器の種類、計測範囲、警報動作

範囲等 

 仕様表の記載方針については、作成要領に反映し、展開する。また、仕
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様表記載項目及び仕様表の記載例（既設工認、発電炉との比較を含めた

比較表）を添付―６，７に示す。 

 仕様表への記載方法として、発電炉の実績を踏まえて設定した主な考え

方を以下に示す。これらの考え方は、仕様表の作成方法としてガイド等

に定める。

 仕様表の記載項目は、発電炉別表第二及び工認手続きガイドを参考に

設定することとし、既設工認仕様表記載項目で今回の設工認で仕様表

に記載しない項目（既設工認仕様表の特記事項（搬送設備の落下防止

インターロック、保温材の設置、計装設備の安全上重要な施設の系統

分離等）等）については、記載項目の重要度、記載内容に応じて基本

設計方針、添付書類、添付図面のいずれかに展開する。 

 仕様表の記載項目については、上述のように機能・性能及び構造の観

点で施設固有機器（９機種）と施設共通機器（３７機種）に分類する。

そのうえで仕様表の記載項目の基本的なパターンを作成することと

し、記載項目は、同分類の対象となる機器全てをカバーできる項目と

する。ただし、機器によって記載項目に該当する機能、性能がない場

合には、当該項目を「－」として、対象としない理由を仕様表の注釈

に記載する。

 インターロックとして仕様表に展開する機器等は、設備の重要度、基

本設計方針における要求種別、技術基準適合性等との関係を踏まえ、

以下のものとする。

i. 安全保護回路、安全上重要な施設のインターロック、重大事故等

の対処に必要なインターロック（代替可溶性中性子吸収材緊急供

給回路等）及び技術基準規則の警報設備等として適合性説明を行

うインターロック

ii. 事業変更許可申請書 添付書類で示したインターロックのうち熱

的、化学的制限値等の技術基準規則に係るインターロック

iii. 上記以外の事業変更許可申請書 本文で名称やその機能等を示し

たインターロック

 上記ⅰ～ⅲについては、基本設計方針においてインターロックの名称、

機能等を記載し、仕様表にて展開する。

 上記以外の事業変更許可申請書添付書類のみに記載したインターロ

ックについては、当該インターロックを設置する個別施設（計測制御

設備等）の基本設計方針において、運転時・停止時等の施設の運転状

態を想定される範囲内で制御することを記載し、添付書類、添付図面

において具体的なインターロックの機能等を展開する。
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 温度高により設備を停止する等のインターロックの仕様表への具体

的な展開については、インターロックを作動させる検出端となる計器

と機器の停止等の動作に係るインターロック（停止回路等）の各々に

ついて仕様表を設定する。また、インターロックの動作内容について

は、基本設計方針に記載するとともに、インターロックの仕様表にお

いて作動設定値の注釈として機器を停止する等の動作内容を記載す

る。

 なお、搬送設備の落下防止、転倒防止のインターロックのように設定

値を要しないものついては、基本設計方針においてインターロックの

機能等を記載し、当該インターロックに関係する機器の仕様表の注釈

に設定するインターロックの機能を記載する。

 警報装置については、ⅰ～ⅲに該当する計器を仕様表にて展開する。

なお、警報機能は、警報装置を設置する個別施設（計測制御設備等）

の基本設計方針において、運転時・停止時等の施設の運転状態を想定

される範囲内で監視すること等の設計方針を記載し、仕様表において

警報動作値を記載する。それ以外の事業変更許可申請書添付書類に示

した警報装置については、基本設計方針は上記と同様の展開とし、添

付書類、添付図面において具体的な警報装置、機能等を展開する。

 主配管、主ダクトについては、既設工認の仕様表では備考欄で記載し

ていた配管番号等による対象を特定するための番号は記載せず、発電

炉と同様に配管名称のみで示す記載とし、添付図面に対象となる配管

に番号を記載するとともに、図面の別紙として仕様表の抜粋と図面に

示した番号を紐づけて記載することにより、対象を特定できるように

する。

 主配管及び主ダクトについては、用途、仕様範囲等を明確化するため、

以下の範囲で細分化し、各境界を踏まえた From-toがわかるような名

称とする。主配管等の名称は、原則として以下に示す例の通り仕様表

対象の機器間における設計基準対象施設、重大事故等対処設備等の用

途及び仕様範囲が同一となる範囲を細分化しすぎない程度に区切っ

て名称を付ける。

【例：主配管等の名称】 

 プロセス系統：「主配管（〇〇ポンプ～△△貯槽）」、「主配管（〇

〇ポンプ～△△配管合流部）」、「主配管（〇〇ポンプ～弁（弁番

号））」

 換気系統：「主ダクト（〇〇室～△△フィルタ）」、「主ダクト（〇

12



11 

〇室～△△ダクト合流部）」、「主ダクト（〇〇室～ダンパ（ダンパ

番号））」 

 仕様表対象機器等を跨いでも、用途、仕様範囲等が変わらない場

合は、「〇〇～△△～□□」等として、できる限り 1つに纏める 

 

 また、分岐、合流部における名称については、「〇〇ポンプ出口配管

合流部」など上流、下流といった当該設備の容器やポンプ等といった

主要機器との関係性がわかるような名称を付ける。 

 なお、「③設工認申請対象設備の選定」の結果として抽出した機器等

を設備リストに反映する際、配管やダクトについては、説明対象とな

る技術基準適合性の項目が同じものは、上述の From-to で分解せず、

配管一式等として纏めて示すこととする。 

 管台及び管継手については、強度評価の対象となるものでＪＩＳ等の

規格に基づいたものを除き、異材継手等の特殊なものは仕様表に展開

し、添付図面で外径、厚さ、材料等を記載する。 

 機器、計器等の取り付け箇所については、機器の機能、性能を達成す

るためにその取り付け位置（系統の独立性、位置的分散等）が重要な

ものは、その取り付け位置や保管場所等が特定できる記載とし、それ

以外のものについては、系統名称などどの設備に設置するかが認識で

きる程度の記載とする。 

 同一名称、仕様等の機器、計器で「設置室（設置床）」「溢水防護上の

区画番号」「溢水防護上の配慮が必要な高さ」のうち、２つの要素が

異なるものが存在する場合は、仕様表の注釈に機器番号及び計器番号

を記載し、添付図面との関係で対象が特定できるようにする。 

 主要材料及び主要寸法に係る記載については、共通の要求事項である

材料及び構造、耐震に係る強度評価等に関係するもの、及び臨界防止、

火災、遮蔽、閉じ込め、重大事故等対処に係る容量等の機能、性能の

設計条件を伴う部位に関係するものを仕様表へ展開する。 

 主要材料に係る記載については、上述する設計条件を満足している

ことを示すためその材料を特定し、材料検査で確認する対象である

ことが分かるよう材料番号（例 SUS304 等）を記載する。なお、強

度評価等を伴わず、火災に対して機器等が不燃性であることを示す

ものについては要求事項が達成できるよう材料名（例：炭素鋼、ス

テンレス鋼等）を記載する。 

 主要寸法に係る記載については、臨界防止、火災、遮蔽（遮蔽材厚

さ）、閉じ込め、容量等の機能、性能の条件を伴う主要寸法を記載
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するものを対象として、これら設計条件を満足していることを示す

ためその具体的な部位名称と寸法（数値）を記載し、寸法検査で確

認する対象であることが分かるよう数値を記載する。なお、それ以

外に係る寸法の記載ついては、事業変更許可申請書の記載事項及び

地震による損傷の防止の要求事項が達成できるよう機器全体の構

造に係る寸法（高さ、幅、奥行き等）を記載する。 

 最高使用温度、最高使用圧力については、容器、管等の設計として耐

圧強度評価の対象となる機種を対象として、設計条件を満足している

ことを示すために仕様表に記載する。 

 また、仕様表の変更前後の記載方法は、発電炉での考え方と同様とし、

「新規制基準による追加要求により仕様に追加、変更が生じるもの」、

「更新により仕様が変わるもの」、「新規に設置するもの」を変更後に記

載する。なお、「既認可から仕様が変わらないもの」、「既認可に記載がな

いが、既設として設置済みであり、従前から施設の一部として設計、管

理され、記載の適正化として追加するもの」は変更前に記載する。 

 

③ 設工認申請対象設備の選定 

 設工認申請対象設備は、技術基準への適合のために必要なものであり、

安全機能との関係を踏まえて選定する必要がある。 

 そのため、基本設計方針の記載内容ごとに要求種別と対応する設備を抽

出することで、事業変更許可申請書で担保した事項を実現するための設

備（許可整合）、及び、技術基準の要求事項を満足するための設備（技術

基準適合）を選定する。 

 基本設計方針の記載方針等については、本資料の２．（１）に示したとお

りであり、基本設計方針の項目ごとの要求種別と関係する設備との関係

を示すことにより、事業変更許可申請書で担保した事項を実現するため

の設備（許可整合）及び技術基準の要求事項を満足するための設備（技

術基準適合）を網羅的に選定する。 

 また、上記設工認申請対象設備の抽出において、要求される安全機能（設

計要件）の重要度に応じて、設工認申請書における記載グレード(以下の

a.～c.のとおり)を分類する。 

a．仕様表対象設備（①） 

 技術基準等の要求事項を達成するため、その機能、性能に係る仕

様項目（温度、圧力、容量等）を示すことにより適合性を説明す

る設備 
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b．基本設計方針に個別名称を記載する設備（②-a） 

 技術基準等の要求事項を達成するため、仕様項目を示す必要はな

いが許可及び技術基準において設置（系統構成含む）することを

明示している設備（仕様表対象以外） 

例）照明設備、通信連絡設備、火災防護設備（火災感知器、消火

器等）、ホイールローダ等 

c．a,b以外の設備（②-b） 

例）主配管以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレ

ンライン等、保守用の機器、ケーブル、安全避難通路、不法侵

入の防止に係る機器等 

 基本設計方針で示す要求種別のうち、機能要求②は仕様表対象とすべき

設備を示すこととなり、設置要求や機能要求①については基本設計方針

で対象設備や系統構成により設計を達成する設備を示すことになる。こ

のため、事業変更許可、技術基準の要求事項を明確化したうえで、設計

情報（設備構成情報等を示す設計図書）をもとにその安全機能（設計要

件）の達成に必要な設備（申請対象設備）を仕様表対象設備、基本設計

方針対象設備に分類する。（添付－８ 参照） 

 また、施設を構成する設備等には、機器単体で技術基準への適合や基本

設計を達成するものと系統として技術基準への適合や基本設計を達成

するものがあり、特に系統として安全機能（設計要件）を達成するもの

に対しては、当該系統の中で安全機能に関係する対象範囲や対象機器を

抽出することが必要である。 

 上記の系統として安全機能（設計要件）を達成するものに対して、安全

機能に関係する対象範囲や対象機器を抽出する方法として、設備構成情

報等を示す設計図書に対する色塗りを行う。 

 設計情報（設備構成情報等を示す設計図書）として、エンジニアリング

フローダイアグラム、計装ループブロック図、構造図、系統図等を対象

とする。 

 また、今回の設工認申請は複数回に分割して申請することを計画してお

り、各申請回次に含まれる設備の抽出が抜けなく行われることが重要で

あるため、基本設計方針のうち、機能要求②に該当する項目に関係する

設備をリスト化する。そのうち系統として安全機能（設計要件）を達成

するものを明確化し、その対象設備と設計情報（設備構成情報等を示す

設計図書）及び色塗り結果とを紐づけすることにより、対象範囲や対象

機器の抽出を抜けなく行う。 

 上記の機能要求②に対する安全機能（設計要件）を達成するために必要
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な機器等の抽出については、分割申請計画の妥当性を説明するうえで必

要となることから、分割申請の初回の申請においてその結果を反映する。 

 一方、試験運転中の再処理施設については、新規制基準を受けて新に追

加する機器以外は、設工認の認可を得ており、既工認において上述の安

全機能（設計要件）との関係を踏まえると必須ではない機器等も系統説

明図として申請対象となっている。 

 そのため、検査対象機器の範囲を明確化することを目的として、改めて

安全機能（設計要件）の関係から、既工認の系統説明図等に対して基本

設計方針における要求種別①、設置要求の設備として設工認申請対象と

なる機器等の選定を行う。これは設工認申請のために必須の事項ではな

く、今後の検査の準備を念頭に選定に係る作業を実施する。 

 上述の設工認申請対象設備の選定の実施については、「共通０９ 申請

対象設備の選定」に示す。 

 

３．添付書類（計算書、説明書）、添付図面 

（１）添付書類（添付―１ 参照） 

①記載方針 

 添付書類には、事業変更許可どおりであること、技術基準へ適合するこ

とを示すために基本設計方針から詳細設計に展開すべき事項として必

要な評価対象となる施設、評価方法（評価条件、判断基準）、評価結果等

を示す。 

 技術基準適合性等を説明するために必要な添付書類としては、核燃料物

質の臨界防止に関する説明書、耐震性に関する説明書、加工施設の自然

現象等による損傷の防止に関する説明書、強度に関する説明書、安全設

備及び重大事故等対処設備が使用される条件のもとにおける健全性に

関する説明書、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書等がある。変

更申請においては、添付資料の全体構成を示したうえで、新規制基準を

踏まえた変更点が明確になるよう、変更のないものは添付書類の表紙に

変更がないことを示したうえで、既設工認申請との対応関係を明確にす

る。 

 また、添付書類には、基本設計で示した設計の基本的な概念を設計の目

的を踏まえて設計の仕様へ展開することや設計の目的を達成できるこ

とを評価するなど基本設計方針等から詳細設計へ展開すべき事項を漏

れなく展開する必要があることから、様式―６での整理も踏まえ基本設

計方針から添付書類へ展開すべき事項を展開する。 

 「２．申請書本文（基本設計方針、仕様表等）に記載すべき事項 （１）
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基本設計方針」に示した申請対象設備との関係で抽出した基本設計方針

の対象に対して、上述の展開を行うこととし、基本設計方針等から添付

書類へ展開すべき事項の展開の例を添付－９に示す。 

 

②記載すべき事項 

 添付書類では、申請設備との関係を踏まえ、基本設計方針から詳細設計

に展開すべき事項を抜けなく展開するものとし、基本設計方針や仕様表

に記載される内容及び設備仕様により、要求仕様が満足されていること

を具体的に評価・説明する。このため、評価・説明に用いる入力条件、

環境条件、出力値、評価式、参考文献等、評価・説明に関する条件や資

料等を記載する。 

 添付書類での記載内容については、事業変更許可申請書の添付書類、安

全審査時に作成した整理資料の記載をもとに検討するものとし、記載程

度等については、先行する発電炉の記載を参考とする。 

 

③発電炉の実績を踏まえた記載程度の整理 

 添付書類に記載すべき事項等は、上述の通りであるが、詳細設計として

の記載程度については先行する発電炉の記載と比較を行うことで、記載

の適切性の向上を図る。 

 添付書類の記載は、許可整合の観点で整理した基本設計方針と事業変更

許可申請書の添付書類、安全審査時に作成した整理資料の記載をもとに

展開することを前提とする。発電炉との比較においては、基本設計方針

の記載の比較を行った項目を対象とし、プラント固有として基本設計方

針で比較を行っていない箇所は対象としないものとする。 

 添付書類の発電炉との比較の例を添付－１０に示す。 

 

（２）添付図面 

①記載方針 

 添付図面については、基本設計方針、仕様表、添付書類に関連する設計

を図示することにより明確にできるものについて、配置図、系統図、構

造図等を示す。 

 新規制基準を踏まえた変更点が明確になるよう変更対応表等で既設工

認申請との対応関係を明確にする。 

 

４．補足説明資料 

 技術基準への適合性の説明に必要な設工認申請書の本文記載事項及び計算
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等の結果を示す添付書類・添付図面に対し、その設計を行う根拠や、設計条

件として採用している数値のエビデンス、一般産業品に適用する規格基準等、

設備設計の妥当性を示すためのバックデータを、補足説明資料として示す。 

 そのため、補足説明資料では、設工認申請の添付書類に記載する入力条件、

環境条件、出力値、評価式、参考文献等、評価・説明に関する条件や資料等

を事業変更許可で示した設計方針からどのように展開したか、あるいは判断

基準を設定した根拠は何か等について具体的に説明する。 

 特に、事業変更許可において、具体的な判断基準となる値等を示さず、基本

的概念を示している場合は、以下に示す事項が、詳細設計の妥当性を示すう

えで重要となることから、根拠となる規格・基準、試験データ等をもとに説

明する。 

・事業変更許可で示した基本的概念を判断基準に展開した具体的根拠 

・前提となる条件設定の保守性や適切性 

・評価方法の妥当性 

 補足説明資料として、補足説明すべき事項の抽出の方法については、「共通

０７ 添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」に示す。 

 

５．準拠規格及び基準 

 設計に用いる準拠規格及び基準については、設工認申請書の本文及び添

付書類に記載する。 

 本文における準拠規格及び基準は、事業変更許可申請書との整合及び技

術基準への適合性の観点から、設計全体に関係するものとして基本設計

方針等に係る申請対象設備の設計、製作等に使用する規格及び基準を記

載するものとし、新規制基準を踏まえた変更点が明確になるよう変更前

後表の形式とする。 

 上記については、「適合すべき基準に関連する炉規制関連法令」及び「技

術基準に規定される性能を満足させるための基本的なもの」とし、「技術

基準規則解釈」に引用されるもの等とする。 

 例：炉規法、炉規則、技術基準規則、JSME、JEAC、JEAG、JIS、ASME 他。 

 また、記載にあたっては、具体的な規格及び基準番号、名称及び制定又は

改定年度も含めたものとする。 

 準拠規格及び基準のうち、原子力施設で従前から適用されている ASME等

を除き国外の規格基準を適用する場合は、当該規格が何に使用される（対

象設備や評価等の対象）かを、変更前後表の注記で明確にする。 

 添付書類における準拠規格及び基準については、添付書類で示す詳細設

計に係る構造設計、評価、計算等で引用する規格及び基準を記載する。 
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 上記においては、既設工認又は発電炉の記載を参考として、適用の要否を

確認する。

６．類型化展開の考え方 

 「日本原燃株式会社再処理施設に係る設計及び工事の計画の認可の審

査、使用前事業者検査の確認等の進め方について」（令和２年６月２４

日付け）で示された「耐震Sクラス、安全上重要な施設及び重大事故等

対処施設については、施設の種類、構造、評価手法等により類型化した

うえで、各類型を代表する設備機器等について審査を行う。代表設備機

器等の選定は施設横断的に行う。」等を踏まえ、事業者として合理的か

つ効果的に設工認申請を行うため、申請項目に対して類似するものの評

価方法、計算手法等を類型化することを検討する。

 「共通０２ 事業変更許可申請書で新規制基準を受けて追加等した項目

の明確化」、「共通０３：（技術基準規則）新規制基準を受けて追加等さ

れた要求事項及び変更等した項目の明確化」で明確化した今回の設工認

申請で申請すべき事項に対して、技術基準の要求事項を踏まえた各基本

設計方針の要求種別に着目し、要求種別を評価要求として分類した事項

に係る評価手法、解析方法等を施設の種類、構造、評価手法等により類

型化する。

 上記の要求種別は、基本方針、機能要求、評価要求、運用要求に分類さ

れる。基本方針については、設計の方針を説明するものであり、機能要

求は、個別の機器に係る技術基準規則の要求事項等に対して個々の設備

の構造等により、その機能を達成できることを説明するものである。ま

た、評価要求は要求事項等を達成するために評価条件、評価方法、判断

基準を設定し、評価、解析を行うものであり、運用要求は保安規定等で

その運用を担保するものである。

 そのため、類型化により合理的かつ効率的な設工認申請に繋がる対象と

しては、基本設計方針の要求種別が機能要求及び評価要求とした事項で

あると考える。

 機能要求については、「個々の設備の構造等により、その機能を達成で

きることを説明するもの」であることから、申請する施設を「施設の種

類」ごとに類型化することで申請書の合理化及び効率化を図ることが可

能となる。

 評価要求については、評価・解析等の手法の類似性※に着目し類型化を

行うことにより、「評価・解析の方法が同じであれば、どれか一つの評

価・解析の方法を説明することでその他も同様」という説明が可能とな
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る。 

※「評価・解析等の手法の類似性」は、「設備の種類」又は「構造」に

着目して整理されるものと、「評価・解析手法」そのものに着目して

整理されるものがあると考えられ、その内容に応じて類型化の観点を

使い分ける。 

 また、設工認申請書の構成としても、評価手法単位で記載をまとめるこ

とで、同じ記載（解析モデルや評価式）を省略でき、申請書の合理化及

び効率化を図ることが可能となる。具体的には、代表機器の項で解析モ

デルや評価式を全て記載し、その他の機器の項では「代表機器の項と同

じ」として記載物量を低減することに繋げる。なお、技術基準規則要求

の内容によっては、複数の「評価・解析」の結果の組合せでもって適合

性を示す場合がある。 

 機能要求に対しては、個々の設備の構造等により、その機能を達成する

ことを説明することとし、評価要求については、解析コードや計算式を

用いて数値を算定し、その結果が判定基準を満足していることを説明す

る。 

 この際、以下の観点で類型化を行う。 

 耐震評価：主に設備の種類に着目 

 耐圧、強度評価：主に構造に着目 

 重大事故等対処設備が使用される区域の線量等：評価・解析手法に

着目 

 例えば、添付書類の評価対象、評価方法、評価条件等において、代表と

なる設備（類型化の同一グループで最初に申請する設備等）に対して評

価方法や評価条件を示し、その他類似の設備を示したうえで、それらは

同一の評価方法等によって評価を行うことを示す。 

 なお、ＭＯＸ燃料加工施設では、分割申請において、基本設計方針の評

価要求、機能要求となる同じ項目が複数の設備、申請書に展開されるも

のがあることから、基本設計方針の各項目がどの申請書でどの設備に対

して展開されるかを整理したうえで、各項目の設計の類似性を確認し、

類型化を行う。 

 上記については、「共通００ 共通的な補足説明について」において技

術基準規則の各条文への展開として作成するとした補足説明資料番号00

の別紙３で、添付書類の構成及び各申請書での添付書類記載事項の展開

方法により整理結果を示す。 

以 上 
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【基本設計方針の作業フロー】

＜前後表の形式＞

変更後 変更前

①事業変更許可申請書 本文、添付
書類五から設工認に展開すべき設計
方針等を抽出し、基本設計方針を作
成（様式-７）

②発電炉の基本設計方針との比較
（同じ項目で記載事項の不足がない
かのチェック）（様式-７に同じ項目
での発電との記載を追加し比較）

③様式-７の基本設計方針の記載から既
設工認、既許可、従前から法令・規格
基準に基づき設計等として行っている
事項を抽出

事業変更許可申請書において規則要
求によらず設計変更、記載の適正化
を行った内容で基本設計に展開する
必要のある事項が漏れなく記載され
ていることの確認

基本設計方針の作業フロー、添付書類（説明書、計算書）の作業フロー

添付－１
（１／２）
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【新共通０６：添付書類（説明書、計算書）の作業フロー】

①基本設計方針の記載ごとに要求種別（冒頭宣言、評価
要求、機能要求、運用要求）との関係で添付書類へ展開
する事項の分類を区分け（基本方針、対象施設の選定、
機能維持に係る評価条件、機能維持に係る計算、機能維
持に係る評価等）

④添付書類ごとに基本設計方針から詳細設計として記
載すべき内容を記載（事業変更許可申請書添付書類、
安全審査時の整理資料、発電炉の同じ項目、類似の項
目の添付書類をもとに記載）

⑤発電炉の同じ項目の添付書類と比較（発電炉との記
載項目などの比較を行い、申請における論点として挙
げるべき事項がないかを抽出）

③②で申請範囲とした基本設計方針の記載ごとに添付
書類で展開事項の分類を踏まえて展開する具体的な添
付書類の展開先を記載

事業変更許可申請書において規則要求によらず
設計変更、記載の適正化を行った内容で基本設
計に展開されていない事項が漏れなく記載され
ていることの確認

②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範
囲を抽出（対象外は、申請対象以外のどのような設備
との関係で申請されるかを示す）

本来の添付書類作成プ
ロセスを意識したフ
ローのため今回の共通
０６での作業で行わな
い作業も記載

事業変更許可申請書で約束した内容を基本
として詳細設計に展開する中で添付書類と
して記載すべき事項の記載程度は発電炉を
参考に行っているので、文言の比較は行わ
ないことを前提

添付－１
（２／２）
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添付－２ 

基本設計方針、工事の方法の変更前記載事項の既工認等との紐づけ 

 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを示す。 

※変更後の記載の確認を行った後に示す。 

変更前の記載は、変更後の記載事項から記載の適

正化で対応可能な部分を抜き出して記載 

1．、1.1、（１）等の項目単位で変更前の記載から変更が

ない場合は、変更なしとする。 

変更がある項目のみを変更事項を含め変更後に記載す

る。 
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添付-３ 

要求事項との対比表 第〇条 （〇〇）（1 / 〇） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

（発電炉との差異の理

由を記載） 

凡例 

黄色ハッチング：発電炉と同様の記載事項 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

一重下線：基本設計方針に記載する事項（丸数字で紐づけ） 

二重下線：発電炉と差異のある記載事項 

青字：発電炉との差異の理由 

赤字：追記・修正箇所及びその理由 

項目単位で発電炉の基本設計方針との比較を

行う。 

対応する記載がないものについては、施設固

有のものなど差の理由を備考に記載する。 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
第１回申請 第２回申請

添付書類　構成

添付ｰ4
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

凡例

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

・「説明対象」について
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添付－５（1/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

－ ・名称

・種類又は主要構造

・個数

・系統名

・取付箇所

・主要材料

・主要寸法

・各機器に共通して記載すべき項目として対象特定

（名称、数量、設置場所等）、機器の種類又は主要

構造（事業変更許可記載事項）を記載する。 

・主要材料、主要寸法については、設備の各種評価

に用いるインプットとしての基本的な内容を必要に

応じて記載する。 

第四条 

臨界防止 

・容量 ・臨界防止機能に係る溶液の濃度、質量管理に必要

となる容器等の容量を記載する。 

・核的制限値 ・臨界安全管理表に記載している設備について、臨

界計算に用いる計算条件及び設計条件の制限値（設

備の面間最小距離、溶液中の Pu濃度、内径等）を記

載する。 

・主要材料

・主要寸法

・臨界防止機能に係る中性子吸収材の材料、容器等

の寸法、材料を記載する。 

・駆動方式 ・臨界防止機能に係る工程停止回路の遮断弁の駆動

方式を記載する。 

・検出器の種類

・計測範囲

・警報作動範囲

・臨界の検知・警報機能に係る臨界警報装置の計測

範囲等を記載する。 

第五条 

第三十二条 

地盤 

第六条 

第三十三条 

地震 

・地盤の支持力度

・MMRの強度

・支持地盤

・杭の強度

・地盤又は杭基礎に設置する建物・構築物及び屋外

設置設備について、設置圧に対する十分な支持力を

担保するための地盤の支持力度及び MMRの強度、杭

の強度を記載する。杭基礎の場合、支持地盤を記載

する。 

第八条 

外部衝撃 

・主要材料

・主要寸法

・飛来物防護設備(飛来物防護ネット、防護板等）の

材料及び寸法（線径等）を記載する。 

・耐火塗膜 ・航空機墜落火災の影響を受ける屋外設置設備につ

いて、耐火塗膜の種類と厚さを記載する。 

第十条 

閉じ込め 

・容量 ・閉じ込め、漏えい対処機能に係るファンの風量、

ポンプの流量、漏えい液受皿の容量、熱交換器、冷

凍機等の設計熱交換量を記載する。 
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添付－５（2/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・伝熱面積 ・閉じ込め機能に係る熱交換器、冷凍機等の伝熱面

積を記載する。 

・吐出圧力 ・閉じ込め、漏えい対処機能に係るポンプの吐出圧

力を記載する。 

・漏えい率

・開口部風速

・閉じ込め機能に係るグローブボックスの漏えい

率、フードの開口部風速を記載する。 

・主要材料

・主要寸法

・閉じ込め、漏えい対処機能に係る設備（漏えい液

受皿、熱交換器、給気閉止ダンパ、機械装置、保守

設備等）の材料及び寸法を記載する。 

・原動機 ・閉じ込め、漏えい対処機能に係るポンプ、ファン

の容量を担保するための原動機の出力等を記載す

る。 

・駆動方式 ・閉じ込め機能に係る給気閉止ダンパの駆動方式を

記載する。 

・検出器の種類

・計測範囲

・漏えい検知機能に係る漏えい検知器の計測範囲等

を記載する。 

第十一条 

第三十五条 

火災 

・容量 ・消火機能に係る容量（消火水槽、ボンベの貯蔵容

量、ポンプの流量等）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・消火機能に係るポンプの揚程又は吐出圧力を記載

する。 

・化学的制限値又は熱

的制限値 

・火災・爆発に係わる設計の制限値である化学的制

限値（水素濃度、酸素濃度等）、熱的制限値（発火

点、引火点等）を記載する。 

・主要材料

・主要寸法

・耐火機能に係る耐火壁等の材料（コンクリート壁

等）及び寸法を記載する。 

・原動機 ・消火機能に係るポンプの容量を担保するための原

動機の出力等を記載する。 

・駆動方式 ・消火機能（消火ガス放出による GB内雰囲気維持）

に係るダンパの駆動方式を記載する。 

・爆発防止機能を担保するため、水素濃度高により

作動する遮断弁の駆動方式を記載する。 

第十二条 

溢水 

第十三条 

薬品 

・防護上の配慮が必要

な高さ（機能喪失高

さ） 

・防護上の区画番号

・溢水及び薬品防護機能に係る防護対象設備の必要

高さ及び防護対象設備の区画番号を記載する。 
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添付－５（3/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・主要材料 

・主要寸法 

・溢水及び薬品防護機能に係る防水区画構築物

（堰、防水扉、止水板及び蓋等）の材料及び寸法を

記載する。 

・駆動方式 ・溢水及び薬品防護機能を担保する隔離弁の駆動方

式を記載する。 

第十七条 

第三十七条 

材料/構造 

・最高使用温度 

・最高使用圧力 

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重大事故

等対処設備に係る容器及び管の耐圧強度評価で使用

する機器の設計条件として最高使用圧力、最高使用

温度を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重大事故

等対処設備に係る容器及び管の強度を担保する材料

及び寸法（腐食の考慮を含む）を記載する。 

第十八条 

搬送設備 

・容量 ・核燃料物質、放射性廃棄物の搬送能力に係るクレ

ーン等の定格荷重を記載する。 

第十九条 

貯蔵施設 

・容量 ・核燃料物質、放射性廃棄物の貯蔵・保管能力を担

保する使用済燃料輸送容器保管庫、貯蔵ホール、貯

蔵ピット等の容量(貯蔵能力)を記載する。 

・崩壊熱除去機能に係るポンプ（プール水の冷却・

浄化等）の流量、ファン（換気設備）の風量、熱交

換器、冷凍機の設計熱交換量を記載する。 

・プール水浄化機能に係るろ過装置の容量を記載す

る。 

・揚程又は吐出圧力 ・崩壊熱除去機能に係るポンプ（プール水の冷却・

浄化等）の揚程又は吐出圧力を記載する。 

・原動機 ・崩壊熱除去機能に係るポンプ、ファンの容量を担

保するための原動機の出力等を記載する。 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・漏えい検知機能に係る漏えい検知器の計測範囲等

を記載する。 

第二十条 

第四十七条 

計測制御 

第二十一条 

放管 

第二十二条 

安全保護回路 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・警報動作範囲 

・設定値 

・計測機能に係る検出器の種類、計測範囲、警報動

作範囲、安全上重要な施設（安全保護回路含む）の

インターロック回路の設定値を記載する。 
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添付－５（4/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

第四十九条 

監視測定 

第二十三条 

第四十八条 

制御室 

・容量 ・制御室の居住性維持機能に係るファンの風量を記

載する。 

・主要材料

・主要寸法

・制御室の居住性維持に係る遮蔽材の材料及び寸法

（厚さ）を記載する。 

・効率 ・制御室の居住性維持機能に係るフィルタの捕集効

率を記載する。 

・設計上の空気流入率 ・制御室の居住性維持に係るファンの設計上の空気

流入率を記載する。 

・原動機 ・制御室の居住性維持に係るファンの容量を担保す

るための原動機の出力等を記載する。 

・検出器の種類

・計測範囲

・警報動作範囲

・制御室の居住性維持機能に係る有毒ガス検知器の

計測範囲等を記載する。 

第三十条 

第五十条 

緊急時対策所 

・容量 ・緊急時対策所の居住性維持機能に係るファンの風

量、加圧ユニットの容量を記載する。 

・主要材料

・主要寸法

・緊急時対策所の居住性維持に係る遮蔽材の材料及

び寸法（厚さ）を記載する。 

・効率 ・緊急時対策所の居住性維持機能に係るフィルタの

捕集効率を記載する。 

・設計上の空気流入率 ・緊急時対策所の居住性維持に係るファンの設計上

の空気流入率を記載する。 

・原動機 ・緊急時対策所の居住性維持に係るファンの容量を

担保するための原動機の出力等を記載する。 

第二十四条 

廃棄施設 

・容量 ・廃棄機能(排気風量、排気筒風量、海洋放出量、ガ

ラス固化体処理能力等）に係る気体、液体、固体廃

棄物の廃棄施設のファンの風量、ポンプの流量、ろ

過装置及び容器の容量、熱交換器の設計熱交換量を

記載する。 

・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る液体の廃棄

施設の凝縮器、電気ヒータの容量（設計熱交換量）

を記載する。 

・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設のボイラの容量を記載する。 
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添付－５（5/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・揚程又は吐出圧力 ・廃棄機能(海洋放出等）に係る液体の廃棄施設のポ

ンプの揚程又は吐出圧力を記載する。

・伝熱面積 ・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設の凝縮器、電気ヒータの伝熱面積を記載する。 

・効率 ・廃棄機能（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設のフィルタ、ルテニウム吸着塔について、効率

（補集効率、除去効率）を記載する。 

・原動機 ・廃棄機能に係るポンプ、ファンの容量を担保する

ための原動機の出力等を記載する。 

第二十五条 

保管廃棄施設 

・容量 ・放射性固体廃棄物の保管廃棄に係る貯蔵ピット、

室の容量（貯蔵容量）を記載する。 

・主要材料

・主要寸法

・自然通風による崩壊熱除去に必要な風量を確保す

るために冷却空気流路の材料、寸法（シャフト高さ

等）を記載する。 

第二十七条 

遮蔽 

・主要材料

・主要寸法

・遮蔽機能（制御室遮蔽、緊急時対策所遮蔽を含

む）に係る遮蔽材及び遮蔽材寸法（厚さ）を記載す

る。 

第二十八条 

換気設備 

・容量 ・換気能力に係る換気施設のファンの容量（風量）

を記載する。 

・効率 ・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設のフィルタについて、効率（補集効率）を記載

する。 

・原動機 ・換気機能に係るファンの容量を担保するための原

動機の出力等を記載する。 

第二十九条 

保安電源設備 

第四十六条 

電源設備 

・容量 ・電源供給能力に係る電気設備（発電機、変圧器、

遮断器、電源盤、無停電電源装置、蓄電池等）の容

量を記載する。 

・電源供給能力に係る非常用発電機に係る起動用の

空気だめの容量を記載する。 

・電源供給能力に係る非常用発電機に燃料を供給す

るための燃料ポンプの容量を記載する。 

・電源供給能力に係る容器（燃料タンク、タンクロ

ーリ、軽油貯槽等）の容量を記載する。 

・吐出圧力 ・電源供給能力に係る非常用発電機に燃料を供給す

るための燃料ポンプの吐出圧力を記載する。 
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添付－５（6/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・電圧

・電流

・遮断電流

・遮断時間

・電気盤の損壊を防止するための遮断器の仕様とし

て電圧、電流、遮断電流、遮断時間を記載する。 

・電圧

・電流

・相

・周波数

・主要寸法

・電線路機能に係る電気設備の仕様として、電圧、

電流、相、周波数、盤の寸法を記載する。 

・原動機

・回転速度

・起動時間

・出口の圧力

・燃料

・力率

・電圧

・結線法

・冷却方法

・非常用発電機の電源供給能力に係る仕様として、

回転速度、起動時間、過給機の出口の圧力、力率、

電圧、結線法、冷却方法、燃料(種類、消費量)等の

仕様を記載する。 

・原動機 ・電源供給機能に係るポンプの容量を担保するため

の原動機の出力等を記載する。 

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・容量 ・補機駆動用燃料補給機能に係る容器（燃料タン

ク、タンクローリー、軽油貯槽等）の貯蔵容量を記

載する。 

・最高使用温度

・最高使用圧力

・重大事故等対処設備に係る配管、容器の耐圧強度

評価で使用する機器の設計条件として最高使用圧

力、最高使用温度を記載する。 

※DB条文と数値が異なる場合は併記し注記に重大事

故等対処時の条件であることを記載する。 

・原動機 ・以降の重大事故等対処条文に係る各ポンプ、ファ

ン等の容量を担保するための原動機の出力等を記載

する。 

第三十八条 

臨界事故 

・容量 ・可溶性中性子吸収材供給に係る供給量を担保する

ため中性子吸収材供給槽の貯蔵容量を記載する。 

・臨界発生時にセル内の配管の加圧状態を解消する

ための廃ガス貯留槽の貯蔵容量を記載する。 

・廃ガス貯留に係る圧縮機の容量、空気貯槽の容
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添付－５（7/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

量、ポンプの容量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・廃ガス貯留に係るポンプの揚程又は吐出圧力を記

載する。 

・吹出圧力、吹出量、

吹出場所 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の吹出圧力、吹出量、

吹出場所を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・臨界発生時の水素掃気に係る主配管（可搬型ホー

ス等）の寸法、材料を記載する。 

・可溶性中性子吸収材供給に係る供給弁の寸法、材

料を記載する。 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の寸法、材料を記載す

る。 

・駆動方式 ・可溶性中性子吸収材供給に係る供給弁の駆動方式

を記載する。 

第三十九条 

蒸発乾固 

・容量 ・水供給設備の未沸騰状態維持に係るポンプの容量

（流量）を記載する。 

・代替セル排気機能に係るファンの容量（風量）を

記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・水供給設備の未沸騰状態維持に係るポンプの揚程

又は吐出圧力を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・代替安全冷却水系に係る主配管（可搬型ホース

等）の寸法、材料を記載する。 

・効率 ・セル導出及び代替セル排気時の放射性物質の除去

機能に係るフィルタの除去効率を記載する。 

第四十条 

水素爆発 

・容量 ・水素掃気機能喪失時の圧縮空気供給機能を担保す

るための容器の貯蔵容量、圧縮機の容量を記載す

る。 

・代替セル排気機能を担保するファンの容量（風

量）を記載する。 

・効率 ・セル導出及び代替セル排気時の放射性物質の除去

機能を担保するフィルタの除去効率を記載する。 

第四十一条 

有機溶媒等に

よる火災又は

爆発 

・容量 ・火災又は爆発の発生時にセル内の配管の加圧状態

を解消するための廃ガス貯留槽の貯蔵容量を記載す

る。 

・廃ガス貯留に係る圧縮機の容量、空気貯槽の容

量、ポンプの容量（流量）を記載する。 
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添付－５（8/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・揚程又は吐出圧力 ・廃ガス貯留に係るポンプの揚程又は吐出圧力を記

載する。 

・吹出圧力、吹出量、

吹出場所 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の吹出圧力、吹出量、

吹出場所を記載する。 

・主要材料

・主要寸法

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の寸法、材料を記載す

る。 

・プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気を停止するための

隔離弁の寸法、材料を記載する。 

・駆動方式 ・プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気を停止するための

隔離弁の駆動方式を記載する。 

第四十二条 

使用済燃料貯

蔵槽の冷却 

・容量 ・注水機能、スプレイ機能を担保するためのポンプ

の容量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・注水機能、スプレイ機能を担保するためのポンプ

の揚程又は吐出圧力を記載する。 

・主要材料

・主要寸法

・注水機能、スプレイ機能を担保するための主配管

（可搬型ホース等）の寸法、材料を記載する。 

第四十四条 

放出抑制 

・容量 ・注水機能、放水機能を担保するためのポンプの容

量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・注水機能、放水機能を担保するためのポンプの揚

程又は吐出圧力を記載する。 

・主要材料

・主要寸法

・注水機能、放水機能を担保するための主配管（可

搬型ホース等）の寸法、材料を記載する。 

第四十五条 

水の供給 

・容量 ・水供給設備の貯水機能を担保するための容器の貯

水容量を記載する。 

・水供給機能を担保するためのポンプの容量を記載

する。 

・揚程又は吐出圧力 ・水供給機能を担保するためのポンプの揚程又は吐

出圧力を記載する。 

・主要材料

・主要寸法

・水供給設備の貯水機能を担保するための容器の寸

法、材料（ライニング材）を記載する。 

・水供給機能を担保するための主配管（可搬型ホー

ス等）の寸法、材料を記載する。

・計測範囲 水供給設備において用いる水位計、流量計の計測範囲

等を記載する。 

(MOX)第三十三 ・容量 ・SA火災の消火機能を担保するため容器(消火ガスボ
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添付－５（9/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

条閉じ込める

機能の喪失対

処設備 

ンベ)の容量を記載する。

・閉じ込める機能の回復作業ためのファン（可搬型

排風機）の容量(風量)を記載する。 

・主要材料

・主要寸法

・閉じ込める機能喪失の対処のための主配管（可搬

型ダクト等）の寸法、材料を記載する。 

・効率 ・閉じ込める機能の回復作業のためのフィルタの捕

集効率を記載する。 

第七条 津波 

第九条 不法侵入 

第十四条 安全避難

通路 

第十五条 安重施設 

第十六条 安有施設 

第二十六条 汚染防

止 

第三十一条 通信連

絡設備 

第三十四条 津波 

第四十三条 漏えい

防止 

第五十一条 通信連

絡設備 

－ ・設置、系統構成等に係る要求事項であるため、基

本設計方針において設計方針を記載する。 
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仕様表展開表

1

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（大項目）

機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備 関係する主な安全機能 構造分類 要求種別 検査項目

名
称

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
れ
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

起
動
に
要
す
る
信
号
の
個
数

起
動
信
号
を
発
信
さ
せ
な
い
条
件

出
力

回
転
数
又
は
回
転
速
度

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ●

仕様情報
（計装、放管系）

容器1

特殊ポンプ

ポンプ5

－

容器

容器
（臨界管理・冷

却）

再）ウラナス製造機、ウラナス洗浄塔、酸化
塔、小型ポット（気液分離槽、流量計測ポット、
ゲデオン、シールポット、漏えい検知ポット、水
封安全器等）、ろ過水貯槽、ボンベ（空気、消
火剤）、よう素追出し槽、エンドピース酸洗浄
槽、補助油水分離槽、濃縮液受槽、濃縮液供
給槽、抽出液受槽、抽出残液受槽、分析残液
受槽、分析残液希釈槽、
洗浄塔、スプレイ塔、吸着塔、追出し塔、吸収
塔、充填塔、蒸発缶、濃縮缶、精留塔、蒸留
塔、溶解槽、清澄機、脱硝塔、焙焼炉、還元
炉
抽出塔、逆抽出塔、核分裂生成物洗浄塔、
TBP洗浄塔、ウラン洗浄塔、プルトニウム分配
塔
抽出器、補助抽出器、逆抽出器、核分裂生成
物洗浄器、ウラン溶液TBP洗浄器、プルトニウ
ム溶液TBP洗浄器、漏えい液受皿

再）ガドリニウム緊急供給槽、廃ガス貯留
槽、可搬型廃水受槽、気液分離器、可搬型
デミスタ、圧縮空気自動供給貯槽、圧縮空
気自動供給ユニット、機器圧縮空気自動供
給ユニット、水封安全器、廃ガスポット、緊
急時対策建屋加圧ユニット、重油タンク、軽
油タンク、ボンベ（消火剤）、タンクローリ、エ
ンドピース酸洗浄槽、
高レベル廃液濃縮缶、廃ガス洗浄塔、プル
トニウム蒸発缶、溶解槽

閉じ込め機能（DB）
冷却機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能
（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）

－

-

溶液移送機能

溶液保持機能

チューブ型
プレート型
冷却塔
冷凍機

再）スチームジェットポンプ

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

うず巻形
ターボ型

水封回転式

－

ろ過機能（DB）

再）ろ過装置、脱塩装置

MOX）ろ過処理装置、吸着処理装置、分析済
液処理装置

－

再）廃液移送ポンプ、給水処理設備ポンプ、消
火用水ポンプ、圧力調整用ポンプ、冷却水ポ
ンプ
等

MOX）廃液貯槽ポンプ、燃料油移送ポンプ等

圧縮機

ポンプ

6 再）空気圧縮機
再）圧縮機（一般・安全圧空）、廃ガス貯留
設備の空気圧縮機、可搬型空気圧縮機

火災・爆発防止機能
（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
支援機能（DB）

溶液移送機能

円筒形
箱形

キャスク
2 運搬・製品容器

加熱／冷却機能（DB/SA）
支援機能（DB）
廃棄機能（DB）
廃棄機能（DB）

再）凝縮器、冷却器、熱交換器、冷却塔、冷凍
機、セル内クーラー、蒸気発生器、ボイラ、加
熱器、電気ヒータ

空気供給機能

熱交換器 加熱／冷却機能（静的）
凝縮器、予備凝縮器、熱交換器、一般冷却
水系冷却塔（常設）

3 ろ過装置 ろ過機能

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

保管・収納機能

再）廃棄物運搬容器、ハル・エンドピース運搬
キャスク、メルク、燃料収納管、保管容器、混
合酸化物貯蔵容器、ウラン酸化物貯蔵容器、
粉末缶、キャニスタ

MOX）混合酸化物貯蔵容器、粉末缶、収納パ
レット、粉末容器(J60等)、貯蔵マガジン、組立
マガジン

－

4

再）可搬型ポンプ（大、中型）、冷却水ポン
プ（常設）

MOX）可搬型ポンプ（大型）、燃料油移送ポ
ンプ等

閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（電気系）

溶液保持機能

再）ウラナス製造機、ウラナス洗浄塔、酸化
塔、小型ポット（気液分離槽、流量計測ポット、
ゲデオン、シールポット、漏えい検知ポット、水
封安全器等）、ろ過水貯槽、ボンベ（空気、消
火剤）、よう素追出し槽、エンドピース酸洗浄
槽、補助油水分離槽、濃縮液受槽、濃縮液供
給槽、抽出液受槽、抽出残液受槽、分析残液
受槽、分析残液希釈槽、燃料貯蔵プール、取
扱いピット、ハル・エンドピース貯蔵プール、切
断ピット、消火用水貯槽、ガラス溶融炉(治具、
シャッター含む)

MOX）低レベル廃液処理設備（廃液貯槽等）、
非常用発電機（燃料油貯蔵タンク、燃料油
サービスタンク、起動用空気槽）、ボンベ（消
火剤）

再）ガドリニウム緊急供給槽、廃ガス貯留
槽、可搬型廃水受槽、気液分離器、可搬型
デミスタ、圧縮空気自動供給貯槽、圧縮空
気自動供給ユニット、機器圧縮空気自動供
給ユニット、水封安全器、廃ガスポット、緊
急時対策建屋加圧ユニット、重油タンク、軽
油タンク、ボンベ（消火剤）、タンクローリ、エ
ンドピース酸洗浄槽

MOX）緊急時対策建屋加圧ユニット、重油
タンク、軽油タンク、ボンベ（消火剤）、タンク
ローリ

再・MOX）貯水槽

閉じ込め機能（DB）
火災・爆発防止機能
（DB/SA）
居住性維持機能（SA）
支援機能（DB/SA）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

添付-６ 
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仕様表展開表

2

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（大項目）

機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備 関係する主な安全機能 構造分類 要求種別 検査項目

名
称

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
れ
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

起
動
に
要
す
る
信
号
の
個
数

起
動
信
号
を
発
信
さ
せ
な
い
条
件

出
力

回
転
数
又
は
回
転
速
度

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

仕様情報
（計装、放管系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

－

-

遠心式
ルーツ式
ターボ式

再）可搬型送排風機,、緊急時対策建屋送
風機、緊急時対策建屋排風機

MOX）可搬型排風機付フィルタユニット、緊
急時対策建屋送風機、緊急時対策建屋排
風機

排気機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
換気機能（DB）
廃棄機能（DB）
居住性維持機能（DB/SA）

再）ガドリニウム緊急供給弁、重大事故時
供給液停止弁

安全保護機能（DB）
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB）

再）送風機、排風機

MOX）グローブボックス排風機、工程室排風
機、建屋排風機、機排ガス処理装置の補助排
風機　等

流体供給／閉止機能

再）工程停止回路に係る遮断弁、高レベル廃
液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁、固
化セル隔離ダンパ、建屋給気閉止ダンパ
MOX）混合ｶﾞｽ度異常遮断弁(焼結炉系,小規
模焼結処理系、ピストンダンパ、延焼防止ダン
パ

ファン 排気機能7

8 主要弁
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仕様表展開表

3

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（大項目）

機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備 関係する主な安全機能 構造分類 要求種別 検査項目

名
称

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
れ
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

起
動
に
要
す
る
信
号
の
個
数

起
動
信
号
を
発
信
さ
せ
な
い
条
件

出
力

回
転
数
又
は
回
転
速
度

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

仕様情報
（計装、放管系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ● ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ● ● ●

機能要求 強度検査

設置要求 外観検査（建物・構築物）

機能要求 寸法検査 ● ●

施設外漏えい防
止堰

-

－

建物・構築物

保管・廃棄
エリア

火災区域構造物

フィルタ

再）セル導出ユニットフィルタ、可搬型フィル
タ

MOX）可搬型フィルタ、可搬型排風機付フィ
ルタユニット

浄化機能（DB/SA）

安全弁
逃がし弁

浄化機能

10 主配管

廃棄機能(DB)
閉じ込め機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能
（DB/SA）
冷却機能（DB/SA）
放出経路維持機能（DB/SA）
支援機能（DB/SA）
水供給機能(SA)

ダクト
ダンパ
ノズル
ホース

再・MOX）配管、ダクト、海洋放出管，減衰器

再）可搬型ホース、可搬型配管、可搬型ダ
クト、主配管（常設）、セル導出ユニット、主
排気筒排出ユニット、可搬型放水砲、スプ
レイヘッダ、凝縮液回収系の配管、代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系の配管、代
替可溶性中性子吸収材供給系の配管

MOX）可搬型ホース、可搬型配管、可搬型
ダクト、主配管（常設）、可搬型放水砲

再）粒子除去（高、中、プレ）フィルタ、よう素
フィルタ、ルテニウムフィルタ、ミストフィルタ、
セラミックフィルタ、ストレーナ、フィルタユニッ
ト

MOX）高性能エアフィルタ

-

-

-

-遮蔽機能(DB)
閉じ込め機能(DB)
支持機能（DB/SA）
火災防護機能（DB/SA）
溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB/SA）
外部衝撃防止機能（DB/SA）
重大事故等対処機能（SA）

9

11

再）固化セル圧力放出系（逆止弁） 再）廃ガス貯留設備（逃がし弁）
閉じ込め機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）
水素爆発防止機能（SA）

- 機器破損防止機能安全弁及び逃がし弁

12 建物・構築物 支持機能

再）建物、洞道、貯蔵ピット（冷却空気出入口
シャフト含）、貯蔵ホール、火災区域構造物、
火災区画構造物

MOX）建物、洞道

再）建物、洞道、保管庫・貯水所、緊急時対
策建屋

MOX）建物、保管庫・貯水所、緊急時対策
建屋、施設外漏えい堰、保管エリア、保管
廃棄エリア

流路維持機能-

個数、設置場所(保管場

所・取付場所)は、可搬型

の配管の仕様表項目のた
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仕様表展開表

4

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（大項目）

機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備 関係する主な安全機能 構造分類 要求種別 検査項目

名
称

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
れ
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

起
動
に
要
す
る
信
号
の
個
数

起
動
信
号
を
発
信
さ
せ
な
い
条
件

出
力

回
転
数
又
は
回
転
速
度

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

仕様情報
（計装、放管系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

機能要求 基盤検査 ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ●

－

-

-

-

－

基礎

再）クレーン、台車、マニプレータ、昇降機／リ
フト、バスケット搬送装置、払出し装置、コンベ
ア、移載機／移動装置

MOX）粉末調整工程搬送装置、ペレット加工
工程搬送装置、組立クレーン、洞道搬送台
車、リフタ等

－

17 遮蔽設備 遮蔽機能

再）補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽窓、遮蔽ハッチ、
遮蔽蓋、遮蔽プラグ）

MOX）建屋壁遮蔽、緊急時対策建屋の遮蔽設
備、補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽蓋、遮蔽蓋支持
架台）

－

コンクリート堰

防水区画構造物
溢水防護機能

化学薬品防護機能

再）溢水区画構造物（堰、防水扉、水密扉）、
薬品区画構造物（堰、防水扉、水密扉）、

MOX）溢水区画構造物（堰）

再）止水板及び蓋
溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB）
重大事故等対処機能（SA）

遮蔽機能（DB）

防護ネット
防護板
防護扉

クレーン
台車

昇降装置
コンベア

18 搬送設備

16

臨界防止機能（DB）
落下・転倒防止機能（DB）
内部飛散物防止機能（DB）

13 排気筒 －

再）主排気筒、北換気筒、低レベル処理建屋
換気筒

MOX）排気筒

再）主排気筒

MOX）排気筒

放出経路維持機能（DB/SA）
廃棄機能（DB）
放管機能（SA）

－

上記以外

扉
窓

ハッチ
蓋

プラグ

運搬・搬送機能

排気機能 －

臨界防止機能（DB/SA）
転倒機能（DB）15

14 飛来物防護設備 飛来物防護機能

再）飛来物防護板及びネット、防護扉

※飛来物防護専用の扉のみ
※補助遮蔽設備と兼用する場合は補助遮蔽
設備側で整理

－
外部衝撃防止機能（DB）
重大事故等対処機能（SA）

ラック/ピット/棚 核燃料物質等保持機能

再）バスケット、燃料貯蔵ラック（固定、可搬）、
架台（固定、可搬）

MOX）燃料棒貯蔵棚、一時保管ピット、燃料集
合体貯蔵チャンネル、スクラップ貯蔵棚、製品
ペレット貯蔵棚等

再）燃料貯蔵ラック、架台
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仕様表展開表

5

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（大項目）

機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備 関係する主な安全機能 構造分類 要求種別 検査項目

名
称

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
れ
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

起
動
に
要
す
る
信
号
の
個
数

起
動
信
号
を
発
信
さ
せ
な
い
条
件

出
力

回
転
数
又
は
回
転
速
度

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

仕様情報
（計装、放管系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ○ ● ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ○

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

19

機械装置

電源盤

機械装置

21

－

－

－

－

－

-

焼結・乾燥装置
運搬・搬送機能
製品製造機能

MOX）焼結炉、小規模焼結処理装置、スタック
乾燥装置

－

変圧器 電源供給機能 再）変圧器 再）変圧器

20 核物質等取扱ボックス

24 発電機

23

再）遮断器

電源供給（発電）機能
（DB/SA）

再）遮断器

電源供給（発電）機能

－

－

電源供給機能
再）パワーセンタ、メタクラ、コントロールセン
タ、分電盤、電源盤、無停電交流主分電盤

再）電源盤（常用・非常用・運転予備用）、可
搬型分電盤

電源供給機能（DB/SA）

再）同期発電機、ディーゼル発電機

MOX）非常用ガスタービン発電機
再・MOX）可搬型発電機

閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

再）溶接機、脱湿装置、充てん装置、気流輸
送装置、連結フィンガー、サンプリング装置、
CB・BP切断装置、排出器、充填ノズル、粉砕
機、供給機、脱硝皿取扱装置、混合器、圧縮
減容装置、焼却装置、純水装置、圧縮成型装
置、熱分解装置、燃焼装置、接続器、投入
機、重量測定装置、閉じ込め検査装置、せん
断機、脱硝装置、ガラス固化体検査装置

MOX）外蓋着脱装置、予備混合装置、一次混
合装置、均一化混合装置、造粒装置、プレス
装置、研削装置、汚染検査装置、燃料集合体
組立装置　等

電源供給機能（DB/SA）

核燃料物質等取扱機能

再）グローブボックス、操作ボックス、気送箱、
サンプリングベンチ、フード、オープンポート
ボックス

MOX）グローブボックス、フード、オープンポー
トボックス

グローブボックス

廃棄機能（DB）
臨界防止機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）

－

－

電源供給機能（DB/SA）

－

22 受電開閉設備用遮断器 電源供給機能

グローブボックス
フード

オープンポート
ボックス

閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）

運搬・搬送機能
製品製造機能
廃棄物処理機能
検査機能
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仕様表展開表

6

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（大項目）

機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備 関係する主な安全機能 構造分類 要求種別 検査項目

名
称

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
れ
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

起
動
に
要
す
る
信
号
の
個
数

起
動
信
号
を
発
信
さ
せ
な
い
条
件

出
力

回
転
数
又
は
回
転
速
度

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

仕様情報
（計装、放管系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査

機能要求 寸法検査 ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 材料検査

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 材料検査

充電器盤

電力貯蔵装置

電源供給機能 再）無停電電源装置

電源供給機能

26

無停電電源装置

電源供給（蓄電）機能
再）蓄電池

MOX）直流電源設備
再）蓄電池（常用・非常用） 電源供給機能（DB/SA） －

－

パラメータ計測機能

再）計測制御系、エリアモニタ、ダストモニタ、
臨界警報装置、排水モニタ、モニタリングポス
ト、ガスモニタ、サーベイメータ、放射能観測
車、核種分析装置、放射能測定装置

MOX）モニタリングポスト、排気モニタ、漏えい
検知器、臨界検知用ガスモニタ、グローブボッ
クス温度監視装置等

再）充電器盤

25

－

－

再）可搬型計器、常設計器、空冷ユニット、可搬
型カメラ、可搬型情報収集装置、可搬型情報表示
装置、可搬型酸素・窒素・二酸化炭素濃度計、
サーベイメータ、可搬型ダスト・よう素サンプラ、主
排気筒排気モニタ、モニタリングポスト、北換気筒
排気モニタ、可搬型ガスモニタ、可搬型線量計、
放射能測定装置（常設・可搬）、核種分析装置（常
設・可搬）、可搬型トリチウム測定装置、放射能観
測車、可搬型気象観測設備、監視測定用運搬車

MOX）可搬型ダンパ出口風速計、可搬型ダストサ
ンプラ、アルファ・ベータ線用サーベイメータ、ガン
マ線エリアモニタ、中性子線エリアモニタ、アル
ファ線ダストモニタ、ダストモニタ、モニタリングポ
スト、排気モニタ、放射能測定装置、放射能観測
車、可搬型線量率計、可搬型ダストモニタ　等

計測機能（DB/SA）

再）充電器盤 電源供給機能（DB/SA）

再）無停電電源装置（常用・非常用）

計測機能（DB/SA）

－

－

インターロック

蓄電池

計測装置

再）安全保護回路、インターロック回路

MOX）過加熱防止回路、冷却水量低停止回
路、混合ガス水素濃度高による混合ガス供給
停止回路

電源供給機能（DB/SA）

インターロック機能

計装／放管設備27
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仕様表記載例（機種：容器）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

＜既認可仕様表なし＞ 

変 更 前 変更後 

名 称 
二酸化炭素ボンベ

(00-0000)*3

変更な
し 

種 類 － ○○
容 量 L/個 ○○ 
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○*2

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○*2

主要寸法 

外 径 mm ○○*1

高 さ mm ○○*1

胴 部 厚 さ mm ○○*1

底 部 厚 さ mm ○○*1

主 要 材 料 － ○○ 
個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要
な高さ 

－
－ ○○ 

化学薬品防護上の区画番
号 

－
－ ○○ 

化学薬品防護上の配慮が
必要な高さ 

－
－ ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：重大事故時等における使用時の値を示す。
*3：既設工認申請書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は

設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第十一条 

火災等による

損傷の防止 

・固定式消火設備を設置

するセルのうち，形状寸法

管理機器を収納するセル

には，水を使用しないガス

消火設備を選定する設計

とする。

容量：○○L/個 

最高使用圧力：○○MPa 

最高使用温度：○○℃ 

主要寸法： 

外径：○○mm 

高さ：○○mm 

胴部厚さ：○○mm 

底部厚さ：○○mm 

主要材料：○○ 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

第三十七条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設計

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

第三十八条 

臨界事故の拡

大を防止する

ための設備 

・臨界事故が発生した機

器を未臨界に移行するた

めに必要となる可溶性中

性子吸収材量に対して容

量に十分な余裕を有して

可溶性中性子吸収材を内

包できる設計とする。

・臨界事故の発生を起点

として１時間にわたって，

また，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の発生を起

点として約２時間にわた

って放射性物質を含む気

体を導出できる容量を有

する設計とする。

第三十九条 

冷却機能の喪

失による蒸発

乾固に対処す

るための設備 

・可搬型排水受槽は，想定

される重大事故等時にお

いて，冷却に使用した排水

を受けるために必要な容

量を有する設計とする。 

第四十一条 

有機溶媒等に

よる火災また

は爆発に対処

するための設

備 

・臨界事故の発生を起点

として１時間にわたって，

また，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の発生を起

点として約２時間にわた

って放射性物質を含む気

体を導出できる容量を有

する設計とする。

第四十六条 

電源設備 

・再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重

大事故等に対処するため

に必要な燃料を確保する

ために必要な容量を有す

る設計とする

添付-７（１）
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仕様表記載例（機種：容器（臨界管理・冷却））

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 
－ 

プルトニウム溶液受
槽(0000-00) 

種 類 － ○○ 

設
計
条
件 

機器の種類 
本 体 － ○○
コ イ ル 部 － ○○ 

臨 界 管 理 － ○○
核 的
制 限
値 

最大液厚み mm ○○ 
中性子吸収材最小厚
み（カドミウム） 

mm ○○ 

標
準
濃
度 

βγ ㏃/㎤ ○○ 
α α㏃/㎤ ○○ 
Ｕ g/ℓ ○○ 
Ｐｕ g/ℓ ○○ 

耐 震 ク ラ ス － ○○（○○）１）

流体の種類 本 体 － ○○
コ イ ル 部 － ○○ 

容 量 ㎥/個 ○○

本
体 

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○２）

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 
コ
イ
ル
部 

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○ 
最 高 使 用 温 度 

℃ ○○

伝 熱 面 積 ㎡/個 ○○

仕
様 

主
要
寸
法 

外 胴 内 径 mm ○○ 
内 胴 外 径 mm ○○
外 胴 板 厚 さ mm ○○ 
内 胴 板 厚 さ mm ○○ 
胴 上 板 厚 さ mm ○○ 
胴 底 板 厚 さ mm ○○３）（○○）４）

冷 却 コ イ ル 外 径 mm ○○ 
冷 却 コ イ ル 厚 さ mm ○○ 
外側中性子吸収材厚さ mm ○○ 
内側中性子吸収材厚さ mm ○○ 
全 高 mm ○○ 

主
要
材
料 

外 胴 板 － ○○
内 胴 板 － ○○ 
胴 上 板 － ○○
胴 底 板 － ○○ 
冷 却 コ イ ル － ○○ 
中 性 子 吸 収 材 － ○○ 
中 性 子 減 速 材 － ○○

個 数 － ○○ 
特 記 事 項 （１）電気設備に関する技術基準

に定める省令第 10 条及び
第 11 条に準拠した接地網
に接地する。

構造図：第 3.2.4.2－21 図に示す。 
注記１）：（）内は，臨界の発生防止の観点の耐震クラスを示す。 

２）：単位は（kg/㎠） 
３）：胴底板上面は傾斜を有し，最小厚さ部：○○mm，最大部厚さ：○○mm

となる。 
４）：漏えい液取出し口の切欠部により，胴底板が最も薄くなる部位の厚さ

を示す。 

変 更 前 変更後 

名 称 
プルトニウム溶液
受槽(0000-00) 

変更な
し 

種 類 － ○○

臨
界
管
理 

核的制
限値 

最 大 液 厚 み mm ○○ 
中性子吸収材
最 小 厚 み 
(カドミウム)

mm ○○

容 量 m3／個 ○○ 

本体 
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○*2

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○*2

コイル部
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○*2

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○*2

伝 熱 面 積 m2/個 ○○ 

主
要
寸
法 

外 胴 内 径 mm ○○*1

内 胴 外 径 mm ○○*1

外 胴 板 厚 さ mm ○○*1

内 胴 板 厚 さ mm ○○*1

胴 上 板 厚 さ mm ○○*1

胴 底 板 厚 さ mm ○○*1*3(○○*1*4)
冷 却 コ イ ル 外 径 mm ○○*1

冷 却 コ イ ル 厚 さ mm ○○*1

外側中性子吸収材厚さ mm ○○*1

内側中性子吸収材厚さ mm ○○*1

全 高 mm ○○*1

主
要
材
料 

外 胴 板 － ○○
内 胴 板 － ○○ 
胴 上 板 － ○○ 
胴 底 板 － ○○ 
冷 却 コ イ ル － ○○
中 性 子 吸 収 材 － ○○ 
中 性 子 減 速 材 － ○○

個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要
な高さ 

－
－ ○○ 

化学薬品防護上の区画番
号 

－
－ ○○ 

化学薬品防護上の配慮が
必要な高さ 

－
－ ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：重大事故時等における使用時の値を示す。
*3：胴底板上面は傾斜を有し，最小厚さ部：○○mm，最大部厚さ：○○mm

となる。 
*4：漏えい液取出し口の切欠部により，胴底板が最も薄くなる部位の厚

さを示す。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第四条 

核燃料物質の

臨界防止 

・運転時に予想される機

械若しくは器具の単一の

故障若しくはその誤作動

又は運転員の単一の誤操

作が起きた場合に、核燃料

物質が臨界に達するおそ

れがない設計

核的制限値 

最大液厚み：○○mm 

中性子吸収材最小厚み（カドミウ

ム）：○○mm

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法（全高）：○○mm 

主要材料：○○ 

第十条 

閉じ込めの機

能 

・使使用済燃料等を系統

若しくは機器に閉じ込め

る

・管理区域外から流体状

の使用済燃料等を内包す

るセル内の設備へ冷却水,

蒸気等の熱媒を供給する

場合は，管理区域内で熱交

換器を介することで，使用

済燃料等を含む流体を環

境に流出しない設計

主要寸法（全高）：○○mm 

容量：○○㎥/個 

設計熱交換量：○○kW/個 

伝熱面積：○○㎡/個 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

第三十八条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法： 

外胴内径：○○mm 

内胴外径：○○mm 

外胴板厚さ：○○mm 

内胴板厚さ：○○mm 

胴上板厚さ：○○mm 

胴底板厚さ：○○mm 

冷却コイル外径：○○mm 

冷却コイル厚さ：○○mm 

外側中性子吸収材厚さ：○○mm 

内側中性子吸収材厚さ：○○mm 

主要材料： 

外胴板：○○ 

内胴板：○○ 

胴上板：○○ 

胴底板：○○ 

冷却コイル：○○ 

中性子吸収材：○○

中性子減速材：○○

・適切な耐圧試験又は漏

えい試験を行ったとき、

これに耐え、かつ、著し

い漏えいがない設計

最高使用圧力 

本体：○○MPa 

コイル部：○○MPa

最高使用温度 

本体：○○℃ 

コイル部：○○℃

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

が発生した場合における

温度、放射線、荷重その

他の使用条件において、

重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に

発揮する設計

最高使用圧力 

本体：○○MPa 

コイル部：○○MPa

最高使用温度 

本体：○○℃ 

コイル部：○○℃

許可整合 

管台については、強度
評価の対象となるも
のでJIS等に基づいた
ものを除く特殊なも
のを仕様表に記載す
る。 

主要設備リストで展開。 
工程情報を示す項目であり、設
備仕様に直接関係しない項目で
あるため、仕様表に記載しない。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 

主要設備リストに展開 

旧単位系記載のため、SI 単位系表
記に統一することに伴い適正化。 

基本設計方針に展開 
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仕様表記載例（機種：運搬・製品容器）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － 貯蔵バスケット 
種 類 － ○○
機 器 の 種 類 － ○○

設
計
条
件 

核
的
制
限
値 

臨 界 管 理 － ○○
中性子吸収材最小厚
み（カドミウム） 

mm ○○ 

面間最
小距離 

ウラン酸
化物貯蔵
容 器 間

mm ○○

耐 震 ク ラ ス － ○○

容 量 
体/
個 

○○

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○

仕
様 

主
要
寸
法 

幅 mm ○○
全 高 mm ○○
内 筒 内 径 mm ○○
内 筒 厚 さ mm ○○
内 筒 間 距 離 mm ○○
中性子吸収材厚さ 
（ カ ド ミ ウ ム ）

mm ○○

中性子減速材厚さ 
（ カ ド ミ ウ ム ）

mm ○○

本
体
材
料 

バ ス ケ ッ ト 本 体 － ○○
貯 蔵 容 器 固 定 板 － ○○
外 筒 － ○○
内 筒 － ○○
中 性 子 吸 収 材 － ○○
中 性 子 減 速 材 － ○○

個 数 － ○○

特 記 事 項 

(１)ウラン酸化物貯蔵容器 1 本ごと
にそれぞれ中性子吸収材を使用
する。

(２)中性子減速材としては高密度ポ
リエチレンを使用する。

(３)高密度ポリエチレンはカドミウ
ムとともにステンレス鋼で被覆
する。 

構造図  ：第 1.2.1－2 図に示す。 
注記 １）：JIS K 6922-1 の規定による。 

変更前 変更後 
名 称 貯蔵バスケット － 
種 類 － ○○ － 

臨
界
管
理 

核
的
制
限
値 

中性子吸収材最小厚
み（カドミウム） 

mm ○○ － 

面 間
最 小
距 離 

ウラン酸化
物貯蔵容器

間 
mm ○○ － 

容 量 体/個 ○○ － 
最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ － 

主
要
寸
法 

幅 mm ○○*1 － 
全 高 mm ○○*1 － 
内 筒 内 径 mm ○○*1 － 
内 筒 厚 さ mm ○○*1 － 
内 筒 間 距 離 mm ○○*1 － 
中 性 子 吸 収 材 厚 さ 
（ カ ド ミ ウ ム ）

mm ○○*1 － 

中 性 子 減 速 材 厚 さ 
（ カ ド ミ ウ ム ）

mm ○○*1 － 

主 *2

要
材
料 

バ ス ケ ッ ト 本 体 － ○○ － 
貯 蔵 容 器 固 定 板 － ○○ － 
外 筒 － ○○ － 
内 筒 － ○○ － 
中 性 子 吸 収 材 － ○○ － 
中 性 子 減 速 材 － ○○ － 

個 数 － ○○ － 
注記 ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「本体材料」と記載。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第四条 

核燃料物質の

臨界防止 

・運転時に予想される機

械若しくは器具の単一の

故障若しくはその誤作動

又は運転員の単一の誤操

作が起きた場合に、核燃

料物質が臨界に達するお

それがない設計

核的制限値 

中性子吸収材最小厚み：○○mm 

面間最小距離（ウラン酸化物貯蔵容

器間）：○○mm 

主要寸法 

中性子吸収材厚さ：○○mm 

中性子減速材厚さ：○○mm 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法（全高）：○○mm 

主要材料：○○ 

第十七条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法 

幅：○○mm 

全高：○○mm 

内筒内径：○○mm 

内筒厚さ：○○mm 

主要材料 

バスケット本体：○○mm 

貯蔵容器固定板：○○mm 

外筒：○○mm 

内筒：○○mm 

第十九条 

使用済燃料の

貯蔵施設等 

・燃料仮置きラックは，適

切なラック間隔を取るこ

とにより，最大容量まで

使用済燃料集合体を収納

した場合でも，通常時及

び燃料間距離がラック内

で最小となるような厳し

い状態等，技術的に見て

想定されるいかなる場合

でも臨界を防止する設計

とする。

容量：○○体/個 

主要寸法 

内筒間距離：○○mm 

添付書類に位置付けを変更
したため、記載を削除 

主要設備リストで展開 

基本設計方針で展開 

工程情報を示す項目であり、設
備仕様に直接関係しない項目で
あるため、仕様表に記載しない。 
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仕様表記載例（機種：ろ過装置）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名称 － ○○ろ過装置 A,B(0000-00)
種類 － ○○ 

設
計
条
件 

機器の種類 － ○○ 
標準濃度 βγ ㏃/㎤ ○○ 

耐震クラス － ○○ 
流体の種類 － ○○ 

容量 ㎥/h/個 ○○
最高使用圧力 MPa ○○ 
最高使用温度 ℃ ○○ 

仕
様 

主要
寸法 

胴内径 mm ○○ 
胴板厚さ mm ○○ 
鏡板厚さ mm ○○ 
全高 mm ○○

主要
材料 

胴板 － ○○ 
鏡板 － ○○ 

個数 － ○○ 
特記事項 ○○

構造図：第 3.2.2.2.7－3 図及び第 3.2.2.2.7－4 図 
注記 １）：単位は（kg/㎤） 

変 更 前 変更後 

名 称 
○○ろ過装置 A,B
（0000-000）

変更な
し 

種 類 － ○○ 
容 量 ㎥/h/個 ○○ 
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○*2

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○*2

主
要
寸
法 

胴 内 径 mm ○○*1

胴 板 厚 さ mm ○○*1

鏡 板 厚 さ mm ○○*1

鏡 板 中 央 部 内 半 径 mm ○○*1*3

鏡 板 隅 丸 み 半 径 mm ○○*1*3

入 口 管 台 外 径 mm ○○*1*3

入 口 管 台 厚 さ mm ○○*1*3

出 口 管 台 外 径 mm ○○*1*3

出 口 管 台 厚 さ mm ○○*1*3

本 体 フ ラ ン ジ 厚 さ mm ○○*1*3

平 板 厚 さ mm ○○*1*3

全 高 mm ○○*1

主
要
材
料 

胴 板 － ○○ 
鏡 板 － ○○ 
平 板 － ○○*3

フ ラ ン ジ － ○○*3

個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番号 － － ○○ 
溢水防護上の配慮が必

要な高さ 
－ － ○○

化学薬品防護上の区画
番号 

－ － ○○

化学薬品防護上の配慮
が必要な高さ 

－ －
○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：重大事故時等における使用時の値を示す。
*3：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法（全高）：○○mm 

主要材料：○○ 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ：T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法： 

胴内径：○○mm 

胴板厚さ：○○mm 

鏡板厚さ：○○mm 

鏡板中央部内半径：○○mm 

鏡板隅丸み半径：○○mm 

入口管台外径：○○mm 

入口管台厚さ：○○mm 

出口管台外径：○○mm 

出口管台厚さ：○○mm 

本体フランジ厚さ：○○mm 

平板厚さ：○○mm 

主要材料： 

胴板：○○ 

鏡板：○○ 

平板：○○ 

フランジ：○○

・適切な耐圧試験又は漏

えい試験を行ったとき、

これに耐え、かつ、著し

い漏えいがない設計

最高使用圧力：○○MPa 

最高使用温度：○○℃ 

第二十四条 

廃棄施設 

・廃液の放射性物質の清

浄，濃度等に応じてろ

過，脱塩，蒸発処理を行

い，放射性物質の量及び

濃度を確認した上で，十

分な拡散効果を有する海

洋放出口から海洋に放出

する設計とする。

容量：○○㎥/h/個 

許可整合 

主要設備リストで展開。 
工程情報を示す項目であり、設
備仕様に直接関係しない項目で
あるため、仕様表に記載しない。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 

基本設計方針に展開 

旧単位系記載のため、SI 単位系表
記に統一することに伴い適正化。 
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仕様表記載例（機種：熱交換器）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名称 
－ 

安全冷却水 B 冷却塔
（00-0000） 

種類 － ○○

設
計
条
件 

機器の種類 － ○○
耐震クラス － ○○
航空機に対する防護 

－ 
航空機の衝突に対し，○
○分離配置する。 

流体の種類 － ○○

冷
却
塔 

容量（設計熱交換量） MW/個 ○○
最高使用圧力 MPa ○○
最高使用温度 ℃ ○○
伝熱面積（フィン外表
面） 

m２/個 
○○

仕
様 

主要
寸法 

全長 mm ○○
全幅 mm ○○
全高 mm ○○

主要
材料 

伝熱管（内管） － ○○
ヘッダー － ○○

個数 － ○○
特記事項 本設備は，非常用所内電源系統に

接続する。 

注記 １）：単位は（kcal/h/個） 
２）：単位は（kg/㎠） 
３）：安全冷却水 A 冷却塔は，前処理建屋の屋上に据え付ける。 

 安全冷却水 B 冷却塔は，鉄筋コンクリート造りの基礎上に据え付
ける。 

４）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の主要寸法は以下とする。 
南北方向：○m（外壁外面寸法） 
東西方向：○m（外壁外面寸法） 
厚  さ：○m 

５）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の主要材料は，以下とする。 
鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒網）に定める SD345 
コンクリート：JASS5 の規定による普通コンクリート

 設計基準強度○N/㎟（○kgf/㎠） 
マンメイドロック（コンクリート）：設計基準強度○N/㎟（○

kgf/㎠ 
６）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の支持地盤の許容支持力度は，鷹架層の

許容支持力度として，重要な建物・構築物ごとに定まる値の最小
値とし，長期：○MPa（○kgf/㎠），短期：○MPa（○kgf/㎠）とす
る。 

７）：安全冷却水 B 冷却塔基礎は，As クラスの設備を設置しているため，
基準地震動 S1 及び S2 で間接支持構造物としての支持機能が維
持されていることの確認を行う。 

変更前 変更後 

名 称 
安全冷却水 B冷
却塔（00-0000） 

変更な
し 

種 類 － 
基礎：○○ 
冷却塔：○○

支 持 地 盤 の 許 容 支 持 力 度 MPa 
長期：○○ 
短期：○○ 

支 持 地 盤 の 極 限 支 持 力 度 MPa － ○○ 
マ ン メ イ ド ロ ッ ク の 強 度 N/mm2 ○○ 

変更な
し 

冷
却
塔 

容量 
設 計 熱 交 換 量 MW/個 ○○*1

設計冷却空気流量 kg/h ○○*1*3

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○ 
最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 
伝 熱 面 積 
(伝熱管及びフィン外表面) *2 

m2/個 ○○*1

主要
寸法 

全 長 ㎜ ○○*1

全 幅 ㎜ ○○*1

全 高 ㎜ ○○*1

主要
材料 

伝 熱 管 （ 内 管 ） － ○○ 
フ ィ ン － ○○*3

ヘ ッ ダ ー － ○○ 

耐火
被膜 

種 類 － ○○*4

厚 さ mm － 
○○以

上
原
動
機 

種 類 － ○○*3

変更な
し 

出 力 kW/個 ○○*3

フ ァ ン 台 数 台 ○○*3

個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － － ○○ 
溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ － ○○

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○ 
化学薬品防護上の配慮が必要

な高さ 
－ － ○○

注記 *1：公称値を示す。 
*2：記載の適正化を行う。既設工認には「伝熱面積（フィン外表面）」と

記載。 
*3：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 
*4：航空機墜落による火災により熱影響がある支持架構の柱等に耐火塗

装を施す。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による

損傷の防止 

・施設の安全機能が喪失した

場合の影響の相対的な程度に

応じた地震力に十分耐えるこ

とができる設計 

主要寸法 

全長：○○mm 

全幅：○○mm 

全高：○○mm 

第八条 

外部からの

衝撃による

破損防止

（航空機落

下） 

・航空機墜落火災発生時にお

いても機能喪失しないために

耐火塗料を塗布。 

耐火塗料 

種類：○○ 

厚さ：○○mm 以上 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護すべ

き設備が機能を喪失しないた

めの設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○

設置床：○○

溢水防護上の区画番号：○○

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防

護 

・没液の影響により、防護すべ

き設備が機能を喪失しないた

めの設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○

設置床：○○

化学薬品防護上の区画番号：○○

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

材料及び構

造 

・使用される圧力，温度，荷

重その他の使用条件に対して

適切な機械的強度及び化学的

成分を有する材料

・設計上定める条件におい

て，全体的な変形を弾性域に

抑える設計

・設計上定める条件におい

て、座屈が生じない設計 

主要寸法 

全長：○○mm 

全幅：○○mm 

全高：○○mm 

主要材料： 

伝熱管（内菅）：○○ 

フィン：○○ 

ヘッダー：○○ 

・適切な耐圧試験又は漏えい

試験を行ったとき、これに耐

え、かつ、著しい漏えいがな

い設計

最高使用圧力：○○MPa 

最高使用温度：○○℃ 

第十九条 

使用済燃料

貯蔵 

・1 系列運転でも燃料貯蔵プ

ール水温を 65℃以下に保ち、

2 系列運転の場合は燃料貯蔵

プールの水温を 50℃以下に維

持する設計 

容量（設計熱交換量）：○MW／個 

容量（設計冷却空気風量）：○m3／s 

伝熱面積：○m２／個 

原動機：○○

ファン台数：○○

空冷式の熱交換器が

発電炉に無いため、別

の型式の熱交換器よ

り冷却機能に係る項

目を参照する 

管台の概形について

は、構造図に示す。 

伝熱管の概形につい

ては、構造図に示す。 

航空機墜落による火

災により熱影響があ

る支持架構の柱等に

施す耐火塗装の種類

及び厚さを記載する。 

溢水、化学薬品影響を

考慮し、取付箇所の項

目を追加。 

ファンによる冷却機

能の担保のために冷

却空気流量と原動機

の仕様を追加。

主要設備リストで展開。 分離配置は配置図で示す。 

基本設計方針で展開。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表
記に統一することに伴い適正化。 

主要設備リストで展開。 

基礎については、
構造図で示す。 

工程情報を示す項目であり、設備
仕様に直接関係しない項目である

ため、仕様表に記載しない。 
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仕様表記載例（機種：ポンプ）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名称 － 

プール水浄化系ポンプ
（燃料取出しピット水ポ

ンプ）A、B
（0000-00）

種類 － ○○
設
計
条
件 

ポ
ン
プ 

耐震クラス － ○○

定格容量 ㎥/h/個 ○○ 

仕
様 

定格揚程 m ○○
主要材料 ケーシング － ○○

個数 － ○○

原
動
機 

種類 － ○○
出力 kW/個 ○○
個数 － ○○

構造図：第 3.1.2.4.2－3 図に示す。 

変 更 前 変更後 

名 称 

プール水浄化系ポン
プ（燃料取出しピッ
ト水ポンプ）A、B

（0000-00）

変更な
し 

ポ
ン
プ 

種 類 － ○○
臨界管理 核的制限値 － －*4

容 量 ㎥/h/個 ○○
揚 程 m ○○
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○*2

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○*2

主
要
寸
法 

吸 込 口 径 mm ○○*1*3 

吐 出 口 径 mm ○○*1*3

ケ ー シ ン グ 厚 さ mm ○○*1*3

た て mm ○○*1*3

横 mm ○○*1*3

高 さ mm ○○*1*3

主
要
材
料 

ケ ー シ ン グ － ○○

個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○
設 置 床 － ○○
溢水防護上の区画

番号 
－ － ○○ 

溢水防護上の配慮
が必要な高さ 

－ － ○○

化学薬品防護上の
区画番号 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の
配慮が必要な高さ 

－ － ○○

原
動
機 

種 類 － ○○

変更な
し 

出 力 kW/個 ○○

個 数 － ○○

取 付 箇 所 － ○○
注記 *1：公称値を示す。 

*2：重大事故時等における使用時の値を示す。
*3：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 
*4：核燃料物質を取扱わない設備のため，核的制限値は記載しない。

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

第十条 

閉じ込めの機

能 

・使用済燃料等を系統若

しくは機器に閉じ込める

容量：○○㎥/h/個 

揚程：○○ｍ 

原動機 

種類：○○ 

出力：○○kW/個 

個数：○○

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ：T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

第三十八条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法： 

吸込口径：○○mm 

吐出口径：○○mm 

ケーシング厚さ：○○mm

たて：○○mm

横：○○mm

高さ：○○mm

主要材料： 

ケーシング：○○ 

・適切な耐圧試験又は漏

えい試験を行ったとき、

これに耐え、かつ、著し

い漏えいがない設計

最高使用圧力：○○MPa 

最高使用温度：○○℃ 

第十九条 

使用済燃料の

貯蔵施設等 

・燃料取出しピット，燃

料仮置きピット及びチャ

ンネルボックス・バーナ

ブルポイズン取扱ピット

の越流せきから越流する

プール水をポンプで昇圧

する設計

容量：○○㎥/h/個 

揚程：○○ｍ 

原動機 

種類：○○ 

出力：○○kW/個 

個数：○○ 

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

・接続口は，コネクタ式

に統一することにより，

速やかに，かつ，確実に

現場での接続が可能な設

計とする。

第三十九条 

冷却機能の喪

失による蒸発

乾固に対処す

るための設備 

・冷却機能の喪失による

蒸発乾固の発生を仮定す

る機器に内包する溶液の

冷却，同機器への注水及

び代替換気設備のセル導

出設備の凝縮器が所定の

除熱能力を発揮するため

に必要な給水流量を有す

る設計

第四十二条 

使用済燃料貯

蔵槽の冷却等

のための設備 

・燃料貯蔵プール等へ注

水するために必要な注水

流量を有する設計

第四十四条 

工場外への放

射性物質の拡

散を抑制する

ための設備 

・燃料貯蔵プール等へ注

水するために必要な注水

流量を有する設計

第四十五条 

重大事故等へ

の対処に必要

となる水の供

給設備 

・ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する水供給設備の大

型移送ポンプ車は，重大

事故等への対処に必要と

なる水を補給するための

送水流量を有する設計と

する

許可整合 

主要設備リストで展開。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：ポンプ（特殊ポンプ））

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

＜既認可仕様表なし＞ 

変更前 変更後 

名称 
○○ポンプＡ
（0000-00）*2

変更な
し 

種類 － ○○ 
容量（流量） m3/h/個 ○○ 
最高使用圧力 MPa ○○ 
最高使用温度 ℃ ○○ 

主
要
寸
法 

蒸気供給管台外径 mm ○○*1

蒸気供給管台厚さ mm ○○*1

入口管台外径 mm ○○*1

入口管台厚さ mm ○○*1

出口管台外径 mm ○○*1

出口管台厚さ mm ○○*1

主要材料 － ○○ 
個数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番号 － － ○○ 
溢水防護上の配慮が必

要高さ 
－ － ○○

化学薬品防護上の区画
番号 

－ － ○○

化学薬品防護上の配慮
が必要な高さ 

－ － ○○

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第十条 

閉じ込めの機

能 

・液体状の使用済燃料等

を内包する系統及び機器

を収納するセル及びグロ

ーブボックスの漏えい液

を安全に処理できる設計

容量（流量）：○○㎥/h/個 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ：T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法： 

蒸気供給管台外径：○○mm 

蒸気供給管台厚さ：○○mm 

入口管台外径：○○mm 

入口管台厚さ：○○mm 

出口管台外径：○○mm 

出口管台厚さ：○○mm 

主要材料：○○

・適切な耐圧試験又は漏

えい試験を行ったとき、

これに耐え、かつ、著し

い漏えいがない設計

最高使用圧力：○○MPa
最高使用温度：○○℃ 

耐圧評価上使用しな
い 

入口管台外径・厚さに
該当 
出口管台外径・厚さに
該当 
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仕様表記載例（機種：圧縮機）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － 安全空気圧縮装置Ａ，Ｂ，
Ｃ 
（0000-0000） 

設
計
条
件 

種 類 － ○○

耐 震 ク ラ ス － ○○

仕
様 

定 格 容 量 ㎥/h/個 ○○
吐 出 圧 力 MPa ○○
出 力 kW/個 ○○
主 要 寸 法 全 高 mm ○○*1

主 要 材 料 フレーム － ○○*1

個 数 － ○○
特記事項 (1) 本設備は，非常用所内電源系統に

接続する。
(2) 本設備は，空気圧縮機，後置冷却

器，後置冷却器ドレンセパレータ
等により構成される。

構造図：  第 3.2.1.2.1－4 図に示す。 

変 更 前 変 更 後 

名 称 
安全空気圧縮
装置Ａ，Ｂ，Ｃ 
（0000-0000） 

変更なし 

圧
縮
機 

種 類 － ○○ 
定 格 容 量 ㎥/h/個 ○○ 
吐 出 圧 力 MPa ○○

主要寸法 
た て mm ○○*1*3

横 mm ○○*1*3

高 さ mm ○○*1

主要材料 フ レ ー ム － ○○*1

個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画
番 号 

－ － ○○

溢水防護上の配慮
が必要な高さ 

－ － ○○

化学薬品防護上の
区画番号 

－ － ○○

化学薬品防護上の
配慮が必要な高さ 

－ － ○○

原
動
機 

種 類 － ○○*3

出 力 kW/個 ○○ 
個 数 － ○○ 
取 付 箇 所 － ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：重大事故時等における使用時の値を示す。
*3：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

第三十七条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法： 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

主要材料： 

フレーム：○○

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量を有する設計

容量：○○㎥/ｈ/個 

個数：○○ 

第三十八条 

臨界事故の拡

大を防止する

ための設備 

・臨界事故時水素掃気系

として用いる安全圧縮空

気系及び一般圧縮空気系

は，臨界事故が発生した

機器の気相部における水

素濃度をドライ換算８ｖ

ｏｌ％未満に維持するた

めに必要な空気を供給で

きる設計とする。また，

臨界事故時に追加的に空

気を供給する一般圧縮空

気系は，安全機能を有す

る施設の仕様が，臨界事

故が発生した機器の気相

部における水素濃度をド

ライ換算４ｖｏｌ％未満

に維持するために必要な

流量に対し，十分な容量

を確保できる設計とす

る。

容量：○○㎥/ｈ/個 

吐出圧力：○○MPa 

原動機： 

種類：○○

出力：○○kw/個 

個数：○○

第四十条 

放射線分解に

より発生する

水素による爆

発に対処する

ための設備 

・同時に発生する可能性

のある事故への対処を含

めて，事象進展に応じた

使用の状態を踏まえた，

必要な容量を確保した設

計とする。

車両式の設備でない
ため記載しない 

主要設備リストで展開。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 

基本設計方針、系統図で展開 
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仕様表記載例（機種：ファン） 
既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

変 更 前 変更後 

名 称 
中央制御室排風機 

（0000-000） 

変更な
し 

排
風
機 

種 類 － ○○ 

容 量 
㎥/h/
個 

○○

主 要
寸 法 

吸 込 口 径 mm ○○*1*2 

吐 出 口 径 mm ○○*1*2

た て mm ○○*1*2

横 mm ○○*1*2

高 さ mm ○○*1

主 要
材 料 

ケ ー シ ン グ － ○○ 

個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○
設置床 － ○○

溢水防護上の区画番
号 

－ － ○○

溢水防護上の配慮が
必要な高さ 

－ － ○○

化学薬品防護上の区
画 番 号 

－ － ○○

化学薬品防護上の配
慮が必要な高さ 

－ － ○○

原
動
機 

種 類*2 － ○○

変更な
し 

出 力*2 kW/個 ○○
個 数*2 － ○○
取 付 箇 所*2 － ○○

設計上の空気の流入率 * 2 回/h ○○
注記 *1：公称値を示す。 

*2：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容
は設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

第十条 

閉じ込めの機

能 

・使用済燃料等を系統若

しくは機器に閉じ込める

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

第三十八条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法： 

吸込口径：○○mm 

吐出口径：○○mm 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

主要材料： 

ケーシング：○○ 

第十九条 

使用済燃料の

貯蔵施設等 

・貯蔵ホールの換気を行

い混合酸化物貯蔵容器を

空気で冷却するととも

に，貯蔵室の構造物(コン

クリート)の温度を適切に

維持する設計とする。

第二十三条 

第四十八条 

制御室等 

・制御室に運転員その他

の従事者がとどまれるよ

う，気体状の放射性物質

及び火災又は爆発により

発生する燃焼ガスやばい

煙，有毒ガス並びに降下

火砕物に対する換気設備

の隔離その他の適切に防

護するための措置に必要

な設備を設ける設計

容量：○○㎥/h/個 

原動機 

種類：○○ 

出力：○○kW/個 

個数：○○ 

設計上の空気の流入率：○○回/h 

第三十条 

第五十条 

緊急時対策所 

・居住性を確保するた

め，外気取入加圧モード

として，放射性物質の取

り込みを低減できる設計

とする。

第二十四条 

廃棄施設 

・周辺監視区域の外の空

気中の放射性物質の濃度

及び液体状の放射性物質

の海洋放出に起因する線

量が、それぞれ原子力規

制委員会の定める濃度限

度及び線量限度以下に抑

える設計

第二十八条 

換気設備 

・汚染の程度の低い区域

から汚染の程度のより高

い区域に向かって空気を

流す設計とし、給排気量

を適切に設定及び調節す

ることにより、汚染のお

それのある区域を清浄区

域より負圧に維持すると

ともに，適切な換気・空

調を行う設計

・放射線障害を防止する

ために必要な換気能力を

有する設計

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量を有する設計

第三十九条 

冷却機能の喪

失による蒸発

乾固に対処す

るための設備 

第四十条 

放射性分解に

より発生する

水素による爆

・冷却機能の喪失による

蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素によ

る爆発の発生時におい

て，放射性エアロゾルを

代替セル排気系の可搬型

フィルタで除去しつつ，

主排気筒を介して，大気

中に放出するために必要

主要設備リストで展開。 工程情報を示す項目であり、設
備仕様に直接関係しない項目で
あるため、仕様表に記載しない。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 

単線結線図で展開。 
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仕様表記載例（機種：ファン） 
発に対処する

ための設備 

な排気風量を有する設計

とする。 

許可整合 
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仕様表記載例（機種：主要弁）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

備
考

 

２
）

３
）

注
記
 
１

）
：
第

4
.
2
.
1
.
4
.
8
－
1
図

 
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

換
気

設
備

 
そ

の
他

の
重

要
な

構
造

中
の

当
該
機
器
の

番
号
を

示
す

。
 

２
）
：
耐

震
重
要

度
分
類

上
Ａ

ク
ラ

ス
の

配
管

（
0
0
-
0
0
0
-
0
0
）

に
含

め
て

耐
震

設
計

を
行

う
。

 
３

）
：
本

弁
は
駆

動
源
喪

失
時

「
開

」
の

状
態

と
な

る
。

 

構
造

1
）

○
○

個
数

 

○
○

主
要

材
料

 
（

弁
箱

）
 

○
○

寸
法

 
（

呼
び

径
Ａ

）
 

○
○

種
類

 

○
○

名
称

 

セ
ル
内
ク

ー
ラ
冷

却
水

供
給
弁
Ａ

～
Ｊ

（
0
0
0
0
-
0
0
0
0
）

変更前 変更後 

名 称 
セル内クーラ冷却
水供給弁 A～J
（0000-0000）

変更な
し 

種 類 － ○○ 
最 高 使 用 圧 力 MPa － ○○*2

最 高 使 用 温 度 ℃ － ○○*2

主
要
寸
法 

呼 び 径 － ○○*1

変更な
し 

弁 箱 厚 さ mm ○○*1*3

弁 ふ た 厚 さ mm ○○*1*3

主
要
材
料 

弁 箱 － ○○ 

弁 ふ た － ○○*3

弁 体 － ○○*3

駆 動 方 法 － ○○*3

閉 止 時 間 s ○○*3

個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － － ○○ 
溢水防護上の配慮が必要な高さ － － ○○ 
化学薬品防護上の区画番号 － － ○○ 
化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ － ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：重大事故時等における使用時の値を示す。
*3：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は

設計図書による。 

【様式-6,7の整理により要求機能②としたもの】 

技術基準 
要求機能② 主な使用 

（詳細設計） 様式-6,7 
第十条 

閉じ込めの機

能 

・使用済燃料等を系統若し

くは機器に閉じ込める設計

駆動方法：○○

閉止時間：○○s 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護す

べき設備が機能を喪失しな

いための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護す

べき設備が機能を喪失しな

いための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

第三十七条 

材料及び構

造 

・使用される圧力，温度，

荷重その他の使用条件に対

して適切な機械的強度及び

化学的成分を有する材料

・設計上定める条件におい

て，全体的な変形を弾性域

に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法 

呼び径：○○mm 

弁箱厚さ：○○mm 

 弁ふた厚さ：○○mm 

主要材料 

弁箱：○○

弁ふた：○○

弁体：○○

・適切な耐圧試験又は漏

えい試験を行ったとき、

これに耐え、かつ著しい

漏えいがない設計とする

最高使用圧力：○○MPa 

最高使用温度：○○℃ 

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等の

収束に必要な個数及び容量

圧力容器に設置する
弁ではないため、漏え
い率は仕様表項目に
記載しない。 

主要設備リストで展開。 

添付書類に位置づけを変
更したため、記載を削除。 

基本設計方針で展開。 
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仕様表記載例（機種：安全弁及び逃がし弁）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

＜既認可仕様表なし＞ 変更前 変更後 

名 称 
○○安全弁

(0000-0000)*2

変更な
し 

種 類 － ○○
吹 出 圧 力 MPa ○○
吹 出 量 kg/h/個 ○○
吹 出 場 所 － ○○

主
要
寸
法 

呼 び 径 mm ○○*1

の ど 部 の 径 mm ○○*1

弁 座 口 の 径 mm ○○*1

リ フ ト mm ○○以上 *1

主
要
材
料 

弁 箱 － ○○ 

駆 動 方 法 － ○○
個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○
設 置 床 － ○○
溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － － ○○ 
溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ － ○○

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○ 
化学薬品防護上の配慮が必要

な高さ 
－ － ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は

設計図書による。 

【様式-6,7の整理により要求機能②としたもの】 

技術基準 
要求機能② 主な使用 

（詳細設計） 様式-6,7 
第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護す

べき設備が機能を喪失しな

いための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護す

べき設備が機能を喪失しな

いための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ：T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

材料及び構

造 

・使用される圧力，温度，

荷重その他の使用条件に対

して適切な機械的強度及び

化学的成分を有する材料

・設計上定める条件におい

て，全体的な変形を弾性域

に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法 

呼び径：○○mm 

のど部の径：○○mm 

弁座口の径：○○mm 

リフト：○○mm以上

主要材料 

弁箱：○○ 

第三十八条 

臨界事故の

拡大を防止

するための

設備 

・臨界事故が発生した設

備に接続する換気系統の

配管の流路を遮断するた

めに必要な設備及び換気

系統の配管内が加圧状態

になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するた

めに必要な設備

吹出圧力：○○MPa 

吹出量：○○kg/h/個 

吹出場所：○○

駆動方法：○○
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仕様表記載例（機種：主配管）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

備
考

 通
過

部
屋

番
号

 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

注
記
１
）
：
単

位
は

（
k
g
/
㎠

）
 

 
 
２
）
：

本
設

備
は

B
ク

ラ
ス

で
あ

る
が

，
A
ク

ラ
ス

の
可

溶
性
中

性
子
吸

収
材
緊

急
供

給
系
の
支

援
機
能

を
持
つ

た
め
，

構
造
強

度
上
基
準
地

震
動

S
1
に
よ

る
確

認
を

行
う

。
 

 
 
３
）
：

本
配

管
上

の
弁

に
よ

り
耐

震
ク

ラ
ス

が
区

分
さ

れ
，

弁
以
降
は

C
ク

ラ
ス
で

あ
る
。

 
 
 
４
）
：

配
管

に
は

保
温

材
を

使
用

し
，

そ
れ

以
外

の
配

管
に

は
保
温

材
は
使

用
し
て

い
な
い
。

 

配
管

番
号

 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

仕
様

 

材
料

 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

厚
さ

 
(
m
m
)
 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

外
径

 
(
m
m
)
 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

設
計
条
件

 

最
高

使
用

温
度

 
(
℃

)
 ○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

最
高
使
用

圧
力

 
(
M
P
a
)
 ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

流
体
の
種

類
 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

耐
震
ク
ラ

ス
 

○
○

２
）

○
○

○
○

○
○

○
○

３
）

４
）

機
器
の
種

類
 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

名
称

 

○
○

～
○

○

内
管

 

外
管

 

入
口
（
Z
r
側

）
 

異
材
接
合

部
 

出
口
（
S
U
S
側

）
 

○
○

～
○

○
ポ

ッ
ト

○
○

～
○

○

○
○

～
○

○

○
○
系

変
更

後
 

主
要

材
料

 

変
更

な
し

 

注
記

 
*
1
：

公
称

値
を

示
す

。
 

*
2
：

重
大

事
故

等
対

処
時

に
お

け
る

使
用
時
の

値
を
示

す
。

*
3
：

本
配

管
に

は
保

温
材

を
使

用
す

る
。

厚
さ

 
(
m
m
)
 

外
径

 
(
m
m
)
 

最
高

使
用

温
度

 
(
℃

)
 

○
○

*
2

○
○

*
2

○
○

*
2

○
○

*
2

最
高

使
用

圧
力

 
(
M
P
a
)
 

○
○

*
2

○
○

*
2

○
○

*
2

○
○

*
2

名
称

 

変
更
な
し

 

変
更
前

 

主
要

材
料

 

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

厚
さ

(
m
m
)
 

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

外
径

(
m
m
)
 

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

○
○

*
1

最
高
使
用

温
度

 
(
℃
)
 

－ －
 

－
 

－
 

最
高

使
用

圧
力

 
(
M
P
a
)
 

－
 

－
 

－
 

－
 

名
称

 

○
○

～
○

○

内
管

 

外
管

 

入
口

(
Z
r
側

)
 

異
材

接
合

部
 

出
口

(
S
U
S
側

)
 

○
○

～
○

○
ポ

ッ
ト

*
3

○
○

～
○

○

○
○

～
○

○

○ ○ 系
 

【様式-6,7の整理により要求機能②としたもの】 

技術基準 
要求機能② 主な使用 

（詳細設計） 様式-6,7 

第八条 

外部からの

衝撃による

破 損 防 止

（凍結） 

・凍結のおそれのあるもの

に対して保温等の凍結防止

対策を行う設計とする

保温材の設置 

第十条 

閉じ込めの

機能 

・使用済燃料等を系統若しく

は機器に閉じ込める設計

主要寸法 

外径：○○mm 

厚さ：○○mm 

主要材料 

第十七条 

第三十七条 

材料及び構

造 

・使用される圧力，温度，荷

重その他の使用条件に対して

適切な機械的強度及び化学的

成分を有する材料

・設計上定める条件におい

て，全体的な変形を弾性域に

抑える設計

・設計上定める条件におい

て、座屈が生じない設計

主要寸法 

外径：○○mm 

厚さ：○○mm 

主要材料：○○ 

・適切な耐圧試験又は漏え

い試験を行ったとき、これに

耐え、かつ著しい漏えいがな

い設計とする

最高使用圧力：○○MPa 

最高使用温度：○○℃ 

工程情報を示す項目で
あり、設備仕様に直接関
係しない項目であるた

め、仕様表に記載しない 

系統図で示す。 

主要設備リストで示す。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表
記に統一することに伴い適正化。 
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仕様表記載例（機種：フィルタ）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － 
第 1 高性能粒子フィルタＡ，

Ｂ，Ｃ(00-0000) 
種 類 － ○○ 

設
計
条
件 

機 器 の 種 類 － ○○
標準
濃度 βγ 

Bq/cm3

[normal] 
○○

α 
αBq/cm3

[normal] 
○○

Ｐｕ 
g/m3

[normal] 
○○

耐 震 ク ラ ス － ○○ 
流 体 の 種 類 － ○○ 
最 高 使 用 圧 力 kPa 外圧○○２）

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 

仕
様 

容 量 
㎥/h/個 
[normal] 

○○

粒 子 除 去 効 率１） ％ ○○以上

主要
寸法 

全 長 mm ○○
全 幅 mm ○○ 
全 高 mm ○○ 
厚 さ mm ○○ 

主要
材料 

ケーシング － ○○ 
ろ 材 － ○○ 

個 数 － ○○
注記 １）：○○％以上/○段 

２）：単位は（kg/㎤） 

変更前 変更後 

名 称 
第 1 高性能粒子フィルタ
Ａ，Ｂ，Ｃ(00-0000) 

変更な
し 

種 類 － ○○ 
最 高 使 用 圧 力 － －*4 － 
最 高 使 用 温 度 ℃ － ○○*2

容 量 m3/h/個 ○○ 

変更な
し 

効 率 
単 品 % ○○ 
総 合 % ○○ 

主
要
寸
法 

吸 込 口 径 mm ○○*1*3

吐 出 口 径 mm ○○*1*3

全 長 mm ○○*1

全 幅 mm ○○*1

全 高 mm ○○*1

厚 さ mm ○○*1

主
要
材
料 

ケ ー シ ン グ － ○○

ろ 材 － ○○ 

個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名(ライン名) － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画

番号 
－ － ○○

溢水防護上の配慮
が必要な高さ 

－ － ○○

化学薬品防護上の
区画番号 

－ － ○○

化学薬品防護上の
配慮が必要な高さ 

－ － ○○

注記 *1：公称値を示す。 
*2：重大事故時等における使用時の値を示す。
*3：既設工認申請書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は設

計図書による。 
*4：本機器は，大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり，そ

の機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定し
ない。 

術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

全長：○○mm 

全幅：○○mm 

全高：○○mm 

主要材料：○○ 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法： 

全長：○○mm 

全幅：○○mm 

全高：○○mm 

厚さ：○○mm 

主要材料： 

ケーシング：○○ 

ろ材：○○

・適切な耐圧試験又は漏

えい試験を行ったとき、

これに耐え、かつ、著し

い漏えいがない設計

最高使用温度：○○℃ 

第二十三条 

制御室等 

・設計基準事故時に必要

に応じて外気との連絡口

を遮断し,制御建屋の中央

制御室内空気を中央制御

室フィルタユニットを通

し再循環して浄化運転す

ることができるととも

に，必要に応じて外気を

中央制御室フィルタユニ

ットを通して取り入れる

ことができる設計とす

る。

第二十四条 

廃棄施設 

・周辺監視区域の外の空

気中の放射性物質の濃度

及び液体状の放射性物質

の海洋放出に起因する線

量が、それぞれ原子力規

制委員会の定める濃度限

度及び線量限度以下にな

る設計

容量：○○㎥/h/個 

粒子除去効率：○○％以上 

第三十条 

第五十条 

緊急時対策所 

・居住性を確保するた

め，外気取入加圧モード

として，放射性物質の取

り込みを低減できる設計

とする。

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

・接続口は，コネクタ式

に統一することにより，

速やかに，かつ，確実に

現場での接続が可能な設

計とする。

第三十九条 

冷却機能の喪

失による蒸発

乾固に対処す

るための設備 

第四十条 

放射性分解に

より発生する

水素による爆

発に対処する

ための設備 

・「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」，「放射線分解

により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定す

る機器の気相中に移行す

る放射性物質を，凝縮器

下流側に設置したセル導

出ユニットフィルタによ

り除去できる設計とす

る。 

許可整合 

工程情報を示す項目であり、設備
仕様に直接関係しない項目であ
るため、仕様表に記載しない。 

主要設備リストで展開。 

旧単位系記載のため、SI 単位系記
載に統一することに伴い適正化。 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 燃 料 加 工 建 屋 

設

計

条

件

耐震クラス B 

放射線防護 

(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を

満足するものとする。 

航空機に対する防護 航空機の衝突に対し，安全確保上支

障がないように設計するものとす

る。 

支持地盤の許容支持力度 

長期：○MPa 

短期：○MPa 

設

計

仕

様

主要構造 ○○○

主要寸法 

南北方向：○m(外壁外面寸法) 

東西方向：○m(外壁外面寸法) 

階 数：地上2階，地下3階(一部

中2階) 

高 さ：地上○m 

壁 厚 等：第1.-3表に示す。 

主要材料 

鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート

用棒鋼)に定める○及び○ 

コンクリート：○○○の規定による普

通コンクリート設計基準強度 

Fc=○N/mm2 

密度 ○3kg/m3以上 

添 付 図 

( 平 面 図 及 び 断 面 図 ) 
第1.1-1図～第1.1-9図に示す。 

特 記 事 項 

① 管理区域内の汚染のおそれのあ

る部屋の床及び人が触れるおそれ

のある壁の表面は，除染が容易で腐

食し難い材料で仕上げる設計とす

る。

(汚染防止に係る措置の範囲を第

1.-2表に示す。)

② 「建築基準法」の耐火建築物とす

る。

③ 原料受払室，粉末調整第1室等の

部屋で構成する区域の境界の構築

物を安全上重要な施設とする。(安

全上重要な施設である構築物の範

囲を第1.-2表に示す。)

④ 臨界安全上必要がある場合には，

中性子相互干渉を考慮する貯蔵施

設等の周囲に○cm以上のコンクリ

ートを配置し，核的に隔離する設計

とする。

注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20 原第 18 号(平成 22 年

5 月 13 日) 

注 2 本建屋が B クラスのしゃへい壁を有していることを示す。また，本建屋は

B クラスのしゃへい壁を有していることから，B クラスの施設に適用される地

震力に耐えるように設計する。なお，本建屋は，S クラスの設備・機器を設置

するため，基準地震動 Ss で間接支持構造物としての支持機能が維持されてい

る

変 更 前 変 更 後 

名 称 
燃料加工建屋*5 燃料加工建屋*2*3

(再処理施設と共用) 

種類（主要構造）＊

1 － 
上部構造：○○○ 

基礎：○○○ 
変更なし 

支持地盤の許容支

持力度 
MPa 長期：〇 短期：〇 ― 

支持地盤の極限支

持力度 
MPa ― 〇 

マンメイドロック

の強度 
MPa 〇*5 

変更なし 

主

要

寸

法 

たて×横 m ○○○*4

高さ m ○○○*4 ○○○*4

壁

厚

さ 

東壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

西壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

南壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

北壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

床・天井 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

主 要 材 料 － 鉄筋コンクリート*7

変更なし 
個 数 － １ 

注記 *1：記載の適正化。既設工認には「主要構造」と記載。 

*2：燃料加工建屋は、再処理施設と一部共用する。

*3：燃料加工建屋は、MOX 燃料加工施設にて設備登録を行っている。

*4：公称値を示す。

*5：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け平成〇原第〇号にて認可を受

けた設工認申請書の「別添 イ．建物 1.燃料加工建屋(その 1)及び

貯蔵容器搬送用洞道 (5)工事の方法」において記載したマンメイ

ドロックの強度による。 

*6：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け〇号にて認可を受けた設工認

申請書の添付書類 「Ⅲ-2-1-1-2 燃料加工建屋の耐震計算書 図面

リスト  第 14 図(1)燃料加工建屋 断面壁断面リストから第 14

図(6)燃料加工建屋  断面壁断面リスト」及び添付書類「Ⅴ 添付-

1-2-1 燃料加工建屋の航空機に対する防護計算書 図面リスト

第 1 図 燃料加工建屋 防護壁断面リストから第 4 図 燃料加工建屋

防護スラブ断面リスト」による。

*7：記載の適正化。既設工認には「鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリー

ト用棒鋼)に定める○及び○ コンクリート：○○○の規定による

普通コンクリート設計基準強度○N/mm2  密度○kg/m3以上」と記

載。

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第五条 

地盤 

建物・構築物を接地圧に対する十分な支

持性能を有する事業変更許可を受けた地

盤に設置 

支持地盤の極限支持力

度:○MPa 

マンメイドロック強度:

○MPa

第六条

地震に

よる損

傷の防

止 

耐震重要度に応じた地震力に十分耐える

ことができる設計 

主要寸法(壁厚さ):○mm

～○mm 

主要材料:○○○○ 

基準地震動による地震力に対してその安

全機能が損なわれるおそれがない設計 

第八条 

外部か

らの衝

撃によ

る損傷

の防止 

・設計荷重（竜巻）に対して機械的強度

を有する設計

主要寸法(壁厚さ):○mm

～○mm 

主要材料:○○○○ ・設計荷重（火山）に対して安全余裕を

有する設計

その他外部衝撃に対して機械的強度を有

する設計 

航空機に対して建物の外壁及び屋根によ

り建物全体を適切に保護 

主要寸法(壁厚さ):○mm

～○mm 

主要材料:○○○○ 

第二十

二条 

遮蔽 

直接線、スカイシャイン線に対して遮蔽

体の設置 

主要寸法(厚さ) 

主要材料:○○○○ 

基準線量率を達成するため遮蔽体の設置 

第三十

条 

重大事

故等対

処設備 

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対し

て，必要な機能が損なわれない設計 

主要寸法(壁厚さ):○mm

～○mm 

主要材料:○○○○ 

沸騰水型原子炉で

は、建屋気密性を被

ばく評価の条件に

用いているが、MOX

燃料加工施設では、

建屋には気密性を

設定していないこ

とから、記載は不要

と判断する 

航空機防護版、Sク

ラスの床・天井の評

価のため、燃料加工

建屋の床・天井の厚

さを記載

既認可記載事項で

ある地盤の仕様項

目（支持地盤の強

度）を記載。 

また、マンメイドロ

ックの強度を記載。 

基本設計方針で展開。 

臨界の基本設計方針、 

単一ユニットの装置の仕様表

で展開。 

耐震の添付書類（耐震重要度分類）で展開。 

建屋平面図で展開。 

建屋平面図・断面図で展開。 

遮蔽設備の仕様表で展開 

遮蔽設備の仕様表で展開 

基本設計方針で展開 

主要設備リストで展開 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物（火災区域構造物）） 
既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

＜既認可仕様表なし＞

変更前 変更後 

名称 

種

類 

主要

寸法 

(mm) 

主

要

材

料 

名称 

種

類 

主要 

寸法 

(mm) 

主要 

材料 

火災区域

(区画) 

名称 

区

分 

番

号 

火災区域

(区画) 

名称 

区分 番号 

－ 

○○

室 

火災

区域 
○○

壁 
〇以上 

(〇
*1
)

鉄筋コ

ンクリ

ート 

○○

室 

火災

区域 
○○

○○

室 

火災

区域 
○○

○○

室 

火災

区域 
○○

○○

室 

火災

区域 
○○

○○

室 

火災

区域 
○○

注記 *1：公称値のうち最小のものを示す。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第十一条 

火災等による損

傷の防止 

第三十五条 

火災等による損

傷の防止 

・火災及び爆発の影響軽減対策

が必要な火災防護上重要な機器

等を設置する火災区域は，３時

間以上の耐火能力を有する耐火

壁，天井及び床により隣接する

他の火災区域と分離する設計

壁厚：○mm 以上 

材料：○○ 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物(施設外漏えい防止堰)）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

＜既認可仕様表なし＞ 
変更前 変更後 

名 称 － ○○○

種 類 － － 堰 

主 要 寸 法 高 さ mm － ○○＊1

主 要 材 料 － － ○○ 

取
付
箇
所

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － － － 

設 置 床 － － 
○○

T.M.S.L.○○m
溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － － － 
溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ － －

化学薬品防護上の区画番号 － － － 
化学薬品防護上の配慮が必要

な高さ 
－ － － 

注記 ＊1：T.M.S.L.〇m からの高さ 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第十条 

閉じ込めの機

能 

・液体状の使用済燃料等

が施設外へ漏えいするこ

とを防止する設計

主要寸法：○mm 以上 

主要材料：○○

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

主要寸法：○○mm 

主要材料：○○ 

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

床、壁の塗装について
は基本設計方針、添付
書類で展開する。
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仕様表記載例（機種：建物・構築物(保管・廃棄エリア)）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX施設の既認可に仕様表なし 技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第十七条 

核燃料物質の

貯蔵施設 

・核燃料物質を貯蔵する

ために必要な容量

容量：〇〇t・HM 

材料については、 
建物・構築物側の仕様
表の主要材料で記載
しているため、記載し
ない。 

外寸については、建
物・構築物側の仕様表
の主要寸法（たて×
横、高さ）で示してい
るため、保管エリア寸
法を記載する。 

59



仕様表記載例（機種：排気筒）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － 主排気筒 
種 類 － ○○
設
計
条
件 

耐 震 ク ラ ス － ○○ 

支持地盤の許容支持力度 MPa ○○

流 体 の 種 類 － ○○ 

仕
様 

筒
身 

主
要
寸
法 

出 口 内 径 m ○○

地 上 高 さ m ○○ 

主
要
材
料 

主 要 材 料 － ○○

厚 さ mm ○○

支
持
鉄
塔 

主 要 材 料 － ○○

基
礎 

主 要 材 料 － ○○

構造図：  第 3.2.1.5－1 図に示す。 
注記１）： 支持鉄塔及び基礎は，基準地震動○で間接支持構造物としての支持

機能が維持されていることの確認を行う。 
２）： 鷹架層の許容支持力度として，重要な建物・構築物ごとに定まる値

の最小値とする。 
３）：  単位（tf/㎡） 
４）： 厚さは，母材＋合せ板を示す。 
５）： 本設備の基礎上部には，主排気筒管理建屋があり，その重量を考慮

して耐震計算を行う。 

変更前 変更後 
名 称 主排気筒 

変更なし 

種 類 － ○○
支持地盤の許容支持力度 MPa ○○
支持地盤の限界支持力度 MPa ○○*2

主
要
寸
法 

筒
身 

出 口 内 径 m ○○*1

地 上 高 さ m ○○*1

厚 さ mm ○○*1

主
要
材
料 

筒 身 － ○○

支 持 鉄 塔 － ○○

基 礎 － ○○

個 数 － ○○*2

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第五条 

地盤 

・建物・構築物を接地圧

に対する十分な支持性能

を有する事業変更許可を

受けた地盤に設置

支持地盤許容支持力度：○○ 

支持地盤極限支持力度：○○ 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

地上高さ：○○mm 

主要材料：○○ 

第二十四条 

廃棄施設 

・周辺監視区域の外の空

気中の放射性物質の濃度

及び液体状の放射性物質

の海洋放出に起因する線

量が、それぞれ原子力規

制委員会の定める濃度限

度及び線量限度以下にな

る設計

主要寸法 

出口内径：○○m 

地上高さ：○○m 

厚さ：○○mm 

主要材料 

筒身：○○

支持鉄塔：○○

基礎：○○

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

個数：○○

変更前 変更後 

名称 主排気筒 

変更なし 

種類 － 
鉄塔支持型鋼製（制震装置
付き[減衰係数：□□＊１]） 

主要
寸法 

内径＊２ mm 4500＊３，＊４ 

地表上の高さ m 140＊４ 

材料 － SS400 

個数 － 1 

注記 注１：オイルダンパの減衰係数を示す。 
注２：記載の適正化を行う。既工事計画書には「筒身内径」と記載。 
注３：記載の適正化を行う。既工事計画書には「4.5 m」と記載 
注４：公称値を示す。 

主要設備リストで展開。 
工程情報を示す項目であり、設
備仕様に直接関係しない項目で
あるため、仕様表に記載しない。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表
記に統一することに伴い適正化。 

添付書類に位置づけを変更
したため、記載を削除。 

基本設計方針で展開。 
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仕様表記載例（機種：飛来物防護設備）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

＜既認可仕様表なし＞ 

変更前 変 更 後 

名 称 － 
安全冷却水 B 冷却塔
飛来物防護ネット 

種 類 － － ○○ 
支 持 地 盤 － － ○○*1

杭 の 強 度 N/㎟ － ○○ 

主
要
寸
法 

防 護 ネ ッ ト 
線 径 mm － ○○*2

網 目 mm － ○○*2

防 護 板 厚 さ mm － ○○*2

支 持 架 構 
た て mm － ○○*2

横 mm － ○○*2

高 さ mm － ○○*2

主
要
材
料 

防 護 ネ ッ ト － － ○○ 
防 護 板 － － ○○ 

支 持 架 構 － － ○○ 

耐
火
被
膜 

種 類 － － ○○*3

厚 さ mm － ○○以上

基 数 式 － ○○ 
注記 *1：飛来物防護ネットは杭基礎を介して○○に支持する。 

*2：公称値を示す。
*3：航空機墜落による火災により熱影響がある支持架構の柱等に耐火塗

装を施す。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第五条 

安全機能を有

する施設の地

盤 

・安全機能を有する施設

のうち，地震の発生によっ

て生じるおそれがあるそ

の安全機能の喪失に起因

する放射線による公衆へ

の影響の程度が特に大き

い施設（以下「耐震重要施

設」という。）及びそれら

を支持する建物・構築物，

若しくは重大事故等対処

施設のうち，常設耐震重要

重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処

施設は，その供用中に大き

な影響を及ぼすおそれが

ある地震動（以下「基準地

震動」という。）による地

震力が作用した場合にお

いても，接地圧に対する十

分な支持性能を有する地

盤に設置する。 

支持地盤：○○ 

杭の強度：○○N/㎟ 

第八条 

外部からの衝

撃による損傷

の防止 

・設計飛来物の貫通を防

止することができる設計

・設計飛来物の運動エネ

ルギを吸収することがで

きる設計

・設計荷重に対して、支持

架構の構造健全性を維持

できる設計

・熱影響により外部火災

防護対象施設の安全機能

を損なわない設計

主要寸法 

防護ネット線径：○○mm 

防護ネット網目：○○mm 

防護板厚さ：○○mm 

支持架構たて：○○mm 

支持架構横：○○mm 

支持架構高さ：○○mm 

主要材料 

防護ネット：○○ 

防護板：○○ 

支持架構：○○ 

耐火被膜 

種類：○○ 

厚さ：○○mm 以上 

＜発電炉要目表なし＞ 
以下発電炉の基本設計方針抜粋 
2.3.3 設計方針 
（中略） 
防護措置として設置する防護対策施設としては，防護ネット（硬鋼線材：線径φ
4 mm，網目寸法40 mm），防護鋼板（炭素鋼：板厚16 mm 以上），架構及び扉（炭素
鋼：板厚31.2 mm 以上）を設置し，内包する外部事象防護対象施設の機能を損な
わないよう，外部事象防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が外部
事象防護対象施設に衝突することを防止する設計とする。 

杭基礎に設置する設
備は支持地盤、杭の強
度を記載する。 

航空機墜落による火
災防護のために必要
な耐火塗装について
種類、厚さを記載す
る。 
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仕様表記載例（機種：ラック／ピット／棚）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － 
燃焼度計測前燃料仮置き
ラック A,B(00-0000)

種 類 － ○○ 

設
計
条
件 

核 的
制 限
値 

使用済燃料集合体
平均濃縮度の最大

値 
wt% ○○

ラック格子の中心
間 最 小 距 離

mm ○○

耐 震 ク ラ ス － ○○
容 量 体/個 ○○

仕
様 

主 要
寸 法 

格子の中心間距離 mm ○○ 
内 の り mm ○○ 
全 高 mm ○○ 

本 体 材 料 － ○○ 
個 数 － ○○ 

構造図：第 3.1.2.2－6 図及び第 3.1.2.2－7 図に示す。 

変更前 変更後 

名 称 
燃焼度計測前燃
料仮置きラック
A,B(00-0000) 

変更な
し 

種 類 － ○○ 

臨
界
管
理 

核
的
制
限
値 

使用済燃料集合体平
均濃縮度の最大値 

wt% ○○ 

ラ ッ ク 格 子 の
中 心 間 最 小 距 離

mm ○○

容 量 体/個 ○○

主要寸法 

格子の中心間距離 mm ○○*1

内 の り mm ○○*1

全 高 mm ○○*1

厚 さ mm ○○*1*3

主 要 材 料*2 － ○○
個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系 統 名 ( ラ イ ン 名 ) － ○○
設 置 床 － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － － ○○
溢水防護上の配慮が必要な

高さ 
－ － ○○

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○
化学薬品防護上の配慮が必

要な高さ 
－ － ○○ 

注記 ＊1：公称値を示す。 
＊2：記載の適正化。既設工認では「本来材料」と記載。 
＊3：設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第四条 

核燃料物質の

臨界防止 

・運転時に予想される機

械若しくは器具の単一の

故障若しくはその誤作動

又は運転員の単一の誤操

作が起きた場合に、核燃

料物質が臨界に達するお

それがない設計

核的制限値 

使用済燃料集合体平均濃縮度の最大

値：○○wt% 

ラック格子の中心間最小距離：○○

mm 

主要寸法（格子の中心間距離）：○○

mm 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法（全高）：○○mm 

主要材料：○○ 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高さ： 
T.M.S.L ○○○m 以上

第十九条 

使用済燃料の

貯蔵施設等 

・燃料仮置きラックは，適

切なラック間隔を取るこ

とにより，最大容量まで

使用済燃料集合体を収納

した場合でも，通常時及

び燃料間距離がラック内

で最小となるような厳し

い状態等，技術的に見て

想定されるいかなる場合

でも臨界を防止する設計

とする。

容量：○○体/個 

主要寸法 

格子の中心間距離：○○mm 

内のり：○○mm 

全高：○○mm 

厚さ：○○mm 

添付書類に位置付けを変更
したため、記載を削除 

主要設備リストで展開 
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仕様表記載例（機種：防水区画構造物）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

＜既認可仕様表なし＞ 
変更前 変更後 

名 称 － ○○○

種 類 － － 堰 

主 要 寸 法 高 さ mm － ○○＊1

主 要 材 料 － － ○○ 

取
付
箇
所

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － － － 

設 置 床 － － 
○○

T.M.S.L.○○m
溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － － － 
溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ － －

化学薬品防護上の区画番号 － － － 
化学薬品防護上の配慮が必要

な高さ 
－ － － 

注記 ＊1：T.M.S.L.〇m からの高さ 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第十条 

閉じ込めの機

能 

・液体状の使用済燃料等

が施設外へ漏えいするこ

とを防止する設計

主要寸法：○mm 以上 

主要材料：○○

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

主要寸法：○○mm 

主要材料：○○ 

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

床、壁の塗装について
は基本設計方針、添付
書類で展開する。
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仕様表記載例（機種：遮蔽設備）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

第 1.-3 表 燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料 

添付図 主要寸法(m) 材料 

第1.1-1図 <1> ○○ ○○

<2> ○○ ○○ 

<3> ○○ ○○ 

<4> ○○ ○○ 

<5> ○○ ○○ 

<6> ○○ ○○ 

<7> ○○ ○○ 

<8> ○○ ○○ 

… … … 

名 称 し ゃ へ い 蓋<H1> 

設
計
条
件

耐震クラス ― 

放射線防護 
(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を満
足するものとする。 

設
計
仕
様

個数 〇 
構造の種類 本体：○○

主要寸法 厚さ：第1.-6表に示す。 

主要材料 
○○○○○○ 

密度 〇kg/m3以上 
添付図 

(平面図及び断面図) 
第1.1-2図及び第1.1-13図に示す。 

しゃへい蓋番号は，<H1> 
特記事項 － 

注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20 原第 18 号(平成 22 年 5

月 13 日) 

注 2 しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンクリート保護

のため○○○○○○により被覆する。 

第1.-6表 燃料加工建屋のしゃへい蓋のしゃへい厚及び材料 

添付図 しゃへ

い厚

(mm) 

材料 

隣接部屋番号 

線源室 線源室外 

第1.1-

13図 

<H1> 

○○ ○○

103 

(貯蔵容器一時

保管室) 

202 

(貯蔵容器受入

第1室) 

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第二十

二条 

遮蔽 

直接線、スカイシャイン線に対して遮

蔽体の設置 

主要寸法(厚さ):○○○ 

材料:○○○○ 

（密度：○○以上） 

基準線量率を達成するため遮蔽体の設

置 

主要寸法(厚さ):○○○ 

材料:○○○○ 

（密度：○○以上） 

冷却方法は放射

線による温度上

昇がわずかであ

るため記載項目

としない。 

添付図面で展開 

基本設計方針で展開 

添付図面で展開 

添付図面で展開 
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仕様表記載例（機種：搬送設備）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 
燃料取出し装置Ａ，Ｂ 

(00-0000) 
種 類 ○○

設
計
条
件 

核 的
制 限
値 

核燃料物質の 
最 大 質 量 

○○ 

耐 震 ク ラ ス ○○ 

仕
様 

容 量 
主ホイスト ○○ 
補助ホイスト ○○ 

個 数 ○○

特 記 事 項 

(1) つりワイヤの二重化を施す。
(2) フックに脱落防止機構を施す。
(3) 主ホイストは，電源喪失時又はつかみ

具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃
料集合体を保持できる構造とする。

(4) 使用済燃料集合体のつり上げ高さを○
m 以下とするインターロックを設ける
ことにより，使用済燃料集合体のつり
上げ時にその頂部までの水深を BWR 燃
料集合体については○m 以上，PWR 燃料
集合体については○m 以上確保でき
る。 

(5) 逸走防止のインターロックを設ける。
(6) 主ホイストには，使用済燃料集合体の

つかみ不良及び荷重異常時につり上げ
を防止するインターロックを設ける。

(7) 使用済燃料集合体の同時取扱いを防止
するインターロックを設ける。

構造図：第 3.1.1.3－4 図に示す。 

注記 １）：燃料取出し装置Ａ，Ｂは基準地震動○及び○にて燃料取出しピッ
ト及び燃料仮置きピットに波及的影響を与えないように設計する。 

変更前 変更後 

名 称 
燃料取出し装置Ａ,Ｂ 

(00-0000) 

変更な
し 

種 類 － ○○
臨 界 
管 理 

核 的 
制限値 

核燃料物質 
の最大質量 

－ ○○ 

容 量 
主 ホ イ ス ト － ○○
補 助 ホ イ ス ト － ○○

主
要
寸
法 

走 行 レ ー ル 間 距 離 mm ○○*1*2

クレーン本体ガーダ距離 mm ○○*1*2

高 さ mm ○○*1*2

ク レ ー ン 本 体 ガ ー ダ 幅 mm ○○*1*2

クレーン本体ガーダ高さ mm ○○*1*2

主 要 材 料 ガ ー ダ － ○○*2

個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系 統 名 ( ラ イ ン 名 ) － ○○
設 置 床 － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － － ○○
溢水防護上の配慮が必要な

高さ 
－ － ○○

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○
化学薬品防護上の配慮が必

要な高さ 
－ － ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は設

計図書による。 
*3：本機器は，使用済燃料集合体のつり上げ高さによる停止インターロッ

ク（検出器：○○）を設ける。

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第四条 

核燃料物質の

臨界防止 

・運転時に予想される機

械若しくは器具の単一の

故障若しくはその誤作動

又は運転員の単一の誤操

作が起きた場合に、核燃料

物質が臨界に達するおそ

れがない設計

核的制限値 

核燃料物質の最大質量：○○mm 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

走行レール間距離：○○mm 

クレーン本体ガーダ距離：○○mm

高さ：○○mm

クレーン本体ガーダ幅：○○mm

クレーン本体ガーダ高さ：○○mm

主要材料：○○ 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十八条 

搬送設備 

・使用済燃料等を搬送す

る能力を有する設計

容量 

主ホイスト：○○ 

補助ホイスト：○○ 

許可整合 

主要設備リストで展開。 

基本設計方針で展開 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：機械装置）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － せん断機（00-00） 
種 類 － ○○ 

設
計
条
件 

核的制限値 
核燃料物質の
最 大 質 量 

－ ○○

耐 震 ク ラ ス － ○○
容 量 － ○○

仕
様 

主 要 寸 法 

本 体 長 さ mm ○○ 
本 体 幅 mm ○○
本 体 高 さ mm ○○ 
全 高 mm ○○ 
せ ん 断 刃 幅 mm ○○ 
マ ガ ジ ン 幅 mm ○○
マガジン高さ mm ○○ 

材 料 
本 体 － ○○１）

せ ん 断 刃 － ○○ 
個 数 － ○○ 

構造図：第 3.2.1.2－1 図に示す。 
注記１）：○○相当 

２）：せん断処理設備の計測制御系にせん断停止系を設ける。 

変 更 前 変更後 
名 称 せん断機(00-00) 

変更な
し 

種 類 － ○○ 
臨 界 管

理 
核 的 制
限 値 

核燃料物質
の最大質量 

－ ○○ 

容 量 － ○○ 

主要
寸法 

本 体 長 さ mm ○○*1

本 体 幅 mm ○○*1

本 体 高 さ mm ○○*1

全 高 mm ○○*1

せ ん 断 刃 幅 mm ○○*1

マ ガ ジ ン 幅 mm ○○*1

マ ガ ジ ン 高 さ mm ○○*1

主 要
材 料 

本 体 － ○○*2

せ ん 断 刃 － ○○ 
個 数 － ○○ 

取付
箇所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番号 － ○○ － 
溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ ○○ － 

化学薬品防護上の区画番
号 

－ ○○ － 

化学薬品防護上の配慮が
必要な高さ 

－ ○○ － 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：○○相当

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第四条 

核燃料物質の

臨界防止 

・運転時に予想される機

械若しくは器具の単一の

故障若しくはその誤作動

又は運転員の単一の誤操

作が起きた場合に、核燃料

物質が臨界に達するおそ

れがない設計

核的制限値（核燃料物質の最大質

量）：○○ 

容量：○○ 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

本体長さ：○○mm 

本体幅：○○mm 

本体高さ：○○mm 

主要材料：○○

第十条 

閉じ込めの機

能 

・使用済燃料等を系統若

しくは機器に閉じ込める

設計

容量：○○

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設

計

主要寸法： 

本体長さ：○○mm 

本体幅：○○mm 

本体高さ：○○mm 

せん断刃幅：○○mm 

マガジン幅：○○mm

マガジン高さ：○○mm

主要材料： 

本体：○○

せん断刃：○○

許可整合 

＜発電炉の要目表なし＞主要設備リストで展開。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 

基本設計方針に展開 
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仕様表記載例（機種：核物質取扱ボックス）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － 
脱硝装置グローブボック

ス A,B（00-0000）
種 類 － ○○

設
計
条
件 

耐 震 ク ラ ス － ○○
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○
最 高 使 用 温 度 ℃ ○○
放 射 線 防 護 （ し ゃ へ い ） － ○○
漏えい液
受 皿 部 

機 器 の 種 類 － ○○

仕
様 

主
要
寸
法 

た て mm ○○
横 mm ○○ 

高 さ mm ○○
全 高 mm ○○

漏えい液
受 皿 部 

深 さ mm ○○
本体板厚さ mm ○○

主
要
材
料 

本 体 部 － ○○
漏 え い 液 受 皿 部 － ○○

覗き窓部 
材 料 － ○○ ○○ ○○ 
厚 さ mm ○○ ○○ ○○ 
密 度 g/㎤ － ○○ － 

し ゃ へ い 体 
材 料 － ○○ ○○ ○○ 
厚 さ mm ○○ ○○ ○○ 
密 度 g/㎤ － － ○○

個 数 － ○○

特 記 事 項 

(1) グローブボックスの気密性は
漏えい率○○vol%/h 以下とす
る。

(2) 高密度ポリエチレンを使用す
るしゃへい体の操作面は，覗
き窓を除きステンレス鋼で被
覆する。

構造図：第 3.2.5.2.2－6 図に示す。 
注記 １）：漏えい液受皿部深さも含む。 

２）：JIS K 6748 の規定による。 
３）：給気口及び排気口を除き密閉することができる構造とする。 
４）：本グローブボックスは○○及び○○と接続している。 

変更前 変更後 

名 称 
燃料取出し装置Ａ,Ｂ 

(00-0000) 

変更な
し 

種 類 － ○○
臨界管理 核的制限値 － －*3

最 高 使 用 圧 力 － ○○
最 高 使 用 温 度 － ○○

漏 れ 率 
vol
%/h 

○○ 

開 口 部 風 速 m/s －*2 － 

主
要
寸
法 

た て mm ○○*1

変更な
し 

横 mm ○○*1

高 さ mm ○○*1

全 高 mm ○○*1

主
要
材
料 

本 体 部 － ○○

覗き
窓部 

材 料 － ○○ ○○ ○○ 
厚 さ mm ○○*1 ○○*1 ○○*1

密 度 
g/
㎤ 

－ ○○ － 

漏えい液
受 皿 部 

材 料 － ○○
深 さ mm ○○*1

本体板厚さ mm ○○*1

しゃへい
体 

材 料 － ○○ ○○ ○○ 
厚 さ mm ○○*1 ○○*1 ○○*1

密 度 － － ○○ 
個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系統名(ライン名) － ○○
設 置 床 － ○○
溢水防護上の区画

番号 
－ － ○○

溢水防護上の配慮
が必要な高さ 

－ － ○○

化学薬品防護上の
区画番号 

－ － ○○

化学薬品防護上の
配慮が必要な高さ 

－ － ○○

注記 *1：公称値を示す。 
*2：開口部を設けない設備のため，開口部風速は記載しない。
*3：臨界管理を必要としない設備のため，核的制限値を記載しない。

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

全高：○○mm 

第十条 

閉じ込めの機

能 

・内部を常時負圧状態に

維持し得るものであり、か

つ、給気口及び排気口を除

き、密閉することができる

設計

漏れ率：○○vol%/h 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十七条 

遮蔽 

・基準線量率を達成する

ため遮蔽体の設置

しゃへい体 

材料：○○ 

厚さ：○○mm 

密度：○○g/㎤ 

許可整合 

＜発電炉の要目表なし＞ 主要設備リストで展開。 

基本設計方針で展開 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 

基本設計方針で展開 
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仕様表記載例（機種：変圧器）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 
－ 非常用動力用変圧器 A,B 

（00-000-00,00） 

種 類 － ○○ 

設 計 条 件 耐 震 ク ラ ス － ○○ 

仕 様 

用 途 － ○○

主要寸法 高 さ mm ○○ 
個 数 － ○○ 

構造図：第 3.2.1.1.12－12 図に示す。 

変 更 前 変 更 後 
名 称 非常用動力用変圧器 A,B 

（00-000-00,00） 

変更な
し 

種 類 － ○○ 
容 量 kVA ○○

電 圧 
一 次 V ○○
二 次 V ○○

周 波 数 Hz ○○ 

結 線 法 
一 次 － ○○
二 次 － ○○ 

冷 却 法 － ○○

主 要 寸 法 
幅 mm ○○*1*2 

奥 行 mm ○○*1*2

高 さ mm ○○*1

個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○ 
設 置 床 － ○○
溢水防護上の区画番

号 
－ － ○○ 

溢水防護上の配慮が
必要な高さ 

－ － ○○

化学薬品防護上の区
画 番 号 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の配
慮が必要な高さ 

－ － ○○

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

幅：○○mm 

奥行：○○mm 

高さ：○○mm 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十九条 

保安電源設備 

第四十六条 

電源設備 

・非常用電源設備及びそ

の付属設備における容量

の確保

容量：○○kVA 

電圧 

一次：○○V 

二次：○○V 

周波数：○○Hz 

結線法 

一次：○○

二次：○○

冷却法：○○

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

・接続口は，コネクタ式

に統一することにより，

速やかに，かつ，確実に

現場での接続が可能な設

計とする。

○○のため、○○を仕
様表項目に記載して
いない。

基本設計方針で展開。 

主要設備リストで展開。 

添付書類に位置づけを変
更したため、記載を削除。 
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仕様表記載例（機種：受電開閉設備用遮断器）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

＜既認可仕様表なし＞ 
変 更 前 変 更 後 

名 称 
受電変圧器用遮断器 
（00-000-00）*2

変更な
し 

種 類 － ○○
電 圧 kV ○○
電 流 A ○○

主 要 寸 法

幅 mm ○○*1

奥 行 mm ○○*1

高 さ mm ○○*1

個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○

設 置 床 － ○○

溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必
要な高さ 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の区画
番 号 

－ － 
○○ 

化学薬品防護上の配慮
が必要な高さ 

－ － ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は

設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

幅：○○mm 

奥行：○○mm 

高さ：○○mm 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十九条 

保安電源設備 

第四十六条 

電源設備 

・非常用電源設備及びそ

の付属設備における容量

の確保

電圧：○○kV 

電流：○○A 

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

○○のため、○○を仕
様表項目に記載して
いない。
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仕様表記載例（機種：電源盤）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － 
6.9kV 非常用メタクラ A,B 

（00-00） 
設計条件 耐 震 ク ラ ス － ○○

仕 様 

用 途 － ○○ 
電 圧 V ○○
主要寸法 高 さ mm ○○ 
個 数 － ○○

構造図：第 3.2.1.1.11－11 図に示す。 

変 更 前 変 更 後 

名 称 
6.9kV 非常用メタクラ A,B 

（00-00） 

変更なし 

電 圧 V ○○
電 流 A ○○*2

主要寸法 
幅 mm ○○*1*2 

奥 行 mm ○○*1*2

高 さ mm ○○*1

個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○
設 置 床 － ○○
溢水防護上の区画

番号 
－ － ○○

溢水防護上の配慮
が必要な高さ 

－ － ○○

化学薬品防護上の
区画番号 

－ － ○○

化学薬品防護上の
配慮が必要な高さ 

－ － ○○

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は、設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計 

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

幅：○○mm 

奥行：○○mm 

高さ：○○mm 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十九条 

保安電源設備 

・非常用電源設備及びそ

の付属設備における容量

の確保

電圧：○○V 

電流：○○A 

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

・接続口は，コネクタ式

に統一することにより，

速やかに，かつ，確実に

現場での接続が可能な設

計とする。

第四十六条 

電源設備 

・重大事故等に対処する

ために必要な電力を確保

するために必要な容量を

有する設計

＜発電炉の要目表なし＞ 
以下発電炉の基本設計方針抜粋 
4 非常用電源設備の基本設計方針，適用基準及び適用規格 
(1) 基本設計方針
第２章 個別項目
1. 非常用電源設備の電源系統
1.2 代替所内電気系統
（省略）
これとは別に上記3 系統の非常用母線等の機能が喪失したことにより発生する重
大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する代替所内電気設備として，緊急用
断路器（6900V，1200Aのものを1 個），緊急用メタルクラッド開閉装置（6900V，
1200Aのものを1個），緊急用動力変圧器（2000kVA，6900/480V のものを1個），緊
急用パワーセンタ（480V，3000Aのものを1個），緊急用モータコントロールセンタ
（480V，800Aのものを3個），可搬型代替低圧電源車接続盤（交流入出力（480V，
1600A），可搬型整流器交流入力（210V，600A），可搬型整流器直流出力（150V，400A）
のものを2 個），緊急用計装交流主母線盤（50 kVA，480/240-120Vのものを1個），
緊急用直流125V 充電器（125V，700Aのものを1個），可搬型整流器用変圧器（150kVA，
480/210Vのものを2個），可搬型代替直流電源設備用電源切替盤（125V，400Aのも
のを1個），緊急用直流125V 主母線盤（125V，1200A のものを1個），緊急用直流
125Vモータコントロールセンタ（125V，400Aのものを1個），緊急用直流125V計装
分電盤（125V，400Aのものを1個），緊急用無停電電源装置，緊急用無停電計装分
電盤（120V，400Aのものを1個），緊急用電源切替盤（緊急用交流電源切替盤（480V，
65Aのものを2個），緊急用直流電源切替盤（125V，120Aのものを1個），緊急用直流
計装電源切替盤（125V，50Aのものを2個），緊急用無停電計装電源切替盤（120V，
50Aのものを1個））を使用できる設計とする。

主要設備リストで展開。 

基本設計方針で展開。 

添付書類に位置づけ変
更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：発電機（内燃機関））

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

変 更 前 変更後 

名 称 
ディーゼル機関 

（○○）

変更な
し 

エンジン

種 類 － ○○
出 力 kW/台 ○○
回 転 数 rpm ○○
起 動 時 間 秒 ○○

燃 料 
種 類 － ○○*2

使 用 量 L/h ○○*2

個 数 － ○○

過 給 機 

種 類 － ○○
出 口 の 圧 力 MPa ○○
回 転 数 rpm ○○
個 数 － ○○

主要寸法 
た て mm ○○*1*2 

横 mm ○○*1*2 

高 さ mm ○○*1

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○
設 置 床 － ○○
溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － － ○○ 
溢水防護上の配慮が必要な

高さ 
－ － ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○
化学薬品防護上の配慮が必

要な高さ 
－ － ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容

は、設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十九条 

保安電源設備 

・外部電源系統からの電

気の供給が停止した場合

における，再処理施設の

安全性を確保するために

必要な設備の機能維持に

必要な内燃機関を原動力

とする発電設備又はこれ

と同等以上の機能を有す

る非常用電源設備の設置

エンジン：

出力：○○kW/台

回転数：○○rpm

起動時間：○○秒

個数：○○

過給機 

出口の圧力：○○MPa 

回転数：○○rpm 

個数：○○ 

・設計基準事故時におい

て安全上重要な施設及び

設計基準事故に対処する

ための設備がその機能を

確保するために７日間の

外部電源喪失を仮定して

も，非常用ディーゼル発

電機の連続運転により電

力を供給できる設計とす

る。

燃料の種類：○○ 

燃料の使用量：○○L/h 

主要設備リストで展開。 基本設計方針で展開。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 

ディーゼル機関の仕様を示すため、
関連機器である調速装置及び非常
調速装置については削除する。 
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仕様表記載例（機種：発電機）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － 同期発電機 A,B(00-0000) 
種 類 － ○○ 
設計条件 耐 震 ク ラ ス － ○○

仕 様 

用 途 － ○○ 
容 量 kVA/台 ○○ 
力 率 － ○○ 
電 圧 V ○○

相 － ○○ 
周 波 数 Hz ○○
回 転 数 rpm ○○ 
結 線 法 － ○○ 
冷 却 法 － ○○ 
主要寸法 高 さ mm ○○
個 数 － ○○ 

構造図：第 3.2.1.1.12－11 図に示す。 

変 更 前 変更後 

名 称 
同期発電機 A,B 
（00-0000） 

変更な
し 

種 類 － ○○ 
容 量 kVA/台 ○○

主要寸法 
た て mm ○○*1*2 

横 mm ○○*1*2 

高 さ mm ○○*1

力 率 － ○○
電 圧 V ○○ 

相 － ○○
周 波 数 Hz ○○ 
回 転 数 rpm ○○
結 線 法 － ○○
冷 却 法 － ○○
個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番号 － － ○○ 
溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ － ○○

化学薬品防護上の区画番
号 

－ － ○○

化学薬品防護上の配慮が
必要な高さ 

－ － ○○

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計 

主要寸法 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十九条 

保安電源設備 

・外部電源系統からの電

気の供給が停止した場合

における，再処理施設の

安全性を確保するために

必要な設備の機能維持に

必要な内燃機関を原動力

とする発電設備又はこれ

と同等以上の機能を有す

る非常用電源設備の設置

容量：○○kVA/台 

力率：○○

電圧：○○V 

相：○○

周波数：○○Hz 

回転数：○○rpm 

結線法：○○

冷却法：○○

個数：○○

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

第四十六条 

電源設備 

・重大事故等に対処する

ために必要な電力を確保

するために必要な容量を

有する設計

主要設備リストで展開。 基本設計方針で展開。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：無停電電源装置）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 
【認可番号：平成 22・07・23原第 6号 平成 22年 8月 12日】 

表－１（１／２） 非常用設備の仕様（非常用電源設備 無停電電源装置） 

対応する加工事業許可 許可番号（日

付） 

平成 20・12・16原第 3号（平成 22年 1月 21日付） 

主要な設備

及び機器の

種類 

その他の加工施設 

許可との対

応 

上記施設の構成機器 

設備・機器名称 非常用設備 

設備・機器の区分 本体 

設置場所 常用電源室、非常用電源室 

機器名 1号無停電電源装置 A-2 

1号無停電電源装置 B-2 

変更内容 1 号無停電電源装置の設備更新に伴い 1 号無停電電源装置 A-2 及び B-2 を

設置する。 

台数 1号無停電電源装置 A-2：○○ 

1号無停電電源装置 B-2：○○

（1号無停電電源装置 A-2及び B-2は、インバータ盤、出力切替盤、蓄電池

盤の各 1面ずつ計 3面で○○として構成される。） 

一

般

使

用 

型式 インバータ盤 CVCF 型

インバータ

（容量：○○ kVA/基） 

出力切替盤 蓄電池盤 

（容量：○○ Ah/○○

hr/基） 

主要な構造材 炭素鋼（筐体） 炭素鋼（筐体） 炭素鋼（筐体） 

寸法（単位：m） 幅：○○ 

奥行：○○

高さ：○○

幅：○○ 

奥行：○○

高さ：○○

幅：○○

奥行：○○

高さ：○○

温度、圧力 － － － 

その他の構成機

器 

－ － － 

その他の性能 － － － 

核燃料物質の状

態 

－ － － 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 

核燃料物質の臨

界防止 

－ 

火災等に損傷の

防止 

可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。 

耐震性 耐震重要度分類：第 2類 

据付ボルト 

・材質：炭素鋼（SS400）

・呼び径：○○ 

基礎ボルト 

・材質：炭素鋼（SS400）

・呼び径：○○ 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等に

よる汚染の防止 

－ 

安全上重要な施

設 

－ 

搬送設備 － 

変更前 
変 更

後 

名称 *1 
－ 1号無停電電源

装置 *6 

変 更

なし 

種類 *2 － ○○

容量 
*2 

インバータ盤
A-

1,A-2 

B-

1,B-2 

kVA/

台 
○○ 

蓄電池盤 
Ah/10 

hr/基 
○○ 

電圧 V ○○*7

周波数 Hz ○○*7

主 要

寸法 
*3 

A-

1, 

A-

2, 

B-

1, 

B-2

インバー

タ盤

たて mm ○○

横 mm ○○ 

高さ mm ○○ 

出力切替

盤 

たて mm ○○

横 mm ○○ 

高さ mm ○○ 

蓄電池盤 

たて mm ○○

横 mm ○○ 

高さ mm ○○ 

個数 *4 台 ○○

取 付

箇所 
設置床(室名称)*5 － ○○ 

注記 *1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。 

*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

*3：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。

*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

*6：筐体の主要材料は炭素鋼を使用する。

*7：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書に

よる。 

溢水対象外機器であ
るのため、仕様表項目
に記載していない。 

該当しないため、記載を
削除。 

主要設備リストで展開。 

該当しないため、記載を
削除。 

発電炉を参考に記載を
削除。 

構造図で示す。 
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仕様表記載例（機種：電気設備（1号無停電電源装置））

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 
【認可番号：平成 22・07・23原第 6号 平成 22年 8月 12日】 

表－１（２／２） 非常用設備の仕様（非常用電源設備 無停電電源装置） 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 1 号無停電電源装置 A-2 及び B-2 は、外部電源瞬時電圧降下時又は外部電

源喪失時に、シリンダ圧力の計測制御回路等安全上必要な計測制御装置に

連続して電電力を供給する。 

その他事業許可で求める

仕様 

－ 

添付図 図－１～５ 

該当しないため、記載を
削除。 

該当しないため、記載を
削除。 

基本設計方針で展開。 
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仕様表記載例（機種：電力貯蔵装置（蓄電池））

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

変 更 前 変更後 

名 称 
110V 第 2 非常用蓄電池 

（00-00-00） 

変更な
し 

種 類 － ○○ 
容 量 Ah ○○
電 圧 V ○○ 

主要寸法 
た て mm ○○*1*2 

横 mm ○○*1*2

高 さ mm ○○*1

個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番

号 
－ － ○○ 

溢水防護上の配慮が
必要な高さ 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の区
画 番 号 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の配
慮が必要な高さ 

－ － ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は，設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十九条 

保安電源設備 

・再処理施設の安全性を

確保するために特に必要

な設備に対する無停電電

源装置又はこれと同等以

上の機能を有する設備の

設置

容量：○○Ah 

電圧：○○V 

個数：○○

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

第四十六条 

電源設備 

・重大事故等に対処する

ために必要な電力を確保

するために必要な容量を

有する設計

主要設備リストで展開。 基本設計方針で展開。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：電力貯蔵装置（充電器盤））

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － 
110V 非常用充電器盤 A,B 

(00-000-0) 
種 類 － ○○
設 計
条 件 

耐 震 ク ラ ス － ○○ 

仕 様 

用 途 － ○○

交流入力 
相 － ○○

周 波 数 Hz ○○
電 圧 V ○○

直流出力 
電 圧 V ○○
電 流 A ○○ 

主要寸法 高 さ mm ○○
個 数 － ○○ 

構造図：第 3.2.1.1.12－4 図及び第 3.2.1.1.12－5 図に示す。 

変 更 前 変更後 

名 称 
110V 非常用充電器盤 A,B 

(00-000-0) 

変更な
し 

種 類 － ○○ 

交流入力 
相 － ○○

周 波 数 Hz ○○ 
電 圧 V ○○

直流出力 
電 圧 V ○○
電 流 A ○○

主要寸法 
た て mm ○○*1*2 

横 mm ○○*1*2

高 さ mm ○○*1

個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○
設 置 床 － ○○
溢水防護上の区画番

号 
－ － ○○

溢水防護上の配慮が
必要な高さ 

－ － ○○

化学薬品防護上の区
画番号 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の配
慮が必要な高さ 

－ － ○○

注記 *1：公称値を示す。 
*2：既設工認申請書に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容

は、設計図書による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

たて：○○mm 

横：○○mm 

高さ：○○mm 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十九条 

保安電源設備 

・再処理施設の安全性を

確保するために特に必要

な設備に対する無停電電

源装置又はこれと同等以

上の機能を有する設備の

設置

交流入力 

相：○○ 

周波数：○○Hz 

電圧：○○V 

直流出力 

電圧：○○V 

電流：○○A 

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

第四十六条 

電源設備 

・重大事故等に対処する

ために必要な電力を確保

するために必要な容量を

有する設計

＜発電炉の要目表なし＞ 

主要設備リストで展開。 基本設計方針で展開。 

添付書類に位置付けを変
更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：計装／放管設備(計測装置)）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 － モニタリングポスト
設 計 条 件 耐 震 ク ラ ス － ○○

仕 様 

検 出 器 の 種 類 － ○○*1 ○○*1

計 測 範 囲 μGy/h ○○～○○ ○○～○○ 
警 報 動 作 範 囲 μGy/h ○○～○○ ○○～○○ 
検 出 器 個 数 － ○○ ○○ 
表 示 場 所 － ○○

＊１：使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設に係る設備で申請。 

変更前 変更後 

名 称 
モニタリング

ポスト

変更な

し 

検 出 器 の 種 類 － ○○ 

計 測 範 囲 μGy/h ○○ 

警 報 動 作 範 囲 μGy/h ○○ 

個 数*1 － ○○ 

取

付

箇

所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ 

設 置 床 － 

○○ 

（監視・記録

は○○） 

溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － － ○○

溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ － ○○

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○

化学薬品防護上の配慮が必要

な高さ 
－ － ○○ 

注記 *1：記載の適正化。既設工認には「検出器個数」と記載。 
*2：本計器は温度計(00-00-0-0)による温度の補正を受けて液位を測定す

る。 
*3：本計器は液位計（00-00-0-0）の補正に必要な温度の測定に使用する。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第四条 

臨界防止 

・溶解槽並びに臨界事故

を想定した場合に，従事者

に著しい放射線被ばくを

もたらすおそれのあるセ

ル及び室の周辺には，臨界

の発生を直ちに検知する

ため臨界警報装置を設置

する

第十条 

閉じ込めの機

能 

・漏えい検知装置により

漏えいを検知し，漏えいの

拡大を防止する設計

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防護 

・没液の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十九条 

使用済燃料の

貯蔵施設等 

・燃焼度計測装置を用い

て使用済燃料集合体の平

均濃縮度を測定する設計。 

・漏えい検知装置を用い

て漏えいを検知する設計

第二十条 

計測制御系統

施設 

・再処理施設の運転時，停

止時及び運転時の異常な

過渡変化時において，安全

機能を有する施設の健全

性を確保するために必要

なパラメータを想定され

る範囲内に制御できると

ともに，想定される範囲内

で監視できる設計 

第二十一条 

放射線管理施

設 

・測定値を中央制御室並

びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御

室の環境監視盤において

指示及び記録し，空間放射

線量率又は放射能レベル

があらかじめ設定した値

を超えたときは，環境監視

盤において警報を発する

設計

検出器の種類：○○ 

計測範囲：○○～○○μGy/h 

警報動作範囲：○○～○○μGy/h 

個数：○○ 

設置床：（監視・記録は○○） 

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量を有する設計

第四十五条 

重大事故等へ

の対処に必要

となる水の供

給設備 

・水供給設備の第１貯水

槽及び第２貯水槽は，再処

理施設の運転中又は停止

中に，水位を定期的に確認

することができる設計

第四十七条 

計装設備 

・重要計器及び重要代替

計器は，再処理施設の状態

を推定するための計測範

囲を有する設計とする

第四十九条 

監視測定設備 

・重大事故等が発生した

場合に、再処理施設から

大気中へ放出される放射

性物質の濃度及び線量を

監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録する

設計。

主要設備リストで展開 

基本設計方針で展開 
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仕様表記載例（機種：計装/放管設備(インターロック)）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路 
設計条件 耐震クラス ○○

仕
様 

表 示 ， 操 作 場 所 ○○

対象設備及び計測制
御内容 

(1) 高レベル廃液濃縮系
温度検出器により高レベル廃液濃縮缶への加
熱蒸気の温度高を検知し，蒸気発生器への一
次蒸気配管のしゃ断弁を閉じる信号，及び別
の温度検出器により高レベル廃液濃縮缶への
加熱蒸気の温度高を検知し高レベル廃液濃縮
缶への加熱蒸気配管のしゃ断弁を閉じる信号
を発する。
[00-00-0-0,00-00-0-0]

特 記 事 項 

1. 安全系監視制御盤 A,B 及び安全系制御盤
A,B には各々異なる非常用母線 A,B より
給電する。

2. 圧縮空気は，安全圧縮空気系より供給す
る。

3. 系統ごとに定期的な試験及び検査を行う
ために，模擬信号により安全系機器の作
動回路が正常に機能することを確認でき
る試験回路を設ける。

4. 安全系監視制御盤 A,B,安全系制御盤 A,B
及び電路は各々物理的に分離して設置す
る。物理的な分離の考え方を以下に示す。 

(1) 盤は，A 系，B 系の２系統の独立した
筐体とし，物理的に離して設置する。

(2) 電路は，A 系，B 系の２系統に分離し，
空間的に離して設置する。

5. ケーブルは，IEEE 規格 383 の垂直トレイ
試験を満足する難燃性ケーブルを使用
し，ケーブルトレイ及び電線管は，金属
材料を使用する。

注記 １）：第 3.2.1.3.1－1 図及び第 3.2.1.3.1－2 図に安全系制御盤の構造
図を示す。 
なお、耐震クラスは○○クラスである。 

  ２）：施設の運転状態を予想変動範囲内で監視できるように計測範囲を
設定する。また，施設の運転状態を適切な運転範囲で制御できる
設計とする。 

計器 Tag No 計 測 方 式 計 測 場 所 計測制御系統図 
00-00-0-0

○○ ○○ 
第 1.2.2.2－1 図 

00-00-0-0 第 1.2.2.2－2 図 
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技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第二十二条 

安全保護回路 

・安全保護回路は，運転時

の異常な過渡変化及び設

計基準事故が発生した場

合において，これらの異常

な状態を検知し，これらの

核的，熱的及び化学的制限

値を超えないようにする

ための設備並びに火災，爆

発その他の再処理施設の

安全性を著しく損なうお

それが生じたときに，これ

らを抑制し，又は防止する

ための設備の作動を速や

かに，かつ，自動で開始さ

せる設計とする。 

・安全保護回路は，動的機

器の単一故障を仮定して

もその安全機能が確保で

きるよう多重性又は多様

性を有するとともに，電気

的，物理的な独立性を有す

る設計とする。 

インターロックの起動信号の種類：○

○ 

検出器の種類：○○ 

個数：○○ 

インターロックの起動に要する信号の

個数：○○

設定値：○○

インターロックの起動信号を発信させ

ない条件

取付箇所

 系統名（ライン名）：○○（監視・

操作は○○） 

設置床：○○

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・想定される重大事故等

の収束に必要な個数及び

容量

第三十八条 

臨界事故の拡

大を防止する

ための設備 

・臨界検知用放射線検出

器 3 台からの警報の「2

out of 3」論理を用い，同

時に 2 台以上の臨界検知

用放射線検出器から警報

が発せられた場合に臨界

事故が発生したと判定す

る設計とする。

・臨界事故が発生した場

合に，線量率の上昇を検知

して確実に警報を発する

よう設定し，具体的には通

常想定される線量率の変

動を考慮するとともに，バ

ックグラウンドレベルの

50 倍を目安に設定する。

許可整合 

基本設計方針で展開 主要設備リストで展開。 

添付書類に位置付けを変更したた
め、記載を削除 

主要設備リストで展開。 

基本設計方針で展開 

添付書類に位置付けを変更したた
め、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：容器）

 
既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

 
 
MOX 施設の既認可に仕様表なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

名 称 
グローブボックス消火用窒
素ガス貯蔵容器ユニット 

（PA000） 

種 類 － ○○ 
容 量 L/個 ○○ 
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○ 
最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 

主要寸法 

外 径 mm ○○*1 

高 さ mm ○○*1 
胴 部 厚 さ mm ○○*1 
底 部 厚 さ mm ○○*1 

主 要 材 料 － ○○ 
個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番号 － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要
な高さ 

－ 
○○ 

注記：*1 公称値を示す。 
 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・適用される地震力に十

分耐えることができる設

計 

主要寸法 

主要材料 

第十一条 

第二十九条 

火災等による

損傷の防止 

・消火設備は，想定される

火災に対して十分な量の

消火剤容量を有する設計 

容量：○○L/個 

個数：○○ 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により，防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計 

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上 

第十五条 

材料及び構造 

・使用される圧力，温

度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的

強度及び化学的成分を有

する材料 

・設計上定める条件にお

いて，全体的な変形を弾

性域に抑える設計 

・設計上定める条件にお

いて、座屈が生じない設計 

最高使用温度：〇〇℃ 

最高使用圧力：〇〇MPa 

主要寸法：〇〇mm 

主要材料：〇〇 
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仕様表記載例（機種：運搬・製品容器）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

第1.-3表 機器仕様 

対

応

す

る

加

工

事

業

許

可 

許可番号(日

付) 

平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及

び 

機器の種類 

貯蔵施設 粉末一時保管設備 

粉末一時保管装置 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 J60 

設置場所 燃料加工建屋地下〇階 ○○室 

変更内容 新設 

数量 ○○基

一

般

仕

様 

形式 － 

主要な構成材 ○○ 

寸法(単位：mm) 幅 ：○○ 

奥行：○○ 

高さ：○○ 

その他の構成

機器 

－ 

その他の性能 － 

核燃料物質の

状態 

粉末 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(

注

1) 

核燃料物質の

臨界防止 

①貯蔵単位の形状(核燃料物質収納部寸法)

・外径：○○mm以下

・内径：○○mm以上

②貯蔵単位の高さ

・高さ：○○mm以上

火災等による

損傷の防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機

能 

－ 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等

による汚染の

防止 

－ 

安全上重要な

施設 

－ 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施

設 

－ 

非常用電源設

備 

－ 

その他事業許可で求

める仕様 

－ 

添付図 第2.1-2図 J60構造図 

特記事項 － 

注1 技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止

貯蔵単位である J60 は，核燃料物質を収容する部分の寸法が貯蔵単位の形状

寸法になるように設計する。また，移動時を考慮して高さを制限する設計とす

る。

変更前 変更後 

名称＊2 J60 

変更なし 

種類＊3 － ○○ 

臨界管

理 

外径 ○○以下

内径 ○○以上

高さ ○○以上

容量 
kg・

MOX 
○○

最高使用温度 ℃ ○○

主要寸

法＊4 

外径 ㎜ ○○＊1＊8

内径 ㎜ ○○＊1＊8

高さ ㎜ ○○＊1＊8

主要材料＊5 － ○○ 

個数＊6 － ○○ 

注記 ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「設備・機器名称」と記載。 

＊3：記載の適正化。既設工認では「形式」と記載。 

＊4：記載の適正化。既設工認では「寸法(単位 mm)」と記載。 

＊5：記載の適正化。既設工認では「主要な構成材」と記載。 

＊6：記載の適正化。既設工認では「数量」と記載。 

＊7：記載の適正化。既設工認では「設置場所」と記載。 

＊8：記載内容は，平成●年●月●日付け平成●原第●号にて認可を受

けた設工認申請書の本文添付図「1.- ●図 貯蔵施設の機器配置

図」による。 

技術

基準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第四条 

核燃料

物質の

臨界防

止 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計

複数ユニット評価における粉末容器の形状寸法

形状 

寸法：〇〇 

冷却方法は放射

線による熱影響

はわずかである

ため、記載対象と

していない。 

工程情報であり設計
条件ではないため削
除する。 

既認可では搬送により変わりうるため所

属装置の設置場所を代表で記載。設計条

件ではないため削除する。 

臨界の適合説明書の
中で展開する。 
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仕様表記載例（機種：ろ過装置）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX 施設の既認可に仕様表なし 
名  称 

○○○装置 ○○○
（PA000）

種 類 － ○○ 
容 量 m3/h/個 ○○ 
効 率 － －*2 
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○ 
最 高 使 用 温 度 ℃ ○○

主要
寸法 

胴 内 径 mm ○○*1

銅 板 厚 さ mm ○○*1

上 部 鏡 板 厚 さ mm ○○*1

上部鏡板の形状に係
る 寸 法 

mm ○○*1

下 部 鏡 板 厚 さ mm ○○*1

下部鏡板の形状に係
る 寸 法 

mm ○○*1

処理液入口管台外径 mm ○○*1

処理液入口管台厚さ mm ○○*1

処理液出口管台外径 mm ○○*1

処理液出口管台厚さ mm ○○*1

高 さ mm ○○*1

主要
材料 

胴 板 － ○○ 
鏡 板 － ○○ 

個 数 － ○○ 

取 付
箇 所 

系統名（ライン名） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番

号 
－

○○

溢水防護上の配慮が
必要な高さ 

－ ○○

注記：*1 公称値を示す。 
*2 本機器は，廃液の放射性物質の濃度が規定値未満に達するまで処理

を行うため，効率を求めないことから「－」とする。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・適用される地震力に十

分耐えることができる設

計

主要寸法 

主要材料 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十五条 

材料及び構造 

・適切な機械的強度及び

化学的成分を有する材料

を使用

・全体的な変形を弾性域

に抑える設計

・座屈が生じない設計

主要寸法：〇〇mm 

主要材料：〇〇 

最高使用圧力：○○MPa 

最高使用温度：○○℃ 

第二十条 

廃棄施設 

・低レベル廃液処理能力

を有する設計

容量：○○ m3/h/個 
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仕様表記載例（機種：ポンプ）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX 施設の既認可に仕様表なし 
名  称 

○○ポンプ
(PA000)

ポ
ン
プ 

種 類 － ○○
核 的 制 限 値 － －*2 
容 量 ㎥/h/個 ○○
揚 程 m ○○
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○
最 高 使 用 温 度 ℃ ○○

主
要
寸
法 

吸込内径 mm ○○*1

吐出内径 mm ○○*1

ケーシング厚さ mm ○○*1

た て mm ○○*1

横 mm ○○*1

高 さ mm ○○*1

主
要
材
料 

ケ ー シ ン グ － ○○

個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○
設 置 床 － ○○
溢水防護上の区画

番号 
－ ○○

溢水防護上の配慮
が必要な高さ 

－ ○○

原
動
機 

種 類 － ○○

出 力 kW/個 ○○

個 数 － ○○

取 付 箇 所 － ○○

注記 *1：公称値を示す。 
*2：核燃料物質を取扱わない設備のため，核的制限値は記載しない。

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・耐震重要度に応じた地

震力に十分耐えることが

できる設計

・基準地震動による地震

力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがな

い設計

主要寸法 

主要材料 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計 

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第二十条 

廃棄施設 

・低レベル廃液処理設備

の検査槽に受入れ，廃液

貯槽に送液する設計

容量：○○㎥/h/個 

揚程：○○m 

原動機 

種類：○○ 

出力：○○kW/個 

個数：○○ 
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仕様表記載例（機種：ファン） 
既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX 施設の既認可に仕様表なし 

名 称 
グローブボックス排風機 

（PA000） 

排
風
機 

種 類 － ○○ 

容 量 ㎥/h/個 ○○ 

主 要
寸 法 

吸 込 口 径 mm ○○*1

吐 出 口 径 mm ○○*1

た て mm ○○*1

横 mm ○○*1

高 さ mm ○○*1

主 要
材 料 

ケ ー シ ン グ － ○○ 

個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○ 
設置床 － ○○ 

溢水防護上の区画番
号 

－ ○○

溢水防護上の配慮が
必要な高さ 

－ ○○ 

原
動
機 

種 類 － ○○ 
出 力 kW/個 ○○ 
個 数 － ○○ 
取 付 箇 所 － ○○ 

設計上の空気の流入率 * 2 回/h －*2 
注記：*1 公称値を示す。 

*2 本機器は，居住性の維持に係る機器ではないため「－」とする。

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・適用される地震力に十

分耐えることができる設

計

主要寸法 

主要材料 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十条 

閉じ込めの機

能 

・建屋、工程室、グローブ

ボックス等の順に負圧を

低くし、漏えいの拡大を防

止する設計

・グローブ 1 個破損した

場合において、開口部風速

を設定値以上確保する設

計

・オープンポートボック

ス、フードは開口部からの

流入風速を維持する設計

容量：○○㎥/h/個 

原動機 

種類：○○ 

出力：○○kW/個 

個数：○○ 

第二十条 

廃棄施設 

・気体廃棄設備は排気設

備の排気側の高性能エア

フィルタを複数段設け、

核燃料物質を除去し排気

する設計

容量：○○㎥/h/個 

原動機 

種類：○○

出力：○○kW/個 

個数：○○
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仕様表記載例（機種：主要弁） 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 
 

 

MOX施設にて既認可仕様表なし 

 

 

 

名称 ○○○遮断弁＊2 

種類 － ○○ 

最高使用圧力 Pa ○○〇 

最高使用温度 ℃ ○○〇 

主要

寸法 

呼び径 － ○○ 

弁箱厚さ mm ○○以上 

弁ふた厚さ mm ○○以上 

主要

材料 

弁箱 － ○○ 

弁ふた － ○○ 

弁体 － ○○ 

駆動方法 － ○○作動 

個数 － ○○ 

取付

箇所 

系統名(ライン名) － ○○ 

設置床 － ○○ T.M.S.L.〇m 

溢水防護上の 

区画番号 
－ ○○ 

溢水防護上の配慮が

必要な高さ 
－ 

○○ 

T.M.S.L.〇m以上 

注記 *1：公称値を示す。 

*2：本機器は，○○○混合ガス水素濃度高によるインターロック(検出器：〇〇

〇混合ガス受槽入口水素濃度検出器)の信号により水素濃度が〇vol％を超

える場合には，〇〇〇への水素・アルゴン混合ガスの供給を遮断する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な使用 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条  

地震による

損傷の防止 

・適用される地震力に十分耐えることがで

きる設計 
主要寸法 

主要材料 

第十二条 

溢水による

損傷の防止 

・没水の影響により、防護すべき設備が機

能を喪失しないための設計 

取付箇所： 

系統名（ライン

名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画

番号：○○ 

溢水防護上の配慮

が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m

以上 

第十八条 

警報設備等 

・水素濃度が〇%を超える場合に，焼結炉

及び小規模焼結処理装置への水素・アルゴ

ン混合ガスの供給を自動で停止する設計と

する。 

－ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(補足) インターロックに係る作動内容を注釈で記載。 
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仕様表記載例（機種：主配管）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

 

【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な使用 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による

損傷の防止 

・適用される地震力に十分耐えることがで

きる設計

主要寸法 

主要材料 

第十五条 

材料及び構

造 

・適切な機械的強度及び化学的成分を有す

る材料を使用

・全体的な変形を弾性域に抑える設計

・座屈が生じない設計

最高使用圧力：○

○MPa 

最高使用温度：○

○℃ 

主要寸法：○○mm 

主要材料：○○

工程情報を示す項目であり、設

備仕様に直接関係しない項目で

あるため、仕様表に記載しない。 

耐震クラスは主

要設備リストで

整理する。 

添付図面の目

次で示す。 

共通 09 申請対象設備の結果，主配管に該当しない既認可
の配管は、変更後を「-」とし、注釈において主配管に該
当しないことを記載する。 
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仕様表記載例（機種：フィルタ）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX 施設の既認可に仕様表なし 

名 称 
○○○排気フィルタユニット

(PA000) 
種 類 － ○○

最 高 使 用 圧 力 kPa 
○○
○○*2

最 高 使 用 温 度 ℃ 
○○
○○*2

容 量 m3/h/個 ○○

効 率 
単 体 % ○○
総 合 % ○○

主
要
寸
法 

吸 込 口 径 mm ○○*1

吐 出 口 径 mm ○○*1

た て mm ○○*1

横 mm ○○*1

高 さ mm ○○*1

主
要
材
料 

ケ ー シ ン グ － ○○

ろ 材 － ○○

個 数 － ○○

取
付
箇
所 

系統名(ライン名) － ○○ 
設 置 床 － ○○
溢水防護上の区画

番号 
－ ○○

溢水防護上の配慮
が必要な高さ 

－ ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
*2：重大事故時等における使用時の値を示す。

術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・適用される地震力に十

分耐えることができる設

計

主要寸法 

主要材料 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第二十条 

廃棄施設 

・気体廃棄設備は排気設

備の排気側の高性能エア

フィルタを複数段設け、

核燃料物質を除去し排気

する設計

効率：○○％以上 

第三十三条 

閉じ込める機

能の喪失に対

処するための

設備 

・MOX 粉末の外部放出を

抑制する設計

効率：○○％以上 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物）

 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 
 
 

名 称 燃 料 加 工 建 屋 

設

計

条

件

 

耐震クラス B 

放射線防護 

(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を

満足するものとする。 

航空機に対する防護 航空機の衝突に対し，安全確保上支

障がないように設計するものとす

る。 

支持地盤の許容支持力度 

長期：○MPa 

短期：○MPa 

設

計

仕

様 

主要構造 ○○○ 

主要寸法 

南北方向：○m(外壁外面寸法) 

東西方向：○m(外壁外面寸法) 

階 数：地上2階，地下3階(一部

中2階) 

高 さ：地上○m 

壁 厚 等：第1.-3表に示す。 

主要材料 

鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート

用棒鋼)に定める○及び○ 

コンクリート：○○○の規定による普

通コンクリート設計基準強度 

Fc=○N/mm2 

密度 ○3kg/m3以上 

添 付 図 

( 平 面 図 及 び 断 面 図 ) 
第1.1-1図～第1.1-9図に示す。 

特 記 事 項 

① 管理区域内の汚染のおそれのあ

る部屋の床及び人が触れるおそれ

のある壁の表面は，除染が容易で腐

食し難い材料で仕上げる設計とす

る。 

(汚染防止に係る措置の範囲を第

1.-2表に示す。) 

② 「建築基準法」の耐火建築物とす

る。 

③ 原料受払室，粉末調整第1室等の

部屋で構成する区域の境界の構築

物を安全上重要な施設とする。(安

全上重要な施設である構築物の範

囲を第1.-2表に示す。)  

④ 臨界安全上必要がある場合には，

中性子相互干渉を考慮する貯蔵施

設等の周囲に○cm以上のコンクリ

ートを配置し，核的に隔離する設計

とする。 

注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20 原第 18 号(平成 22 年

5 月 13 日) 

注 2 本建屋が B クラスのしゃへい壁を有していることを示す。また，本建屋は

B クラスのしゃへい壁を有していることから，B クラスの施設に適用される地

震力に耐えるように設計する。なお，本建屋は，S クラスの設備・機器を設置

するため，基準地震動 Ss で間接支持構造物としての支持機能が維持されてい

る 

 

 変 更 前 変 更 後 

名 称 － 燃料加工建屋*5 燃料加工建屋*2*3 

(再処理施設と共用) 

種類（主要構造）＊

1 
－ 

上部構造：○○○ 

基礎：○○○ 
変更なし 

支持地盤の許容支

持力度 
MPa 長期：〇 短期：〇 ― 

支持地盤の極限支

持力度 
MPa ― 〇 

マンメイドロック

の強度 
MPa 〇*5 

変更なし 

 

主

要

寸

法 

たて×横 m ○○○*4 

高さ m ○○○*4 ○○○*4 

壁

厚

さ 

東壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

西壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

南壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

北壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

床・天井 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

主 要 材 料 － 鉄筋コンクリート*7 
変更なし 

個 数 － １ 

*1：記載の適正化。既設工認には「主要構造」と記載。 

*2：燃料加工建屋は、再処理施設と一部共用する。 

*3：燃料加工建屋は、MOX 燃料加工施設にて設備登録を行っている。 

*4：公称値を示す。 

*5：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け平成〇原第〇号にて認可を受けた設

工認申請書の「別添 イ．建物 1.燃料加工建屋(その 1)及び貯蔵容器搬送用

洞道 (5)工事の方法」において記載したマンメイドロックの強度による。 

*6：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け〇号にて認可を受けた設工認申請書

の添付書類 「Ⅲ-2-1-1-2 燃料加工建屋の耐震計算書 図面リスト  第

14 図(1)燃料加工建屋 断面壁断面リストから第 14 図(6)燃料加工建屋  断

面壁断面リスト」及び添付書類「Ⅴ 添付-1-2-1 燃料加工建屋の航空機に

対する防護計算書 図面リスト 第 1 図 燃料加工建屋 防護壁断面リスト

から第 4 図 燃料加工建屋 防護スラブ断面リスト」による。 

*7：記載の適正化。既設工認には「鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート用棒

鋼)に定める○及び○ コンクリート：○○○の規定による普通コンクリ

ート設計基準強度○N/mm2  密度○kg/m3以上」と記載。 

 

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第五条 

地盤 

建物・構築物を接地圧に対する十分な支

持性能を有する事業変更許可を受けた地

盤に設置 

支持地盤の極限支持力

度:○MPa  

マンメイドロック強度:

○MPa 

第六条

地震に

よる損

傷の防

止 

適用される地震力に十分耐えることがで

きる設計 

主要寸法 

主要材料 

第八条 

外部か

らの衝

撃によ

る損傷

の防止 

・設計荷重（竜巻）に対して機械的強度

を有する設計 

主要寸法 

主要材料 

・設計荷重（火山）に対して安全余裕を

有する設計 

その他外部衝撃に対して機械的強度を有

する設計 

航空機に対して建物の外壁及び屋根によ

り建物全体を適切に保護 

第二十

二条 

遮蔽 

直接線、スカイシャイン線に対して遮蔽

体の設置 

主要寸法(厚さ):○○  

主要材料:○○○○ 

基準線量率を達成するため遮蔽体の設置 

第三十

条 

重大事

故等対

処設備 

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対し

て，必要な機能が損なわれない設計 

主要寸法:○○ 

主要材料:○○○○ 

 

  

 

 

沸騰水型原子炉で

は、建屋気密性を被

ばく評価の条件に

用いているが、MOX

燃料加工施設では、

建屋には気密性を

設定していないこ

とから、記載は不要

と判断する 

 

航空機防護版、Sク

ラスの床・天井の評

価のため、燃料加工

建屋の床・天井の厚

さを記載 

 

既認可記載事項で

ある地盤の仕様項

目（支持地盤の強

度）を記載。 

また、マンメイドロ

ックの強度を記載。 

 基本設計方針で展開。 

臨界の基本設計方針、 

単一ユニットの装置の仕様表

で展開。 

耐震の添付書類（耐震重要度分類）で展開。 

建屋平面図で展開。 

建屋平面図・断面図で展開。 

遮蔽設備の仕様表で展開 

遮蔽設備として別途、仕様表展開 

基本設計方針で展開 

主要設備リストで展開 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物（火災区域構築物））

 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 
 
 

既認可の仕様表に該当なし 

変更前 変更後 

名称 

種

類 

主要

寸法 

(mm) 

主

要

材

料 

名称 

種

類 

主要 

寸法 

(mm) 

主要 

材料 

火災

区域

名称 

区

分 
番号 

火災

区域

名称 

区分 番号 

－ 

○○

室 

火災

区域 
○○ 

壁 
〇以上 

(〇
＊１

) 

鉄筋コ

ンクリ

ート 

○○

室 

火災

区域 
○○ 

○○

室 

火災

区域 
○○ 

○○

室 

火災

区域 
○○ 

○○

室 

火災

区域 
○○ 

○○

室 

火災

区域 
○○ 

 
 
 

＊１ 公称値のうち最小のものを示す。 

 

 

 

  

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第十一

条 

第二十

九条 

火災等

による

損傷の

防止 

3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁

の設置 

主要寸法：〇〇mm 以上 

主要材料：〇〇 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物（施設外漏えい堰））

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX施設の既認可に仕様表なし。 

名称 ○○○○ 
種類 － 堰 

主要 
寸法 

高さ 
mm 

○○以上＊2

主要材料 － ○○ 

取付 
箇所 

系統名（ライン名） － － 

設置床 － 
○○○

T.M.S.L.〇m
溢水防護上の 
区画番号 

－ － 

溢水防護上の 
配慮が必要な高さ 

－ － 

注記 ＊1：公称値を示す。 
      ＊2：T.M.S.L.〇m からの高さ。 

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地震によ

る損傷の

防止 

適用をされる地震力に十分耐えることができる設

計 

主要寸法 

主要材料 

第十条閉

じ込め 

・放射性液体が漏えいした場合に堰等により施設

外への漏えいを防止する設計 

主要寸法(高さ) 

：○○mm 以上 

第十二条 

溢水防護 
・没水の影響により、防護すべき設備が機能を喪

失しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン

名）：○○

設置床：○○

溢水防護上の区画

番号：○○

溢水防護上の配慮が

必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以

上 

床、壁の塗装につ

いては基本設計

方針、添付書類で

展開する。 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物(保管・廃棄エリア)）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX施設の既認可に仕様表なし 技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第十七条 

核燃料物質の

貯蔵施設 

・核燃料物質を貯蔵する

ために必要な容量

容量：〇〇t・HM 

材料については、 
建物・構築物側の仕様
表の主要材料で記載
しているため、記載し
ない。 

外寸については、建
物・構築物側の仕様表
の主要寸法（たて×
横、高さ）で示してい
るため、保管エリア寸
法を記載する。 
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仕様表記載例（機種：排気筒）

 
既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

 
 
 
 
 
既認可に仕様表なし 
 

 
 
 
 
 

名  称 排気筒 
種 類 － ○○ 
支 持 地 盤 の 許 容 支 持 力 度 MPa －*2 
支 持 地 盤 の 極 限 支 持 力 度 MPa －*2 

主要寸法 
出 口 内 径 m ○○*1 

地 上 高 さ m ○○*1 

主要材料 － ○○ 

個 数 － ○○ 
 
注記：*1 公称値を示す。 

*2 燃料加工建屋躯体から支持をとるため「－」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・適用される地震力に十

分耐えることができる設

計 

主要寸法 

主要材料 
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仕様表記載例（機種：ラック/ピット/棚）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

第1.-2表 機器仕様 

対

応

す

る

加

工

事

業

許

可 

許可番号(日

付) 

平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備

及び 

機器の種類 

核燃料物質の貯蔵施設 ○○○○設備 

○○○○ピット

許可との対

応 

本体 

設備・機器名称 貯蔵容器一時保管設備 

○○○○○○(PA○○-○-○○)

設置場所 燃料加工建屋地下〇階 〇〇〇室 

変更内容 新設 

数量 〇台 

一 

般 

仕 

様 

形式 〇〇〇方式 

主要な構成材 〇〇 

寸法(単位：mm) ・幅 ：〇〇〇

・奥行：〇〇〇

・高さ：〇〇〇

その他の構成

機器 

－ 

その他の性能 最大貯蔵能力 

・〇t･HM(〇ピット)

核燃料物質の

状態 

粉末 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 

(

注

1)

核燃料物質の

臨界防止 

①単一ユニット又は複数ユニットの区分

・複数ユニット(配列：〇行×〇列)

②貯蔵単位

・混合酸化物貯蔵容器

③貯蔵する核燃料物質の形態(注2)

・混合酸化物貯蔵容器：原料MOX粉末

④貯蔵単位相互間の距離

・中心間距離(ピット間隔)：行方向〇mm以上，列方向

〇mm以上 

火災等による

損傷の防止 

〇〇〇〇には不燃性の材料を使用する。 

耐震性 〇〇〇ピット 

・耐震クラス：Bクラス(注3) 

・主要材料：〇〇〇(〇〇〇，〇〇〇)

・基礎ボルト材質：〇〇〇(〇〇〇)

・基礎ボルト本数：〇〇〇×〇〇〇本

・基礎ボルト配置：〇〇〇mm×〇〇〇mm

・取付ボルト材質：〇〇〇(〇〇〇)

・取付ボルト本数：〇〇〇×〇〇〇本

・取付ボルト配置：〇〇〇mm

材料及び構造 － 

閉じ込めの機

能 

－ 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等

による汚染の

防止 

－ 

安全上重要な

施設 

適切な方法により，安全機能を確認するための検査又

は試験並びに安全機能を健全に維持するための保守

●. ○○○○設備

(●) ラック

変更前 変更後 

名称＊2 
○○○○ピット

(PA○○-○-○○) 

変更なし 

種類＊3 － ○○方式

臨

界

管

理 

中心間距離(ピット間

隔) ＊9 
mm 

行方向○○以上 

列方向○○以上 

設置する室

の壁・床・

天井までの

距離 

南壁 mm ○○○以上

北壁 mm ○○○以上

床 mm ○○○以上

天井 mm ○○○以上

設置室の周囲の壁等厚

さ
mm ○○○以上＊10 

容量＊4 t･HM ○○ (○○ピット)

主

要

寸

法 

＊5

たて mm ○○○＊1

横 mm ○○○＊1

高さ mm ○○○＊1

主要材料＊6 － ○○ 

個数＊7 － ○ 

取

付

箇

所 

＊8

系統名（ライン名） － － 

設置床 － 
〇〇〇室 

T.M.S.L. 〇m＊11

溢水防護上の区画番号 － 〇〇 

溢水防護上の配慮が必

要な高さ 
－ T.M.S.L. 〇m以上

注記  ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「設備・機器名称」と記載。 

＊3：記載の適正化。既設工認では「形式」と記載。 

＊4：記載の適正化。既設工認では「搬送設備」と記載。 

＊5：記載の適正化。既設工認では「寸法(単位 mm)」と記載。 

＊6：記載の適正化。既設工認では「主要な構成材」と記載。 

＊7：記載の適正化。既設工認では「数量」と記載。 

＊8：記載の適正化。既設工認では「設置場所」と記載。 

＊9：貯蔵単位（混合酸化物貯蔵容器）の配列(〇行×〇列)を核的

に安全な配置とする。 

＊10：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け平成〇原第〇号にて認可

を受けた設工認申請書の「別添イ．燃料加工建屋(その 1)及

び貯蔵容器搬送用同道 (4)設計条件及び仕様  特記事項」に

おいて記載したコンクリート厚さによる。 

＊11：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け平成〇原第〇号にて認可

を受けた設工認申請書の本文添付図「第 1.- 〇図組立施設の

機器配置図」による。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地震による

損傷の防止 

・適用される地震力に十分耐えることが

できる設計

主要寸法 

主要材料 

第四条 核

燃料物質の

臨界防止 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計

単一ユニット相互間は，十分な厚さのコ

ンクリート等の設置又は単一ユニット相

互間の距離を確保する。 

臨界管理： 

・中心間距離(ピット間

隔)：○○ 

・設置する室の壁・床・

天井までの距離：○○ 

・設置室の周囲の壁等厚

さ：○○ 

第十二条 

溢水による

損傷防止 

・没水の影響により、防護すべき設備が機

能を喪失しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○

○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番

号：○○ 

溢水防護上の配慮が必

要 な 高 さ ：  T.M.S.L 

○○○m 以上

第十七条 

貯蔵施設 

・核燃料物質を貯蔵するために必要な容

量 

・容量：○○t・HM

基本設計方針・ 

添付書類で展開 

基本設計方針・ 

添付書類で展開 

構造図で展開 

主要設備リストで展開 

主要設備リストで展開 

工程情報を示す項目であり、設
備仕様に直接関係しない項目で
あるため、仕様表に記載しな

い
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又は修理ができる設計とする。 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施

設 

－ 

非常用電源設

備 

－ 

その他事業許可

で求める仕様 

－ 

添付図 第1.-1図 核燃料物質の貯蔵施設の機器配置図(1/2)  

第2.1-1図○○○○○○(PA○○-○-○○)構造図

(1/2) 

第2.1-2図○○○○○○(PA○○-○-○○)構造図

(2/2) 

特記事項 運転管理にて貯蔵量が最大貯蔵能力を超えないよう

に管理する。 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止 

本装置は，貯蔵単位である混合酸化物貯蔵容器(第1.-3表参照)及び核

燃料物質の形態(原料MOX粉末)を管理し，貯蔵単位の配列(〇行×〇列)

が核的に安全な配置となるよう貯蔵単位相互間の距離(行方向〇〇〇

mm以上，列方向〇〇〇mm以上)を維持することにより臨界を防止する設

計とする。貯蔵する混合酸化物貯蔵容器から最も近い〇〇〇〇室の壁・

床・天井までの距離について，南壁までの距離〇〇〇mm以上，北壁まで

の距離〇〇〇mm以上，床までの距離〇〇〇mm以上，及び，天井までの距

離〇〇〇mm以上となるように設置する。 

臨界防止に係る計算結果は，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に関

する説明書」に示す。 

(2) 火災等による損傷の防止 

〇〇〇〇ピットは安全上重要な施設であるため，不燃性の〇〇を使用

することにより火災による損傷を防止する。 

(3) 耐震性 

〇〇〇〇ピットは，耐震Bクラスとする。また，耐震設計上の主要な評

価部位は装置を直接支持する構造物に固定するボルト(基礎ボルト)及

び貯蔵単位相互間の距離を維持するのに必要なボルト(取付ボルト)と

する。設備構造設計上の耐震設計結果は，添付書類Ⅲ「主要な加工施設

の耐震性に関する説明書」に示す。 

(4) 安全上重要な施設  

〇〇〇〇ピットは，安全上重要な施設であり，外観検査等により，加

工施設の安全を確保する機能のピット間距離の確認は実施できる。ま

た，周囲にメンテナンススペースを設けておりこれらの機能を健全に維

持するための保守又は修理が可能である。なお，他の原子力施設と共用

しない。 

注2 貯蔵施設で取り扱う核燃料物質の形態及び設定条件を第1.-5表に示す。 

注3 〇〇〇〇ピットは，基準地震動Ssによる地震力に対して過大な変形等が

生じないように設計する。 

 

➡臨界管理に記載 

保安規定で展開 

基本設計方針・ 

添付書類で展開 
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仕様表記載例（機種：防水区画構造物）

 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 
 
 
 
 
 
MOX 施設の既認可に仕様表なし 

 

 
 
 
 

名  称 ○○○ 

種  類 － 堰 

主 要 寸 法 高 さ mm ○○＊1 
主 要 材 料 堰 － ○○ 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － － 

設 置 床 － 
○○ 

T.M.S.L.○○m 
溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － － 
溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ － 

注記 ＊1：T.M.S.L.〇m からの高さ 
 
 

 
 
 
 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条  

地震による損

傷の防止 

・適用される地震力に十

分耐えることができる設

計 

主要寸法 

主要材料 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計 

主要寸法：○○mm 

主要材料：○○ 

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上 

 ・堰により溢水伝播を防

止する設計 

主要寸法(高さ)：〇〇mm 
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仕様表記載例（機種：搬送設備）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

第1.-4表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び機器

の種類 

○○○施設 ○○○工程 ○○○設備

○○クレーン

許可との対応 本体 

設備・機器名称 ○○○設備

○○クレーン(PA000)

設置場所 燃料加工建屋地下○○○階 ○○○室 

変更内容 新設 

数量 ○○台

一

般

仕

様 

形式 ○○式

主要な構成材 本体：○○ 

寸法(単位：㎜) ・幅 ：○○

・奥行：○○ 

・高さ：○○ 

・可動範囲：○○(走行) ○○(横行)

その他の構成機器 PWR燃料集合体吊具，BWR燃料集合体吊具 

その他の性能 － 

核燃料物質の状態 燃料集合体 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 

核燃料物質の臨界防止 ①ユニット区分

・単一ユニット(○○クレーンユニット)

②臨界防止管理の方法

・体数管理

③核的制限値

・○○体(形態：BWR燃料集合体，PWR燃料集合

体)(注2) 

火災等による損傷の防

止 

－ 

耐震性 ①組立クレーン

・耐震クラス：Bクラス

・主要材料：○○(○○)

・転倒防止金具材料：○○(○○)

・取付ボルト材質：○○(○○)

・取付ボルト本数：M○×○○本

・ガイドローラ軸材料：○○(○○)

・ガイドローラ軸径(走行用/横行用)：○○mm/

○○mm

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等による汚

染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

変更前 変更後 

名称＊2 
○○クレーン

(PA000)

変更なし 

種類＊3 － ○○式

臨

界

管

理 

核的

制限

値＊9 

燃料集合

体取扱体

数 
体 ○○ 

容量＊4 kg ○○ 

主

要

寸

法

＊5

走行レール間距離 mm ○○＊1

クレーン本体ガーダ

距離 
mm ○○＊1

高さ mm ○○＊1

クレーン本体ガー

ダ幅 
mm ○○＊1

クレーン本体ガー

ダ高さ 
mm ○○＊1

燃料集合体取扱高

さ 
mm ○○以下

変更なし 
主要材料＊6 ガーダ － ○○＊12

個数＊7 － ○○ 

取

付

箇

所

＊5

系統名(ライン名) － － － 

設置床 
－ 

○○室

T.M.S.L.○○m＊11

○○室

T.M.S.L.○○m

溢水防護上の区画

番号 
－ － ○○

溢水防護上の配慮

が必要な高さ 
－ － ○○

注記 ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「設備・機器名称」と記載。 

＊3：記載の適正化。既設工認では「形式」と記載。 

＊4：記載の適正化。既設工認では「搬送設備」と記載。 

＊5：記載の適正化。既設工認では「寸法(単位：mm)」と記載。 

＊6：記載の適正化。既設工認では「主要な構成材」と記載。 

＊7：記載の適正化。既設工認では「数量」と記載。 

＊8：記載の適正化。既設工認では「設置場所」と記載。 

＊9：本装置に単一ユニット(○○クレーンユニット)を設定する。 

＊10：記載内容は，記載内容は，平成 22 年 10 月 22 日付け平成 22･

05:21 原第９号にて認可を受けた設工認申請書の「別添イ．

燃料加工建屋(その 1)及び貯蔵容器搬送用洞道 (4)設計条件

及び仕様  特記事項」において記載したコンクリート厚さに

よる。 

＊11：記載内容は，平成 24 年 6 月 26 日付け平成 23･02･24 原第 6

号にて認可を受けた設工認申請書の本文添付図「第 1.-1 図組

立施設の機器配置図」による。 

＊12：記載の適正化。既設工認では「鋼材」と記載。 

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第四条 

核燃料

物質の

臨界防

止 

(1) 単一ユニットの臨界安全設計

混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱う

工程では，体数管理とし，単一ユニットは設

備・機器に設定する。 

核的制限値 

・取扱体数：〇体

(2) 複数ユニットの臨界安全設計

単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリ

ート等の設置又は単一ユニット相互間の距離を

確保する。 

・他の単一ユニットとの

相互間隔：○○mm 以上 

第六条 

地 震 に

よ る 損

傷 の 防

止 

・適用される地震力に十分耐えることができる設

計 

主要寸法：○○mm 

主要材料：○○

第十二

条 

溢水に

よる損

傷防止 

・没水の影響により、防護すべき設備が機能を

喪失しないための設計 

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○

○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番

号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要

な高さ： T.M.S.L 

○○○m 以上

第十六

条 

搬送設

備 

・核燃料物質を搬送する設備は搬送物の重量を

上回る容量を有する設計 

・容量：○○kg

・混合酸化物貯蔵容器、燃料棒並びに燃料集合

体が落下しても破損しない高さ以下で取り扱う

設計 

・取扱高さ：○○mm 以下

工程情報であり設計条件で

はないため削除する。 

臨界の添付書類で展開 

主要設備リスト

で展開 

構造図で展開 
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仕様表記載例（機種：搬送設備）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

搬送設備 組立クレーン 

・定格荷重：○○t

・動力喪失時に燃料集合体の落下を防止するた

め昇降用モータは無励磁作動ブレーキ付とす

る。 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求める仕

様(注3) 

①移動時に燃料集合体の落下を防止するため，

以下の仕様とする。 

・落下防止扉を閉じて移動する。

・ワイヤロープを二重化する。

・吊具には開閉検出器，着座検出器，機械的な

固定機構を有し，つかみ不良の場合には燃料集

合体を持ち上げられず，荷重がなくならなけれ

ば爪が開放しない落下防止機構を設ける。 

・燃料集合体の取扱いは，落下しても破損しな

い高さである○○m以下とする。 

②本装置で使用するポリエチレンは，ステンレ

ス鋼製のカバーで覆い極力露出しない構造とす

る。 

添付図 第1.-1図 ○○施設の機器配置図 

第2.1-1図 ○○クレーン(PA0154-M-10101)構

造図 

特記事項 － 

注1 技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止

本装置に単一ユニットを設定する。単一ユニットでは，体数管理によ

り，構成する設備・機器が構造的に核的制限値以下の体数でしか取り扱

えない設計とする。臨界防止に係る計算結果は，添付書類I「核燃料物質

の臨界防止に関する説明書」に示す。なお，複数ユニットの評価は，隣

接する単一ユニットを申請する際に実施する。

(2) 耐震性

本装置は，耐震Bクラスとする。また，耐震設計上の主要な評価部位は

転倒防止金具用の取付ボルト及びガイドローラ軸とする。設備構造設計

上の耐震設計結果は，添付書類Ⅲ「主要な加工施設の耐震性に関する説

明書」に示す。

(3) 搬送設備

本装置は，クレーン等安全規則に基づき，搬送物を取り扱える重量

を定格荷重として設計する。

本装置で取り扱う搬送物のうち，重量が最大となるのは，PWR燃料

集合体(約○○kg)である。 

組立クレーンは，燃料集合体上部を把持し，上下方向及び水平方向

に移動させる機器であるため，燃料集合体吊具は機械固定方式により

把持状態を維持するとともに，昇降用巻上ドラム(昇降装置)は無励磁

作動ブレーキ付とし，電源喪失時に燃料集合体が落下しないようにす

る。

添付書類で展開 

搬送設備の適合

性説明書/構造

図で展開 

火災の基本方針/添

付資料で展開 

添付書類で展開 

仕様表「容量」で展開 

添付書類で展開 
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添付－１（２／４） 

仕様表記載例（機種：搬送設備）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

注2 組立施設で取り扱う核燃料物質の形態と核的制限値の設定条件を第1.-

3表に示す。 

注3 その他事業許可で求める仕様の補足説明 

(1) 本装置は，移動時の燃料集合体の落下を防止するため，燃料集合体を

収納架台に収納し落下防止扉を閉じて移動する構造とする。

(2) 本装置は，燃料集合体の落下を防止するため，ワイヤロープを二重化

する。 

(3) 本装置は，燃料集合体の落下を防止するため，吊具に開閉検出器，着座

検出器及び機械的な固定機構を設置し，つかみ不良の場合には燃料集合体

を持ち上げられず，荷重がなくならなければ爪が開放しない設計とする。

(4) PWR燃料集合体長さ○○m以上，BWR燃料集合体長さ○○m以上であるた

め，どちらの燃料集合体の場合も，専用吊具の長さを含めた燃料集合体

の長さは○○m以上となる。○○床面(T.P.○○m)から組立クレーンの燃

料集合体収納部上端までの高さは○○○m以下と設計するため，燃料集合

体の最大取扱い高さは○○m以下となる。

(5) 本装置で使用するポリエチレンは可燃性のため，不燃性のステンレス

鋼製のカバーで覆い，露出しない構造として火災による損傷を防止す

る。

搬送設備の適合性説明書/構

造図で展開 

火災の基本方針/添付書類で展開 

添付書類で展開 
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仕様表記載例（機種：機械装置）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

第 2.-1表 機器仕様 
対
応
す
る
加
工
事
業
許
可 

許 可 番 号
(日付) 

平成 17･04･20原第 18号(平成 22年 5月 13日) 

主要な設備
及び機器の
種類 

成形施設 粉末調整工程 一次混合設備 
○○装置

許可との対
応 

本体 

設備・機器名称 一次混合設備 
○○装置(PA○○○)

設置場所 燃料加工建屋地下○○○階 ○○○室 

変更内容 新設 

数量 ○台

一 
般 
仕 
様 

形式 ○○○方式

主要な構成
材 

①本体：○○○
②架台：○○○

寸法(単位：
㎜) 

架台寸法 
・幅 ：○○○
・奥行：○○○
・高さ：○○○

その他の構
成機器 

－ 

その他の性
能 

－ 

核燃料物質
の状態 

粉末 

技 
術 
基 
準 
に 
対 
す 
る 
仕 
様 
( 注

1) 

核燃料物質
の臨界防止 

本装置は，単一ユニットである○○○ユニット A
として管理する。 

火災等によ
る損傷の防
止 

－ 

耐震性 ○○装置
・耐震クラス：Bクラス

材料及び構
造 

－ 

閉じ込めの
機能 

－ 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質
等による汚
染の防止 

－ 

安全上重要
な施設 

－ 

変更前 変更後 

名称＊2 
○○○装置

(PA○○○)

変更なし 

種類＊3 － ○○○方式

臨界管理 － －＊9 

容

量
＊4

昇降装置 kg ○○ 

移載装置 kg ○○ 

反転装置 kg ○○ 

搬送コンベア kg ○○ 

リフタ kg ○○ 

主

要

寸

法 
＊5

たて mm ○○＊1

横 mm ○○＊1

高さ 
mm 

○○＊1

主要材料＊6 
本体 － ○○ 

架台 － ○○ 

個数＊7 － ○○ 

取

付

箇

所
＊8

系統名(ライン名) － － 

設置床 － 
○○○室

T.M.S.L.○○m*10

溢水防護上の区画

番号 
－ ○○

溢水防護上の配慮

が必要な高さ 
－ ○○

注記 ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「設備・機器名称」と記

載。 

＊3：記載の適正化。既設工認では「形式」と記載。 

＊4：記載の適正化。既設工認では「搬送設備」と記載。 

＊5：記載の適正化。既設工認では「寸法(単位 mm)」と記載。 

＊6：記載の適正化。既設工認では「主要な構成材」と記載。 

＊7：記載の適正化。既設工認では「数量」と記載。 

＊8：記載の適正化。既設工認では「設置場所」と記載。 

＊9：臨界管理に係る仕様は本機器を収納するグローブボック

スに記載するため「-」とする。

＊10：記載内容は，平成○年○月○日付け平成○○原第○号に

て認可を受けた設工認申請書の本文添付図「第 1.-1 図被

覆施設の機器配置図(1/2)」による。 

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地震によ

る損傷の

防止 

・適用される地震力に十分耐えることができ

る設計

主要寸法 

主要材料 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護すべき設備が機能を

喪失しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○

○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番

号：○○ 

溢水防護上の配慮が

必要な高さ： T.M.S.L 

○○○m 以上

第十六条 

搬送設備 

・核燃料物質を搬送する設備は搬送物の重量

を上回る容量を有する設計 

容量（定格荷重）：○

○kg 

＜発電炉の要目表なし＞

工程情報であり設
計条件ではないた
め削除する。 

主要設備リスト
で展開 添付書類で展開 

98



仕様表記載例（機種：遮蔽設備） 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

技 
術 
基 
準 
に 
対 
す 
る 
仕 
様 
(注

1) 

搬送設備 ①昇降装置(PA○○○)
・定格荷重：○○㎏
・動力喪失時に容器の落下を防止するため昇降
用モータは無励磁作動ブレーキ付とする。
②移載装置(PA○○○)
・定格荷重：○○㎏
・動力喪失時に容器の落下を防止するため容器
把持部を機械的にロックする機構を設置する。
③反転装置(PA○○○)
・定格荷重：○○㎏
・動力喪失時に容器の落下を防止するため昇降
用モータは無励磁作動ブレーキ付とする。
④搬送コンベア(PA○○○)
・定格荷重：○○㎏
⑤リフタ(PA○○○)
・定格荷重：○○㎏
・動力喪失時に容器の落下を防止するため昇降
用モータは無励磁作動ブレーキ付とする。

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理
施設 

－ 

非常用電源
設備 

－ 

その他事業許可
で求める仕様 (注

2)

①グローブボックス内で使用するポリエチレン
は，ステンレス鋼製のカバーで覆い極力露出しな
い構造とする。
②搬送コンベアに容器の逸走を防止するため，サ
イドローラを設置する。
③移載装置及び反転装置の逸走を防止するため，
メカニカルストッパを設置する。

添付図 第 1.-1 図 成形施設の機器配置図「地下○○○
階」(1/2) 
第 1.-2 図 成形施設の機器配置図「地下○○○
階」(2/2) 
第 2.2-1図 ○○装置(PA○○○)構造図 

特記事項 － 

注 1 技術基準に対する仕様の補足説明 
(1) 核燃料物質の臨界防止

本装置は，単一ユニットを設定している○○○グローブボックス内
に設置する機器であるため，○○○ユニットとして管理する。具体的
な仕様は，○○○グローブボックスの機器仕様に示す。 
(2) 耐震性

本装置は，耐震 B クラスとする。設備構造設計上の耐震設計結果
は，添付書類Ⅲ「主要な加工施設の耐震性に関する説明書」に示す。 
(3) 搬送設備
搬送装置は，装置の定格荷重が実用負荷を上回る設計とする。
昇降装置，移載装置及び反転装置で取り扱う容器のうち，核燃料物

質を収納して重量が最大になるのは，粉末缶(約○○kg)である。 
搬送コンベア及びリフタで取り扱う容器のうち，核燃料物質を収納し
て重量が最大となるのは，J18(約○○kg)である。 
昇降装置及びリフタは，容器底部を保持し，上下方向に移動させる

機器であるため，昇降用モータは無励磁作動ブレーキ付とし，電源喪
失時に容器が落下しないようにする。 
移載装置は，粉末缶頭部を把持し，水平方向及び上下方向に移動させ
る機器であるため，粉末缶把持部を機械的にロックする機構を設置す
る設計とする。また，昇降用モータは無励磁作動ブレーキ付とし，電
源喪失時に容器が落下しないようにする。 
反転装置は，粉末缶を上下方向より把持し，反転する機器であるた

め，昇降用モータは無励磁作動ブレーキ付とし，電源喪失時に把持状
態を維持し容器が落下しないようにする。 

搬送コンベアは，容器底部を保持し，水平方向に移動させる機器で
あるため，電源喪失時に容器が落下することはない。 

火災の基本方針/
添付書類で展開 

搬送設備の適合性説
明書/構造図で展開 

搬送設備の適合性説
明書/構造図で展開 

添付書類で展開 

添付書類で展開 

仕様表「容量」で展開 

仕様表「容量」で展開 

仕様表「容量」で展開 

仕様表「容量」で展開 
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仕様表記載例（機種：遮蔽設備）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

注 2 その他事業許可で求める仕様の補足説明 
(1) 本グローブボックス内で使用するポリエチレンは可燃性のた

め，不燃性のステンレス鋼製のカバーで覆い露出しない構造として火
災による損傷を防止する。
(2) 搬送コンベアに容器の逸走を防止するため，容器の両サイドを

支持するサイドローラを設置し，グローブボックスの閉じ込めに影響
を及ぼさないようにする。
(3) 移載装置及び反転装置の逸走を防止するため，メカニカルスト
ッパを設置し，グローブボックスの閉じ込めに影響を及ぼさないよう
にする。

火災の基本方針/
添付書類で展開 

搬送設備の適合性説
明書/構造図で展開 
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仕様表記載例（機種：機械装置(焼結装置・乾燥装置)）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX 施設の既認可に仕様表なし 

名 称 
焼結炉 
(PA000) 

種 類 － ○○ 
容 量 kg ○○

臨
界
管
理 

核的制限
値 ＊ 2

取扱Ｐｕ＊
質 量 

kg・Pu* ○○ 

他の単一ユニットとの相
互 間 隔 

mm ○○以上

設置する室の壁・天井まで
の 距 離 

mm ○○以上

設置床からの核燃料物質
の 取 扱 高 さ 

mm ○○以上

設置室の周囲の壁等厚さ mm ○○以上
最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 
最 高 使 用 圧 力 Pa ○○ 

主 要 寸 法 
た て mm ○○*1

横 mm ○○*1

高 さ mm ○○*1

主 要 材 料 － ○○ 
漏 れ 率 vol%/h ○○以下
個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番号 － － 
溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ －

注記：*1 公称値を示す。 
*2 本機器に単一ユニット（○○ユニット）を設定する。
*3 本機器は，過加熱防止回路によるインターロック(検出器：〇〇〇温

度検出器)の信号により炉内温度が熱的制限値〇℃を超える場合に
は，ヒータ電源を遮断する。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・適用される地震力に十

分耐えることができる設

計

主要寸法 

主要材料 

第四条 

核燃料物質の

臨界防止 

(1) 単一ユニットの臨界

安全設計 

質量管理を行うグローブ

ボックス，焼結炉等に単

一ユニットを設定する。 

臨界管理： 

核的制限値 

・取扱 Pu*質量：○○kg・Pu＊

(2) 複数ユニットの臨界

安全設計 

単一ユニット相互間は，

十分な厚さのコンクリー

ト等の設置又は単一ユニ

ット相互間の距離を確保

する。 

臨界管理： 

・他の単一ユニットとの相互間隔：○

mm 以上

・設置する室の壁・天井までの距離：

○mm 以上

・設置床からの核燃料物質の取扱高

さ：○mm 以上

・設置室の周囲の壁等厚さ：○mm 以上

第十条 

閉じ込め機能 
・グローブボックス等は

密閉できる構造とする。 

気密性（漏れ率）：○○vol%/h 以下 

第十一条 

火災等による

損傷の防止 

・焼結炉等では，温度異

常に伴う炉内への空気混

入を防止するため，熱的

制限値を設定し，炉内温

度が熱的制限値を超えな

いよう過加熱防止回路に

より炉内の加熱を自動で

停止する設計。 

－ 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十六条 

搬送装置 
・核燃料物質を搬送する

設備は搬送物の重量を上

回る容量を有する設計 

・容量（定格荷重）：○○kg

＜発電炉の要目表なし＞
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仕様表記載例（機種：核物質取扱ボックス） 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

第5.-2表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び

機器の種類 

成形施設 粉末調整工程 ○○○処理設備 

○○○グローブボックス

許可との対応 本体 

設備・機器名称 ○○○設備

○○○グローブボックス(PA0127-B-03700)

設置場所 ○○○建屋地下○階 ○○○○室

変更内容 新設 

数量 ○基

一 

般 

仕 

様 

形式 － 

主要な構成材 ①本体：○○○

②窓板：○○○

寸法(単位：㎜) 本体寸法 

・幅 ：○○ 

・奥行：○○ 

・高さ：○○ 

その他の構成機器 －(注1) 

その他の性能 － 

核燃料物質の状態 粉末 

技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 
(注2) 

核燃料物質の臨

界防止 

①単一ユニット又は複数ユニットの区分

・単一ユニット(○○ユニット)

②臨界管理の方法

・質量管理

③核的制限値

・○○kg･Pu*(注3)(形態：MOX粉末-2，MOX粉末-4)(注4)

④他の単一ユニットとの相互間隔

・隣接する単一ユニット：一次混合ユニットB

・単一ユニット間距離：○○mm以上

火災等による損

傷の防止 

グローブボックスには窓板を除き可能な限り不燃性又

は難燃性の材料を使用する。 

耐震性 ○○グローブボックス

・耐震クラス：Bクラス

・主要材料(本体)：○○○(○○○，○○○)

(耐震サポート)：○○○(○○○)

・基礎ボルト材質：○○○(○○○)

・基礎ボルト本数：○×○本

・取付ボルト材質：○○○(○○○)

・取付ボルト本数：○×○本

・取付ボルト配置：○○○mm×○○○mm

材料及び構造 － 

●. 〇〇〇設備

(●) 核物質取扱ボックス

変更前 変更後 

名称＊2 
〇〇〇グローブボックス

(〇〇-〇-〇〇) 

変更なし 

種類＊3 － － 

臨

界

管

理 

核的

制限

値＊12 

取扱Ｐ

ｕ＊質

量 

kg・

Pu*
○○○

他の単一ユニッ

トとの相互間隔
mm ○○○以上

設置する室の

壁・天井までの

距離*6 

mm ○○○以上

設置床からの核

燃料物質の取扱

高さ*6 

mm ○○○以上

設置室の周囲の

壁等厚さ 
mm ○○○以上*13

最高使用圧力 Pa 
○○○ ○○○

○○○*15

最高使用温度 
℃ 

○○○ ○○○

○○○*15

漏れ率＊4 vol%/

h 
○○○以下

変更なし 

開口部風速*5*11 m/s ○○○以上

主要寸法*7 

たて mm ○○○＊1

横 mm ○○○＊1

高さ mm ○○○＊1

主要材料*8 
本体 － ○○○

窓板部 － ○○○ ○○○

個数*9 － ○○○ 変更なし 

取

付

箇

所

*1

0

系統名(ライン

名) 
－ － － 

設置床 － 
〇〇〇〇室 

T.M.S.L ○○○m*14

〇〇〇〇室 

T.M.S.L ○○○m

溢水防護上の 

区画番号 
－ － ○○

溢水防護上の配

慮が必要な高さ 
－ － 

T.M.S.L ○○○m

以上 

注記 ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「設備・機器名称」と記載。 

＊3：記載の適正化。既設工認では「形式」と記載。 

＊4：記載の適正化。既設工認では「気密性(漏れ率)」と記載。 

＊5：記載の適正化。既設工認では「その他事業許可で求める仕様」と

記載。 

＊6：記載の適正化。既設工認では「注 2  技術基準に対する仕様の補

足説明 (1) 核燃料物質の臨界防止」と記載。 

＊7：記載の適正化。既設工認では「寸法(単位 mm)」と記載。 

＊8：記載の適正化。既設工認では「主要な構成材」と記載。 

＊9：記載の適正化。既設工認では「数量」と記載。 

＊10：記載の適正化。既設工認では「設置場所」と記載。

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地震による

損傷の防止 

・適用される地震力に十分耐えることができ
る設計

主要寸法 

主要材料 

第四条 核

燃料物質の

臨界防止 

(1) 単一ユニットの臨界安全設計

質量管理を行うグローブボックス，焼結炉

等に単一ユニットを設定する。 

核的制限値 

・取扱 Pu*質量

：○○kg・Pu＊ 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計

単一ユニット相互間は，十分な厚さのコン

クリート等の設置又は単一ユニット相互間の

距離を確保する。

・他の単一ユニットとの相互

間隔：○○mm 以上 

・設置する室の壁・天井まで

の距離：○○mm 以上 

・設置床からの核燃料物質の

取扱高さ：○○mm 以上 

・設置室の周囲の壁等厚さ：

○○mm 以上

第十条 

閉じ込め機

能 

・グローブボックス等は密閉できる構造とす

る。

気密性（漏れ率）：○○

vol%//h 以下 

・グローブ 1 個破損した場合において、開口

部風速を設定値以上確保する設計

開口部風速：○○m/s 以

上 

第十二条 

溢水による

損傷防止 

・没水の影響により、防護すべき設備が機能

を喪失しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○

○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：

○○ 

溢水防護上の配慮が必要

な高さ： T.M.S.L 

○○○m 以上

該当する施設なし 

主要設備リストで展開 

構造図で展開 

火災の基本方針/添
付書類で展開 

臨界の添付書類で展開 

注釈で展開 

工程情報であり設
計条件ではないた
め削除する。 
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添付－１（２／４） 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

閉じ込めの機能 給排気口を除き密封できる構造とする。 

・気密性(漏れ率)：○○vol%/h以下

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等に

よる汚染の防止 

－ 

安全上重要な施

設 

適切な方法により，安全機能を確認するための検査又は試験並び

に安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計

とする。 

搬送設備 － 

警報設備等 ①グローブボックス内の温度及び温度上昇率が設定値以上とな

った場合に警報を発する火災警報を設置する。 

・設定値：温度○℃，温度上昇率○℃/min

②グローブボックス内の気圧が設置場所に対して設定値以上と

なった場合に警報を発する負圧警報を設置する。 

・設定値：-○Pa

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求

める仕様(注5) 

グローブ1個が破損した場合にグローブポートの開口部における

風速を○m/s以上とする。 

注1 今回の申請範囲は管台までであり，管台から接続配管等の第1弁まではグローブボック

スとして後次回に申請する。

注2  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止

本グローブボックスに単一ユニットを設定する。単一ユニットでは質量管理により，

核的制限値を超えないように管理する設計とする。また，単一ユニット間の中性子相

互作用については，単一ユニット間距離を維持することにより臨界安全を確保する設

計とする。本グローブボックスから〇〇〇室の壁・天井までの距離を○○mm以上とな

るように設置するとともに，〇〇〇室の床から核燃料物質取扱高さ下限までの距離を

○○mm以上となるように設置する。臨界防止に係る計算結果は，添付書類Ⅰ「核燃料物

質の臨界防止に関する説明書」に示す。 

(2) 火災等による損傷の防止

本グローブボックスは，安全上重要な施設であるため本体には不燃性の〇〇〇〇を

使用し火災による損傷を防止する。ただし，視認性及び耐震性の観点から窓板には〇

〇〇〇製の〇〇〇を使用する。

(3) 耐震性

本グローブボックスは，耐震Bクラスとする。また，耐震設計上の主要な評価部位は，

グローブボックスを直接支持する構造物に固定するボルト(基礎ボルト，取付ボルト)

とする。設備構造設計上の耐震設計結果は，添付書類Ⅲ「主要な加工施設の耐震性に関

する説明書」に示す。

(4) 閉じ込め機能

本グローブボックスは，給排気口を除き密封できる構造とし，漏れ率は〇vol%/h以

下とする。給排気口を除き密封できる構造とは，他のグローブボックスと伸縮継手を

介して連結し，ユーティリティ配管類に弁類が設置され気密境界を形成できる状態を

いう。また，気体廃棄物の廃棄設備によりその内部を設置場所に対して常時負圧に維

持する設計とする。常時負圧についての仕様は，気体廃棄物の廃棄設備にて申請する。 

＊11：グローブ 1個が破損した場合にグローブポートの開口部における

風速を示す。 

＊12：○○グローブボックスに単一ユニット（○○ユニット）を設定す

る。 

＊13：記載内容は，平成 22年 10月 22日付け平成 22･05:21原第９号に

て認可を受けた設工認申請書の「別添イ．燃料加工建屋(その 1)

及び貯蔵容器搬送用同道 (4)設計条件及び仕様  特記事項」にお

いて記載したコンクリート厚さによる。 

＊14：記載内容は，平成 24年 6月 26日付け平成 23･02･24原第 6号に

て認可を受けた設工認申請書の本文添付図「第 1.-1図被覆施設

の機器配置図(1/2)」による。 

＊15：重大事故等時における使用時の値を示す。 

添付書類で展開 

グローブボックス温度監視装
置の仕様表で展開 

閉じ込めの基本設計方針／添
付書類で展開 

安有の基本設計方針で展開 

閉込の基本設計方針で展開 

閉込の基本設計方針で展開 

仕様表「漏れ率」 
で展開 

仕様表「開口部風速」で展開 

仕様表「臨界管理」で展開 
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添付－１（２／４） 

 

 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

(5) 安全上重要な施設 

本グローブボックスは，安全上重要な施設であり，外観検査，負圧確認等により，加

工施設の安全を確保する機能の負圧維持の確認は実施できる。また，周囲にメンテナ

ンススペースを設けておりこれらの機能を健全に維持するための保守又は修理が可能

である。なお，他の原子力施設と共用しない。 

(6) 警報設備等 

本グローブボックスには，グローブボックス内の温度が60℃以上，かつ，温度上昇率

が15℃/min以上となった場合に，所定の場所で警報を発するための検出器を設置する。

また，グローブボックス内火災の消火のため火災警報信号をガス消火装置(消火設備)

に送信する。 

本グローブボックスには，グローブボックス内の気圧が設置場所に対して-50Pa以上

となった場合に，所定の場所で警報を発するための検出器を設置する。また，負圧警報

により窒素循環ファン(窒素循環設備)を停止させるために，負圧警報信号を換気空調

設備制御盤(気体廃棄物の廃棄設備)に送信する。 

注3  Pu*は，プルトニウム-239，プルトニウム-241及びウラン-235の総称とし，kg･Pu*はそ

の合計質量とする。 

注4  成形施設で取り扱う核燃料物質の形態と核的制限値の設定条件を第1.-6表に示す。 

注5  その他事業許可で求める仕様の補足説明 

(1) グローブ1個が破損をした時は，グローブボックス排風機により外部空気を吸入し開口

部における風速0.5m/s以上を確保する。グローブ1個の破損とは，全グローブボックス

に対する1個の開口部とする。 

 

 

 

    

添付書類で展開 

添付書類で展開 

注釈で展開 
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仕様表記載例（機種：発電機）

 
既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

 
 
 
MOX 施設の既認可に仕様表なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

名 称 
非常用ガスタービン発電機 

（00-0000） 
種 類 － ○○ 
容 量 kVA/台 ○○ 

主要寸法 
た て mm ○○*1 

横 mm ○○*1 

高 さ mm ○○*1 

力 率 － ○○ 
電 圧 V ○○ 

相 － ○○ 
周 波 数 Hz ○○ 
回 転 速 度 min-1 ○○ 
結 線 法 － ○○ 
冷 却 法 － ○○ 
個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番号 － ○○ 
溢 水 防 護 上 の 
配 慮 が 必 要 な 高 さ 

－ ○○ 

原
動
機 

種 類 － ○○ 
出 力 kW/台 ○○ 

燃 料 
種 類 － ○○ 
使 用 量 L/h ○○ 

個 数 － ○○ 
取 付 箇 所 － ○○ 

 
注記：*1 公称値を示す。 
    
 
 

 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・適用される地震力に十

分耐えることができる設

計 

主要寸法  

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計 

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十四条 

非常用電源設

備 

・外部電源系統の機能喪

失時に、必要な設備の安

全機能を確実に行うた

め、十分な容量を有する

設計 

容量：○○kVA/台 

原動機 

出力：○ kW/台 
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仕様表記載例（機種：電力貯蔵装置）

 
既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

 
 
 
MOX 施設の既認可に仕様表なし 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

名 称 
○○蓄電池 
（PA000） 

種 類 － ○○ 
容 量 Ah ○○ 
電 圧 V ○○ 

主要寸法 
た て mm ○○*1 

横 mm ○○*1 
高 さ mm ○○*1 

個 数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○ 
設 置 床 － ○○ 
溢水防護上の区画番

号 
－ ○○ 

溢水防護上の配慮が
必要な高さ 

－ ○○ 

 
注記：*1 公称値を示す。 
    
 
 

 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による損

傷の防止 

・適用される地震力に十

分耐えることができる設

計 

主要寸法 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護

すべき設備が機能を喪失

しないための設計 

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上 

第二十四条 

非常用電源設

備 

 

・外部電源系統の機能喪

失時に、必要な設備の安

全機能を確実に行うた

め、十分な容量を有する

設計 

容量：○○Ah 
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仕様表記載例（機種：計装／放管設備）（計測装置）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX施設にて既認可仕様表なし 
名称 

〇〇〇混合ガス受槽入口 

水素濃度検出器 

検出器の種類 － 〇〇式 

計測範囲 % ○○ 

警報動作範囲 % ○○ 

個数 － ○○ 

取付 

箇所 

系統名(ライン名) － 〇〇〇〇 

設置床 － 〇〇〇〇 T.M.S.L.〇m 

溢水防護上の区画

番号 
－ 〇〇〇〇 

溢水防護上の配慮

が必要な高さ 
－ T.M.S.L.〇〇m以上

【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な使用 

（詳細設計） 様式-6,7 

第十二条 

溢水による

損傷の防止 

・没水の影響により、防護すべき設備が機能

を喪失しないための設計 

取付箇所： 

系統名（ライン

名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区

画番号：○○ 

溢水防護上の配慮

が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m

以上 

第十八条 

警報設備等 

・水素濃度が設定値を超える場合に、焼結炉

等への供給を停止する設計

計測範囲：○○ 

警報動作範囲：

○○ 
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仕様表記載例（機種：計装／放管設備）（インターロック）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

MOX施設にて既認可仕様表なし 

【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な使用 

（詳細設計） 様式-6,7 

第十二条 

溢水による

損傷の防止 

・没水の影響により、防護すべき設備が機能

を喪失しないための設計

取付箇所： 

系統名（ライン

名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画

番号：○○ 

溢水防護上の

配慮が必要な

高さ： T.M.S.L 

○○○m以上

第十八条 

警報設備等 

・水素濃度が設定値を超える場合に、焼結炉

等への供給を停止する設計

設定値：○○% 

インターロッ

クの起動に要

する信号の個

数：○○
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設工認申請設備選定フロー

添付－８

再処理

MOX

廃棄物管理

濃縮

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・該当なし
【重大事故等対処設備】
・該当なし
【上記以外】
・加工施設の主流路（UF6を内包する系統（第1類、第2類））に設置される配管、発生槽、
遠心分離機、各コールドトラップ、各回収槽、排気系統、廃液系統、フィルタ等
・インターロック等の機能を有するロータリポンプ、高周波インバータ装置
・UF6を内包する機器（第1類、第2類）を搬送するクレーン、搬送台車
・放射線監視測定機器（排気用モニタ、モニタリングポスト等）、非常用設備（無停電電
源、DG、遠隔消火設備等）、その他（搬送、洗缶、除染設備等）

【設計基準対象施設】
加工工程のうち、主たる経路（UF6を内包する系統（第1類、第2類））にあたらない以下の
設備
・保管廃棄する区画（エリア）
・個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・自動火災報知機，消火器，消火栓、避難・誘導設備、非常用照明、通信連絡設備等
【重大事故等対処設備】
・該当なし

【グレード②-b】
基本設計方針対象の具体例

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

【重大事故等対処施設】
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

区分
【グレード①】

仕様表対象機器の具体例
【グレード②-a】

基本設計方針対象機器の具体例

主な対
象設備

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】

ト、混合酸化物貯蔵容器等）,安重グローブボックスに内装する核燃料物質を取り扱う機
器

【重大事故等対処設備】

続する流路、系統上に設置するダンパ、可搬型排風機付フィルタユニット、可搬ダクト等
・大型移送ポンプ車、放水砲、可搬型建屋外ホース、軽油貯槽，軽油用タンクローリ、代
替モニタリング設備、代替試料分析関係設備、代替放射能観測設備、代替気象観測設
備、可搬型ダンパ出口風速計、アルファ・ベータ線用サーベイメータ等
【上記以外】

液貯槽間及び排水口から共有する再処理施設への送液用のポンプ、ろ過処理装置、吸
着処理装置（処理装置に付随する貯槽、ポンプ含む）

【設計基準対象施設】

主たる経路にあたらない設備
・グローブボックス内に設置する分析設備
・オープンポートボックス、フード

・ 輸送容器の保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・DB設備の個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・自動火災報知機，消火器，耐火壁，消火栓、避難・誘導設備、運転保安灯、非常用母
線、常用母線、通信連絡設備、水素・アルゴン混合ガス設備（供給停止回路、遮断弁等
を除く）、荷役設備、選別・保管設備等
【重大事故等対処設備】
・監視測定用運搬車、可搬型汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、代替通信連絡設備等

【設計基準対象施設】
再処理工程のうち、主たる経路にあたらない以下の設備
・計測制御系統施設の計器、盤等
・電気設備の照明設備等
・溢水防護設備及び化学薬品防護設備の溢水防護板・薬品防護板、自動検知・遠隔隔
離システム，緊急遮断弁等等
・分析設備の分析装置、気送設備、フード等
・空キャスクの保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・空キャスクの保守に用いるクレーン、台車等
・DB設備の個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・通信連絡設備（通信盤、通信端末）
・火災防護設備の火災感知器，消火器，固定式消火設備（消火栓等）、耐火壁（防火ダン
パ，隔壁）

【重大事故等対処設備】
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、ホイルローダ、代替通信連絡設備等

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】

ム溶液TBP洗浄器、分離建屋一時貯留処理槽、プルトニウム濃縮缶、精製建屋一時貯
留処理槽、一時貯槽、焙焼炉、還元炉、粉末充てん機、保管容器、粉末缶、混合酸化物
貯蔵容器、高レベル濃縮廃液貯槽、Sクラスグローブボックス、計測制御設備又は安全保
護回路からの信号で作動する主要弁、固化セル圧力放出系の逆止弁（安全弁及び逃が
し弁）等）

ガスモニタ、遮蔽設備（セル遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓といった補助遮蔽等）
・電気設備（非常用所内電源系統）、安全冷却水系（冷却塔、ポンプ、熱交換器等）、安全
圧縮空気系（圧縮機、貯槽等）、安全蒸気系（安全蒸気ボイラ等）、プール水冷却系（ポン
プ、熱交換器等）、補給水設備（貯槽、ポンプ等）

【重大事故等対処設備】

供給槽、供給弁等、代替安全圧縮空気系の可搬型ホースを接続する流路、系統上に設
置する弁及びダンパ、水封安全器（安全弁及び逃がし弁）等、代替安全冷却水系の可搬
型ホースを接続する流路、系統上に設置する弁及びダンパ、可搬型排水貯槽、可搬型
中型移送ポンプ、代替換気設備／廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽、廃ガス貯留槽の安
全弁、空気圧縮機、凝縮器、予備凝縮器、可搬型ダクト、可搬型フィルタ、可搬型排風
機、大型移送ポンプ車、放水砲、可搬型建屋外ホース、軽油貯槽，軽油用タンクローリ、
代替モニタリング設備、計装設備、代替電源設備、代替試料分析関係設備、代替放射能
観測設備、代替気象観測設備、アルファ・ベータ線用サーベイメータ等

【上記以外】

主排気筒、北換気筒、低レベル廃棄物処理建屋換気筒

置、海洋放出ポンプ、海洋放出管

及び溶媒回収）に設置される配管、貯槽、蒸発缶、搬送設備、機械装置等
・火災防護対象設備の固定式消火設備（ガス消火設備等）、耐火壁のうち火災区域／火
災区画構造物（コンクリート壁）
・溢水防護対象設備／化学薬品防護設備の防水区画境界に設置する防水区画構造物
（堰、防水扉、水密扉）
・竜巻防護対策設備の飛来物防護ネット及び飛来物防護板
・遮蔽設備（外部遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓、遮蔽ハッチ、遮蔽体付グローブボックスといった
補助遮蔽等）

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・収納管、通風管
・遮蔽設備（床面走行クレーン（遮蔽容器）、貯蔵区域遮蔽等）

【上記以外】
・廃棄物管理施設の主流路（返還ガラス固化体の受入れ～貯蔵）を行う系統に設置され
るくクレーン、台車等の搬送設備、ガラス固化体の各種検査装置、床面走行クレーン等
・廃棄物管理施設の主流路となる排気系統、フィルタ、排風機、北換気筒
・遮蔽設備（外部遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓、遮蔽ハッチ、遮蔽体付グローブボックスといった
補助遮蔽等）

【設計基準対象施設】
廃棄物管理工程のうち、主たる経路にあたらない以下の設備
・計測制御系統施設の計器、盤等
・電気設備の盤及び照明設備等
・空キャスクの保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・空キャスクの保守に用いるクレーン、台車、扉等
・個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・火災防護設備の火災感知器，消火器，固定式消火設備（消火栓等）、耐火壁，
・通信連絡設備（通信盤、通信端末）

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

【重大事故等対処施設】
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

Yes

加工規則・再処理規則等、技術基準規

則及び事業許可規則で要求されている

施設、系統、機器等

【STEP2】

耐震Ｓクラス、安全上重要な施設、

重大事故対処施設か

事業許可申請書及び技術基準規

則整合性の観点で機能、性能を

設備、機器の設置又は系統構成

によって示す必要があるか

No

Yes

【STEP1】

【左記の対象外となる設備等】

○施設敷地内に設置されているが事業変更許可申請書に記載のない設備又は構築物等や事業

変更許可申請書の配置図等に記載はあるが、機能、性能等の要求のない設備

【具体例】

構築物等である事務建屋、体育館、技術開発研究所、訓練及び見学施設、飲料水設備等は対

象外

設工認申請対象設備（申請対象設備リスト）

No

非安重の設備であって再処理・加工・廃

棄物管理の機能、性能を達成するため

に設備、機器の仕様（値、材質等）を特

定する必要があるか

Yes

No

施設共通で個別施設が無い誤操

作の防止、人の不法な侵入等の

防止、安全避難通路等

No

Yes

【主流路の定義】

〇再処理・加工・廃棄物管理の主工程の機能、性能を達成するために必要な主たる設備及び機器（主配管、主

要弁、搬送設備、機械装置等）であって、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等を除く範

囲

〇安全機能及び重大事故等対処の機能確保の観点で機能・性能を達成するために必要な主たる設備、機器（主

配管、主要弁、搬送設備、機械装置等）であって、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等を除く範囲

【主流路中に存在する機器の具体例】

主要弁、主配管・ダクト（管継手含む）、搬送設

備、冷却水ポンプ、冷却塔、フィルタ

再処理・加工・廃棄物管理の機能、性能

を達成するために設備、機器の仕様（値、

材質等）を特定する必要があるか

【STEP3】

【個別機器の具体例】

主排気筒、グローブボックス、軽油貯槽、貯水

槽、タンクローリ等のようなものはそのままYes

【個別機器以外の具体例】

安重の系統、重大事故等対処施設の系

統のうち、主流路以外のもの

Yes

No

【個別機器の具体例】

一般産業品（購入品）であって、可搬型

汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、ホイ

ルローダ、代替通信連絡設備等

【STEP5】

個別機器を基本設計方針で特定する

必要がある設備、機器か
主流路以外のもの

安重の系統、重大事故等対処施設の系

統のうち、主流路以外のもの

【STEP4】

【STEP2,3の考え方】

〇要求される機能を達成するために必要な設備、機器で仕様（値、寸法、材料等）を示す必要のあるものを抽出

・事業変更許可申請書で安全設計の観点で容量、除去効率等の仕様が示されているもの（建物、容器、ポンプ、フィルタ、排風機等）

・事業変更許可申請書で外部衝撃、溢水等に対する防護設備として設定されているもの（飛来物防護ネット、飛来物防護板)

・系統として安全設計を要求する施設等において、耐震、閉じ込め、臨界、遮蔽等の安全設計上の要求のある配管、主要弁、、安全弁、フィルタ、熱交換

器、圧縮機、搬送設備、粉末容器等（仕様表記載項目を設定すべき機器等）⇒設計図面等の色塗りにより主流路や主要弁等の範囲、対象を抽出

・技術基準規則の要求を達成するために機能、性能を必要とするもの（放射線管理施設の出入管理設備、通信連絡設備等の設置要求だけのものは除く）

※事業変更許可申請書及び技術基準規則における機能・性能に係る要求事項に対し、発電炉において類似する設備がある場合は発電炉の別表第二及び工認

を参考として仕様表対象を決定

【STEP4,，5の考え方】

〇以下に示すような事業変更許可申請書で施設を構成する設備、機器を設置するとしたものを抽出（主

流路に当たらない設備も含む）

（計測制御系統施設）

・計器、盤（監視制御盤、安全系監視制御盤）、監視カメラ、火災監視盤、放射線監視盤等の表示装置

（放射線管理施設）

・ゲートの出入管理設備、退出モニタ及び放射線サーベイ機器（DB）、シャワー及び手洗い場等の汚染管

理設備

・気象観測機器（DB）、放射能測定器（DB）、ホールボディカウンタ

（通信連絡設備）

・ページング装置、電話交換器、防災ネットワーク機器、通信端末機器（電話、トランシーバ等）

（電気設備）

・照明設備、DB専用の運転予備用及び常用系の母線、直流電源設備、無停電電源装置の電気盤

（検査、分析設備）

・分析装置、分析試料移送装置、分析試料採取装置、オープンポートボックス、フード、グローブボックス

等

（火災防護設備、消防用設備）

・火災感知器、消火設備（消火器、防火水槽、消火栓等）、耐火壁（防火ダンパ、隔壁等）

（溢水防護設備／薬品防護設備）

・緊急遮断弁、遠隔隔離システム、漏えい検知器、溢水防護板、薬品防護板等
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基本設計方針の添付書類への展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
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基本設計方針の添付書類への展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

MOX目次
MOX添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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添付－１０ 

添付書類の発電炉との比較 

【添付書類 〇〇】
発電炉（東海第二） MOX燃料加工施設 備考 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその

記載程度を発電炉と比較し、記載すべき事項

の抜けや論点として扱うべき差がないかを確

認する 

※規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。

【備考】 

差に対して記載の変更が必要と判断した場合はその旨を

記載し、修正案を示す。 

差に対して記載修正が必要なく、新たな論点が生じるも

のではない場合はその旨を示す。 

また、記載位置が異なるが、記載がある場合はその旨を

記載する。 
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仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続きガイド 仕様表対象選定手引き 

２．工事の計画の認可及び届出及び認可手続の範囲 

（２）工事計画に記載すべき設備及び機器等の範囲 

   工事計画に記載しなければならない事項は，

規則第9条第2項又は第12条第2項で発電用原子炉

施設の種類に応じて規則別表第2の中欄で定める

ものとされており，規則別表第2の中欄におい

て，設備ごとにさらに機器等の単位で記載要求

事項を定めている。この規則別表第2に規定され

ている記載要求事項については，少なくとも技

術基準規則への適合性を示す上で必要十分な内

容が記載される必要があり，以下では，規則別

表第1における設備及び機器等の規定も含めて，

機器等の仕様に関する記載要求範囲と設備及び

機器等の記載要求範囲に分けて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 目的 

再処理規則第２条に規定される再処理施設，加工規則第 3条の 2の 2に規定される加工施設，廃棄物管理規則第 4条に規定される特定廃棄物管理施設に

記載する施設のうち新規制基準対応として事業変更許可申請書への整合及び技術基準規則への適合を機器等の仕様で示す設備（以下「仕様表対象設備」と

いう。）について，設備及び機器等の記載要求範囲，機器等の仕様に関する記載要求範囲に関する記載の統一及び一貫性を図ることを目的とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設備及び機器等の記載要求範囲 

仕様表対象選定手引きの基本方針 
・発電炉工認ガイドは，法令化されている別表第１及び別表第２を補足する観点から追加記載が必要な事項等について纏められているが，当社はこれが無いことを踏まえて「①設備及び機器等の記載要
求範囲（仕様表対象設備の考え方⇒具体的な個別機器⇒個別施設）」「②個別機器の仕様表記載項目（記載項目の考え方，具体的な記載項目）」「③仕様表の記載方法（具体的な記載方法及び記載例）」の
順に展開し，わかりやすいように展開して仕様表対象選定手引きを構成，記載する。 
 
・発電炉別表第１及び別表第２が無いため，記載にあたっては対象としたものの根拠（理由）がわかるように記載する。（空欄を活用） 
 
・仕様表対象選定手引きは発電炉工認ガイドの記載内容，記載程度を参考（対比）としているものは比較できるように記載する。 
 
・本手引きで用いる用語の定義は，可能な限り事業指定基準規則，技術基準規則，事業変更許可申請書等において定義しているものと一致させることで，理解し易いように記載する。また，手引きに基
づき仕様表対象を選定する作業者が混乱，バラツキが発生しないよう必要に応じて理解できる程度まで噛み砕いた記載とする。 
 
・記載はなるべく簡潔に記載するように努め，特に簡潔に記載するにあたって考え方，対象が極力不明確とならないよう「～を含む。」「～を除く。」といった表現を用いるとともに，「〇〇等」は対象を
列記して記載する場合のみに使用する。 
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仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続きガイド 仕様表対象選定手引き 

２）設備及び機器等の記載要求範囲 

規則別表第２の中欄においては，同表の上欄で示してい

る発電用原子炉施設の種類として，原子炉本体，核燃料

物質の取扱施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施設，計

測制御系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設，放射線管理

施設，原子炉格納施設及びその他発電用原子炉の附属施

設に区分し，設備ごとに熱交換器，ポンプ，容器，貯蔵

槽，ろ過装置，安全弁及び逃がし弁，主要弁，主配管，

送風機，排風機並びにフィルター等の機器等を記載する

こととされている。これらについて，まず個別機器等の

記載要求範囲を示すとともに，個別施設ごとに設備及び

機器等の記載要求範囲を示す。 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 再処理規則第２条に規定される再処理施設，加工規則第 3条の 2の 2に規定される加工施設，廃棄物管理規則第 4条に規定される特定廃棄物管理施設

に示す施設（以下「個別施設」という。）に区分し，個別施設毎に建物・構築物，熱交換器，ポンプ，容器，貯槽，ろ過装置，安全弁及び逃がし弁，主要

弁，主配管，ファン及びフィルタ等の機器（以下「個別機器等」という。）を記載する。これらについて，まず核燃料施設の特徴を踏まえた個別機器等の

記載要求範囲を示すとともに，個別施設毎に設備の記載要求範囲を示す。 

仕様表対象設備は，「事業変更許可申請書本文に示す各施設の主たる機能（当該設備の主たる機能及び安全機能）とその達成のために設置する主要な設

備＝主流路※」及び「公衆及び放射線業務従事者への影響を可能な限り低減する」という規制要求事項の主旨を踏まえ，公衆に対する影響の程度に応じた

以下に示す３つの分類に該当する個別機器等を対象とする。 

※主流路とは，当該設備が果たすべき主たる機能（例：使用済燃料の受入れ及び貯蔵，せん断等）を達成するための本流に含まれる個別機器等の纏ま

り（系統，設備）であり，プロセス・ユーティリティ設備であれば容器，主配管，主要弁といったもの，搬送・機械設備であればクレーン，台車とい

ったものを纏めたものをいう。 
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仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続きガイド 仕様表対象選定手引き 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜仕様表対象設備の基本的な考え方＞ 

【分類Ａ】 

・機能の喪失により，公衆又は放射線業務従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び運転時における異常な過渡変化時，設計基準事故時又は重大

事故時等において公衆又は放射線業務従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が核燃料施設を設置する工場又は

事業所（以下「工場等」という。）外へ放出されることを抑制し，又は防止するものとして，安全上重要な施設，重大事故等対処施設及び耐震重要施設等

（耐震 S クラス設備，常設耐震重要重大事故等対処設備，1.2 倍の基準地震動による地震力により機能喪失しない設備及びこれら設備の総称をいう。）の

うち主要な個別機器等 

【分類Ｂ】 

(1) 通常運転状態において公衆又は放射線業務従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が核燃料施設を設置する工

場等外へ放出されることを抑制し，又は防止するものとして，安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の貯蔵・保管・廃棄・落

下／転倒防止機能に係る確認を必要とする使用済燃料の貯蔵施設，製品貯蔵施設及び放射性廃棄物の廃棄施設（気体・液体・固体）の主要な個別機器

の他，各施設の状況を把握するための計測制御系統施設（警報設備等及び制御室等を含む），放射線管理施設の主要な個別機器等 

(2)事業変更許可申請書本文に記載している再処理，廃棄物管理，MOX 燃料加工を行うための使用済燃料又は核燃料物質等を含む溶液又は粉末等を取り扱

う主要な個別機器等 

【分類Ｃ】 

・設計想定事象（自然現象，工場若しくは事業所内又はその周辺における核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。），火災，溢水その他の核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象）において，安全上重要な施設，重

大事故等対処施設，耐震重要施設等の機器等の機能喪失を防止するものとして，安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，その他加工施設，その他

再処理設備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施設の火災防護設備，溢水防護設備，竜巻防護対策設備等の主要な個別機器の他，各施設への必要な

ユーティリティを供給する電気設備，圧縮空気設備，給水処理設備，冷却水設備，蒸気供給設備，化学薬品貯蔵供給設備等の主要な個別機器等 

 

 

※次頁以降に示す具体的な個別機器等で，上記分類Ａ～Ｃにおいて仕様表対象設備が混在することから選定される上位の分類区分にて考え方と対象とな

るもの，対象外（基本設計方針対象）となるものが識別し易いよう個別機器等を例示する。 
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仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

（個別機器等事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別機器等事項） 

  個別機器等事項では，核燃料施設（再処理施設，廃棄物管理施設，MOX 燃料加工施設）に設置される機器等が，前項で示す基本的な考え方に該当す

る機器等の仕様を仕様表で記載するにあたり，機能，性能及び構造上の類似性を考慮し，複数の種類（機種）に区分する。 

  種類（機種）の区分は，核燃料施設の特徴と仕様表で記載すべき当該個別機器の主要な仕様項目を踏まえ類似性があるものに分けて，以下に示すと

おり区分する。 

 

(a)容器⇒主たる機能が流体保持性能（仕様表項目：容量） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，廃棄（浄化含む）機能，落下・転倒防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機

能を維持するための安全上重要な施設（常設又は可搬型）のうち，以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における火

災及び爆発防止に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備及び

可搬型重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

＜臨界防止機能，ソースターム制限機能＞ 

・単一ユニット及び複数ユニットにおいて核的制限値を設

定するもの 

・セルから液プルトニウム（低濃度のものを除く）を含む

溶液が漏えいした場合において臨界を防止するためのもの 

・臨界事故時における拡大防止及び抑制のために中性子吸

収材を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 再処理設備本体の溶解施設のよう素追出し槽，中間ポット，中継槽，可溶

性中性子吸収材緊急供給槽等，分離施設の溶解液供給槽，プルトニウム溶

液受槽，一時貯留処理槽等，精製施設のプルトニウム溶液供給槽，油水分

離槽，一時貯留処理槽等，脱硝施設のシール槽，硝酸プルトニウム貯槽等

その他再処理設備の附属施設（その他主要な事項：分析設備）の分析済溶

液受槽，セルから液プルトニウム（低濃度のものを除く）を含む溶液が漏

えいした場合において溶液を保持する漏えい液受皿等（事業変更許可申請

書の臨界安全管理表に示すもの） 

 再処理設備本体の溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合に未

臨界とするための中性子吸収材を保有する可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

【重大事故等対処設備】 

 再処理設備本体（溶解施設，精製施設）の代替可溶性中性子吸収材緊急供

給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時代替可溶性中

性子吸収材緊急供給槽，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽等 

－ 

＜閉じ込め：放射性物質の保持機能＞ 

・プルトニウム（低濃度のものを除く）を含む溶液又は粉

末を保有するもの，高レベル放射性液体廃棄物（高レベル

廃液，不溶解残渣廃液，抽出廃液等）を保有するもの 

・臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆

発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体

の急激な反応における火災及び爆発防止に対する重大事故

等への対処のうち，重大事故等を仮定する容器で設計基準

対処施設と兼用するもの 

【設計基準対処施設】 

＜プルトニウムを含む溶液又は粉末を保有するもの＞ 

 再処理設備本体の溶解施設の溶解槽，よう素追出し槽，中間ポット，リサ

イクル槽等，分離施設の溶解液中間槽，抽出塔，第１／第２洗浄塔，プル

トニウム溶液ＴＢＰ洗浄器，プルトニウム溶液中間貯槽，一時貯留処理槽

等，精製施設の第１脱ガス塔，第１酸化塔，逆抽出塔，核分裂生成物洗浄

塔，ウラン洗浄塔，ＴＢＰ洗浄器，プルトニウム溶液受槽，補助油水分離

槽，プルトニウム濃縮缶，一時貯留処理槽等，脱硝施設の混合槽，一時貯

槽，定量ポット，固気分離器，粉末ホッパ等 

＜高レベル放射性液体廃棄物を保有するもの＞ 
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仕様表対象選定手引き 参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

 再処理設備本体の溶解施設の清澄機，不溶解残渣回収槽等，分離施設のＴ

ＢＰ洗浄塔，抽出廃液受槽，一時貯留処理槽等

 放射性廃棄物の廃棄施設の液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液供給槽，

高レベル廃液濃縮缶，高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レ

ベル廃液共用貯槽等，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液混合槽，供給

槽，供給液槽，ガラス溶融炉等

【重大事故等対処設備】 

 臨界事故の発生を仮定する機器（再処理設備本体の溶解施設の溶解槽，ハ

ル洗浄槽，エンドピース酸洗浄槽，精製施設の一時貯留処理槽等）

 蒸発乾固の発生を仮定する機器（再処理設備本体の溶解施設の中間ポッ

ト，リサイクル槽，中継槽，計量・調整槽等，分離施設の溶解液供給槽，

抽出廃液中間貯槽，一時貯留処理槽等，精製施設のプルトニウム濃縮液受

槽，希釈槽，一時貯留処理槽等，脱硝施設の混合槽，一時貯槽等，放射性

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶，供給液槽，高レベル濃縮廃液貯

槽，高レベル廃液共用貯槽等 

 放射線分解により発生する水素爆発の発生を仮定する機器（再処理設備本

体の溶解施設の中継槽，計量前中間貯槽等，分離施設の抽出廃液受槽，プ

ルトニウム溶液受槽，一時貯留処理槽等，精製施設の油水分離槽，リサイ

クル槽，プルトニウム濃縮缶，一時貯留処理槽等，脱硝施設の硝酸プルト

ニウム貯槽等，放射性廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶，高レベル

濃縮廃液一時貯槽，供給槽，高レベル廃液混合槽等） 

 TBP 等の錯体の急激な反応による爆発の発生を仮定する機器（再処理設備

本体の精製施設のプルトニウム濃縮缶）

（続き） ＜閉じ込め：放出経路の維持機能，捕集・浄化機能＞ 

・冷却機能喪失による蒸発乾固が発生した際に，当該機器

から気相中に移行する放射性物質を含む廃ガスをセルへ導

出し，大気中へ放出される放射性物質を低減するためのも

の 

・臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な反応による爆発が

発生した際に，当該機器から発生する放射性物質を含む廃

ガスを貯留し，大気中へ放出される放射性物質を低減する

ためのもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 代替換気設備のセル導出設備の高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離

器，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備

（塔槽類廃ガス処理系），精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス

処理系（Pu系）），高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備

（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系）の設計基準対処施設と兼用する水封安

全器等

 代替換気設備の代替セル排気系の高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デ

ミスタ等

 代替換気設備の廃ガス貯留設備（前処理建屋用，精製建屋用）の廃ガス貯

留槽
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（続き） ＜閉じ込め：崩壊熱等の除去機能，燃料貯蔵プール等の水

位維持機能＞ 

・燃料貯蔵プール等の冷却（崩壊熱除去）を行うもの 

・燃料貯蔵プール等の水位の維持を行うもの 

・放射性物質の保持機能を有する容器等の冷却（崩壊熱除

去）を行うもの 

・蒸発乾固を防止するための冷却（崩壊熱除去）を行うも

の 

・再処理施設及び燃料加工施設の重大事故等の対処に必要

な水源を保持するもの 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設において燃料貯蔵プール等の冷却を

行うためのプール水を保持する燃料取出し設備の燃料取出しピット，燃料

仮置きピット，燃料移送設備の燃料移送水路，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プ

ール，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット，燃料送出し

設備の燃料送出しピット 

 燃料貯蔵プール等の水位を維持するための補給水を保持する補給水設備の

補給水槽 

 高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶の冷却を行うための高レベル

廃液処理設備の高レベル濃縮廃液処理系に設置されている加熱時における

凝縮水・冷却時における冷却水を保持するためのフラッシュドラム等 

【重大事故等対処設備】 

 代替安全冷却水系の水を一時的に貯留及び第１貯水槽へ移送し，排水を水

源として使用する可搬型排水受槽 

 重大事故等の対処に必要な水源を保持する水供給設備の第１貯水槽，第２

貯水槽，放水設備の大型移送ポンプ車 

 安全冷却水系（内部／外部ルー

プ）の熱膨張を緩和するための

膨張槽等（発電炉の原子炉補機

冷却設備の膨張槽のような

DBA/SA 機能は無いため） 

＜火災発生防止：水素掃気機能＞ 

・安全上重要な施設へ圧縮空気（放射線分解により発生す

る水素の掃気に使用するもの）を供給するもの 

・放射線分解により発生する水素爆発に対処するために必

要な圧縮空気を供給するもの 

・臨界事故による発生する放射線分解により発生する水素

爆発に対処するために必要な圧縮空気を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 圧縮空気設備の安全圧縮空気系から放射線分解により発生する水素を掃気

するための圧縮空気を供給する水素掃気用空気貯槽等 

【重大事故等対処設備】 

 代替安全圧縮空気系の圧縮空気を供給する圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空

気自動供給／機器圧縮空気自動供給／圧縮空気手動供給ユニット（ボン

ベ） 

 代替安全圧縮空気系の臨界事故時水素掃気系で設計基準対処施設と兼用す

る再処理設備本体用の一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系の圧縮空気貯槽 

 

＜閉じ込め：ソースターム制限機能＞ 

・セルから液体状の高レベル放射性液体廃棄物が漏えいし

た場合において溶液を保持するもの 

・セルから液体状の高レベル放射性液体廃棄物が漏えいし

た場合において沸騰を防止するための希釈水を保有するも

の 

・ガラス溶融炉の流下を停止するための冷却用空気を供給

するもの 

【設計基準対処施設】 

 溶解設備及び清澄・計量設備，高レベル廃液処理設備，高レベル廃液ガラ

ス固化設備の機器から液体状の高レベル放射性液体廃棄物が漏えいした場

合において漏えい液を保持する漏えい液受皿 

 溶解設備及び清澄・計量設備，高レベル廃液処理設備，高レベル廃液ガラ

ス固化設備の機器から液体状の高レベル放射性液体廃棄物が漏えいした場

合において沸騰を防止するための希釈水を供給する超音波洗浄槽，漏えい

液希釈水供給槽，漏えい液希釈溶液供給槽，純水中間貯槽 

 高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉の流下を停止するための冷却

用空気を供給する流下ノズル冷却用空気貯槽 
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（続き） ＜閉じ込め：グローブボックス火災防止機能＞ 

・燃料加工施設のプルトニウムを含む粉末を取り扱うグロ

ーブボックスにおいて火災が発生した場合に消火を行うも

の 

【設計基準対処施設】 

 火災防護設備のグローブボックス消火装置の消火剤を保有するボンベ 

【重大事故等対処設備】 

 代替消火設備の遠隔消火装置の消火剤を保有するボンベ 

 

＜支援機能：電源供給機能＞ 

・安全上重要な施設へ電源を供給する非常用発電機へ燃料

を供給するもの 

・重大事故等へ対処するための電源を供給する非常用発電

機へ燃料を供給するもの（緊急時対策所に係るものを含

む） 

【設計基準対処施設】 

 安全上重要な施設の機器へ電源供給を行う非常用ディーゼル発電機への燃

料を供給する重油タンク，燃料油貯蔵タンク，燃料デイタンク，燃料油サ

ービスタンク，非常用ディーゼル発電機の起動時に必要な圧縮空気を貯留

する空気だめ 

【重大事故等対処設備】 

 重大事故等対処設備へ必要な電源供給を行う可搬型発電機への燃料を供給

する補機駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽，第２軽油貯槽，軽油タンク

ローリ及び緊急時対策所に必要な電源供給を行う発電機への燃料を供給す

る重油貯槽 

 

＜支援機能：蒸気供給機能＞ 

・安全上重要な施設へ蒸気を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 セルから液体状の高レベル放射性液体廃棄物が漏えいした場合において沸

騰を防止するための特殊ポンプに蒸気供給を行う安全蒸気系ボイラの起動

時に必要な可燃性ガスを貯留するボンベ等 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

＜支援機能：圧縮空気供給機能＞ 

・安全上重要な施設へ圧縮空気（計測制御設備等に使用す

るもの）を供給するもの 

・重大事故等へ対処するための設備に圧縮空気を供給する

もの（代替安全圧縮空気系，臨界事故時水素掃気系以外に

供給するもの） 

【設計基準対処施設】 

 安全上重要な施設の計測制御設備等へ計測用の圧縮空気を供給する安全圧

縮空気系の計測制御用空気貯槽等 

【重大事故等対処設備】 

 重大事故等へ対処するための設備で廃ガス貯留処理設備の空気圧縮機，主

要弁，計装設備への計測用の圧縮空気を供給する一般圧縮空気系及び安全

圧縮空気系の空気貯槽等 

 

＜支援機能：水供給機能＞ 

・気体廃棄物の廃棄施設に係る安全上重要な施設の閉じ込

め支援として水を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 高レベル廃液ガラス固化設備の吸収塔へ水を供給する純水中間貯槽 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

＜支援機能：居住性維持機能＞ 

・事故に対処する要員の居住性を確保するうえで必要なも

の 

【設計基準対処施設】 

 ※該当する個別機器等は無い。 

【重大事故等対処設備】 

 緊急時対策所の居住性を維持するための緊急時対策建屋換気設備の加圧ユ

ニット（ボンベ） 
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Ｂ (1) 安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の廃棄（処理，廃棄，貯蔵）機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設のうち，以下に示すもの 

(2) 安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，事業変更許可申請書本文に記載している再処理，MOX 燃料加工を行うための使用済燃料又は核燃料物質等を含む溶液又は粉末等を

取り扱う設備のうち，以下に示すもの 

＜廃棄：気体廃棄物の廃棄機能，捕集・浄化機能＞ 

・ウラン又はプルトニウム（低濃度のものを含む）を含む

溶液又は粉末を保有する系統，高レベル放射性液体廃棄物

（高レベル廃液，不溶解残渣廃液，抽出廃液等）を保有す

る系統，低レベル放射性液体廃棄物及び低レベル固体廃棄

物を処理・保有・保管する系統，これら系統を収納セル及

びグローブボックスからの気体状の放射性廃棄物を処理す

るためのもの 

【設計基準対処施設】 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の NOx 吸収塔，よう素追出し塔（本文対

象） 

 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽

類廃ガス処理系），精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系

（U 系及び Pu 系），），ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃液処理建屋塔

槽類廃ガス処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（低

レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄

物焼却処理廃ガス処理系），高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処

理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理

系），分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス洗浄塔，NOx 廃ガス洗浄

塔，極低レベル廃ガス洗浄塔（本文対象），スプレイ塔，デミスタ等 

 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔，ルテニ

ウム吸着塔等 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）のうちセル及びグローブボックスの換気

を行う高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（固化セル換気系）の洗浄

塔，ルテニウム吸着塔 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・せん断処理・溶解廃ガス処理設備の

よう素追出し塔は，当該設備のよう素

フィルタで公衆に影響を及ぼす捕集・

浄化機能を担保していることを踏まえ

て基本設計方針対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

極低レベル廃ガス洗浄塔は許可整合 

廃ガス洗浄液槽は捕集・浄化した洗浄

水を保有するための容器であるため基

本設計方針対象とする。 

 

配管収納容器，二重管は主配管側で整

理 

＜廃棄：液体廃棄物の廃棄機能，捕集・浄化機能＞ 

・燃料貯蔵プール等のプール水を処理（浄化）するための

もの 

・各施設で発生する放射性液体廃棄物（アルカリ濃縮廃

液，低レベル濃縮廃液，廃溶媒，廃樹脂，分析済溶液）の

処理（浄化含む）・貯蔵するためのもの 

・放射性物質を含む溶液及び低レベル放射性液体廃棄物が

漏えいした場合において溶液を保持するもの 

 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設のプール水浄化系のろ過装置，脱塩

装置等 

 高レベル廃液濃縮設備のアルカリ廃液濃縮系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系の

アルカリ廃液供給槽，アルカリ廃液濃縮缶，アルカリ濃縮廃液貯槽等 

 低レベル廃液処理設備の低レベル廃液貯槽，低レベル廃液蒸発缶，低レベ

ル濃縮廃液貯槽，除染ピット，海洋放出前貯槽，油分除去装置，洗濯廃液

ろ過装置等 

 低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液及び廃溶媒の貯槽及び低

レベル固体廃棄物貯蔵設備の廃樹脂貯蔵系の廃樹脂貯槽等 

 その他再処理設備の附属施設の分析設備の分析済溶液受槽等  

 廃棄物管理施設の廃水貯槽 

 燃料加工施設の検査槽，廃液貯槽等 

 ウラン等の放射性物質を含む溶液及び低レベル放射性液体廃棄物が漏えい

した場合において漏えい液を保持する漏えい液受皿 

・低レベル固体廃棄物を保管するため

のドラム缶，収納缶，収納箱，空容器

等 
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【重大事故等対処設備】 

該当無し 

＜閉じ込め：放射性物質の保持機能＞ 

・業変更許可申請書本文に記載している再処理，MOX燃料

加工を行うためのウラン又はプルトニウム（低濃度のも

の）を含む溶液及び粉末等を貯留するもの 

【設計基準対処施設】 

 再処理設備本体の溶解施設の溶解設備の水バッファ槽，エンドピース水洗

浄槽，硝酸調整槽，硝酸供給槽等

 再処理設備本体の分離施設の分離設備の補助抽出廃液受槽，分配設備のウ

ラン逆抽出器，ウラン溶液 TBP洗浄器，ウラン濃縮缶供給槽，ウラン濃縮

缶，ウラン濃縮液受槽，ウラン濃縮缶凝縮液受槽等，分離建屋一時貯留処

理設備の第５，６，９，１０一時貯留処理槽等 

 再処理設備本体の精製施設のウラン精製設備のウラン溶液供給槽，抽出

器，抽出廃液 TBP 洗浄器，核分裂生成物洗浄器，逆抽出器，ウラン溶液

TBP 洗浄器，ウラン濃縮缶供給槽，ウラン濃縮缶，ウラン濃縮缶凝縮液受

槽，ウラン濃縮液第１受槽，ウラン濃縮液第１中間貯槽，ウラン濃縮液第

２受槽，ウラン濃縮液第２中間貯槽，ウラン濃縮液第３中間貯槽，リサイ

クル槽，ウラナス製造器，第１気液分離槽，第２気液分離槽，洗浄塔，ウ

ラナス溶液受槽，ウラナス溶液中間貯槽等，プルトニウム精製設備の低濃

度プルトニウム溶液受槽，ウラン逆抽出器，逆抽出液 TBP洗浄器，逆抽出

液受槽，凝縮液受槽等，精製建屋一時貯留処理設備の第２，４，５一時貯

留処理槽等 

 再処理設備本体の脱硝施設のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽，硝酸ウ

ラニル供給槽，濃縮缶，濃縮液受槽，脱硝塔，シール槽，規格外製品受

槽，UO３受槽，UO３溶解槽等，ウラン・プルトニウム混合脱硝系の凝縮廃

液ろ過器，凝縮廃液受槽，凝縮廃液貯槽等 

 再処理設備本体の酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１酸回収系の第

１，２供給槽，蒸発缶，精留塔，回収酸受槽，低レベル無塩廃液受槽，相

分離槽等，第２酸回収系の供給液受槽，供給槽，蒸発缶，精留塔，回収硝

酸受槽等，溶媒回収設備の溶媒再生系（分離・分配系，ウラン精製系，プ

ルトニウム精製系）の第１～３洗浄器等，溶媒処理系の溶媒供給槽，第

１，２蒸発缶，溶媒蒸留塔，回収希釈剤中間貯槽，回収希釈剤第１貯槽，

回収溶媒中間貯槽，回収溶媒第１貯槽，廃有機溶媒残渣中間貯槽，回収溶

媒第３貯槽等 

【重大事故等対処設備】 

該当無し 

還元ガス供給系の還元ガス供給槽，還

元ガス受槽等 

Ｃ  設計想定事象（自然現象，工場若しくは事業所内又はその周辺における核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるもの

を除く。），火災，溢水その他の核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象）において，安全上重要な施設，重大事故等対処施設，耐震重要施設等の機器等の

機能喪失を防止するものとして，安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，その他加工施設，その他再処理設備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施設の火災防護

設備，溢水防護設備，竜巻防護対策設備の他，各施設への必要なユーティリティを供給する電気設備，圧縮空気設備，給水処理設備，冷却水設備，蒸気供給設備，化学薬品貯蔵

供給設備等のうち，以下に示すもの。
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＜支援機能：電源供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ電源を供給する発電機へ燃料を

供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・再処理施設の電気設備の運転予備用

廃棄物管理施設の予備電源用ディーゼ

ル発電機は設置すること要求事項とし

ており，非常用ディーゼル発電機のよ

うに具体的な対処に必要な期間を有す

る性能を要求しているものではないた

め対象外 

＜支援機能：圧縮空気供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ圧縮空気を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・一般圧縮空気系の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設用の空気圧縮機，

空気貯槽，安全圧縮空気系のかくはん

用空気貯槽は各施設への圧縮空気供給

のために必要な設備であるが安全機能

に直接関係しないため対象外 

＜支援機能：水供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ水を供給するもの 

・安全機能を有する施設へ冷却水を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

・その他再処理設備の附属施設の給水処理設備のろ過水貯槽 

※火災防護機能に係る水源 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・給水処理設備の純水貯槽は各施設へ

の水供給のために必要な設備であるが

安全機能に直接関係しないため対象外 

・冷却水設備の一般冷却水系の膨張槽

等は各施設への圧縮空気供給のために

必要な設備であるが安全機能に直接関

係しないため対象外 

＜支援機能：蒸気供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ蒸気を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・蒸気供給設備の一般蒸気系の還水タ

ンク，ボイラ給水供給タンク，フラッ

シュタンク，凝縮水受槽，膨張槽等は

各施設への蒸気供給のために必要な設

備であるが安全機能に直接関係しない

ため対象外 

＜支援機能：化学薬品等供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ化学薬品，窒素ガス，酸素ガス

を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・化学薬品貯蔵供給設備の化学薬品貯

蔵供給系，ＮＯＸ製造設備，窒素ガス

製造供給系，酸素ガス製造供給系の化

学薬品を保有する貯槽，窒素ガス及び

酸素ガスを保有する貯槽等は各施設へ

の化学薬品等供給のために必要な設備

であるが安全機能に直接関係しないた

め対象外 

＜支援機能：火災防護（消火）機能＞ 

・火災区域を設定する安全機能を有する施設及び重大事故

等対処施設の消火を行うための消火剤を保有するもの 

【設計基準対処施設】 

・火災防護設備の消火水供給設備の消火用水貯槽，ろ過水貯槽（給水処理設備と

兼用），緊急時対策建屋の消火水供給設備の消火水槽及び防火水槽（緊急時対策

建屋用） 

・建築基準法，消防法の一般法令に基

づき設置する消火設備のうち，火災区

域を設定しない建屋の消火設備に使用

する消火設備は対象外 
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・火災防護設備の固定式消火設備の消火剤（二酸化炭素，窒素，ハロゲン化物

（HFC-227ea，ハロン 1301，FK-5-1-12），泡消火薬剤）を保有するボンベ 

【重大事故等対処設備】 

 無し 

 主配管中に設置される流体を一時的のみ保持するもの又は浄化機能等を期待しない容器（小型ポット等）は，主配管と同等の経路維持のために構造強

度を有することで適合性を示す必要がある機器は，基本設計方針及び添付書類（強度及び耐食性に関する説明書，添付図面）で示す。 

 他施設と共用する給水処理設備のろ過水貯槽，圧縮空気設備の空気貯槽，火災防護設備の消火用水貯槽，消火水槽（緊急時対策建屋用），水供給設備

の第１，２貯水槽等の主登録先は再処理施設とする。 

 

(b)運搬・製品容器⇒主たる機能がウラン・MOX粉末・放射性廃棄物保持性能（仕様表項目：容量） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能を維持するための安全上重要な施設（可搬型）のうち，以下に示すもの。 

 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失に対する重大事故等への対処機能（冷却機能，臨界防止機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能）を維持するための可搬型重大事

故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

＜臨界防止機能＞ 

・臨界管理を行うウラン酸化物粉末，MOX 粉末，使用済

燃料等を収納するもの 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための重大事故等への対

処のうち，臨界防止を行うための使用済燃料の仮置き，

を行うためのもの 

 

 

【設計基準対処施設】 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料送出し設備のバスケット 

・再処理設備本体のウラン脱硝設備の規格外製品容器，ウラン・プルトニウム

混合脱硝設備の保管容器 

・製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備のウラン酸化物貯蔵容器，貯蔵バスケ

ット，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の粉末缶，混合酸化物貯蔵容

器 

【重大事故等対処設備】 

・設計基準対処施設と兼用する使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料送

出し設備のバスケット 

・使用済燃料輸送容器は，発電事

業者等で型式認定等により製作さ

れる運搬容器であることから対象

外 

Ｂ (1) 核燃料物質等の臨界防止，廃棄（処理，廃棄，貯蔵）機能に係る安全機能を有する施設（可搬型）のうち，以下に示すもの。 

＜臨界防止機能＞ 

・臨界管理を行う MOX粉末，燃料棒等を収納するもの 

 

＜閉じ込め：廃棄・保管・散逸防止機能＞ 

・高濃縮度燃料貯蔵ラックへ使用済燃料（破損燃料を含

む）を保管するもの 

・キャスクから燃料を取り出す際に水中においてキャス

クの転倒を防止するためのもの 

・溶融ガラスを保管するもの 

・固体廃棄物を運搬するもの 

・核燃料物質を運搬するもの 

【設計基準対処施設】 

・燃料加工施設の核燃料物質の貯蔵施設，被覆施設・組立施設において MOX粉

末，ペレット，燃料棒を収納する運搬容器 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料貯蔵設備の使用済燃料収納缶 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出し設備の防染バケット 

・放射性廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備のガラス固化体容器 

・放射性廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の運搬容器（高プル

トニウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベル廃液等により汚染された廃棄物

に接触したものであって，運搬容器に補助遮蔽を使用するものに限る。） 

・MOX燃料加工施設の核燃料物質の貯蔵施設等において粉末等の核燃料物質を収

納・運搬する粉末，ペレットの収納容器，収納パレット，貯蔵マガジン，組立

マガジン 

【重大事故等対処設備】 

・低レベル固体廃棄物を運搬する

際に用いる運搬容器，少量の放射

性物質を含む分析試料等を運搬す

る際に用いる運搬容器は対象外 
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該当無し 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 ガラス溶融炉は閉じ込め機能を維持しながら運転状態で保守等を行うための特殊な保守設備（レンガ回収治具，負圧維持治具，メルタ用シャッタ等）

を有することから仕様表の注記にこれら必要な保守設備の仕様等（材料，寸法）を纏めて記載する。

(c)ろ過装置⇒主たる機能が処理性能（仕様表項目：容量(処理量)）

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ (1)安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の廃棄（処理，廃棄，貯蔵）機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設のうち，以下に示すもの

＜廃棄：液体廃棄物の廃棄機能，捕集・浄化機能＞ 

・燃料貯蔵プール等のプール水を処理（浄化）するための

もの 

・各施設で発生する低レベル放射性液体廃棄物の処理（浄

化含む）するためのもの 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設のプール水浄化系のろ過装置，脱塩

装置等

 低レベル廃液処理設備のろ過装置，脱塩装置

 MOX 燃料加工施設の放射性廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備及び

その他の加工施設の分析済液処理装置のろ過装置

【重大事故等対処設備】 

該当無し 

・低レベル固体廃棄物を保管するため

のドラム缶，収納缶，収納箱，空容器

等 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

(d)熱交換器⇒主たる機能が加熱・冷却性能（仕様表項目：設計熱交換量，伝熱面積，冷却空気流量，蒸気発生量）

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における閉じ込め機能（冷却），安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以下に示すもの。

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応におけ

る火災及び爆発防止に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処

設備及のうち，以下に示すもの。

＜閉じ込め：崩壊熱等の除去機能＞ 

・燃料貯蔵プール等の冷却（崩壊熱除去）を行うもの

・容器又は固化セル内の冷却（崩壊熱除去）を行うもの

・蒸発乾固を防止するための冷却（崩壊熱除去）を行う

もの

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設において燃料貯蔵プール等の冷却を

行うためのプール水冷却系の熱交換器

 その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系の冷却塔，熱交

換器，冷水冷凍機，安全冷水冷却器

【重大事故等対処設備】 

 蒸発乾固の発生を仮定する機器に附属する冷却コイル，冷却ジャケット

（再処理設備本体の溶解施設の中間ポット，リサイクル槽，中継槽，計

量・調整槽等，分離施設の溶解液供給槽，抽出廃液中間貯槽，一時貯留処

理槽等，精製施設のプルトニウム濃縮液受槽，希釈槽，一時貯留処理槽

等，脱硝施設の混合槽，一時貯槽等，放射性廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶，供給液槽，高レベル濃縮廃液貯槽，高レベル廃液共用貯槽

崩壊熱除去に係らない安全冷却水

系に補助的に設置する冷凍機，熱

交換器 
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等） 

＜閉じ込め：捕集・浄化機能＞ 

・冷却機能喪失による蒸発乾固の際に発生した際に，廃

ガスを冷却して除湿することにより，廃ガス中の放射性

トリチウム，揮発性ルテニウム等を除去するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 代替換気設備の凝縮器，予備凝縮器 

 

＜支援機能：冷却機能＞ 

・臨界事故時における拡大防止，TBP等の錯体の急激な

反応における火災及び爆発防止に対する重大事故等への

対処機能に係る支援として冷却を行うもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 放射性廃棄物の廃棄施設の廃ガス貯留設備の空気圧縮機の冷却を行うため

の冷却水を冷却する一般冷却水（各建屋換気空調用）の冷却塔，熱交換器 

 

＜支援機能：捕集・浄化機能＞ 

・廃ガス中の放射性よう素を除去するために加熱を行う

もの 

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設備のよう素除去

を行うため設置する加熱器（電気ヒータ） 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

＜支援機能：蒸気供給機能＞ 

・安全上重要な施設へ蒸気を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 セルから液体状の高レベル放射性液体廃棄物が漏えいした場合において沸

騰を防止するための特殊ポンプに蒸気供給を行う安全蒸気系ボイラ 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

Ｂ (1)安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の廃棄（浄化含む）機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設のうち，以下に示すもの 

＜廃棄：捕集・浄化機能＞ 

・廃ガスを冷却して除湿することにより，廃ガス中の放

射性トリチウムを除去するもの 

・廃ガス中の放射性よう素を除去するために加熱を行う

もの 

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）のせん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔

槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類

廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系），精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

（塔槽類廃ガス処理系：ウラン系，プルトニウム系），ウラン脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処

理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣

廃液廃ガス処理系，高レベル濃縮廃液廃ガス処理系），低レベル廃液処理

建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備（低レベル濃縮廃液廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃

棄物焼却処理廃ガス処理系），分析建屋塔槽類廃ガス処理設備），高レベル

廃液ガラス固化廃ガス処理設備の凝縮器 

 塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽

類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系），精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備（塔槽類廃ガス処理系：プルトニウム系），ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理系，高レベル濃縮廃液廃ガス処理

廃ガスの浄化に係らない換気・空

調，製品製造・廃液処理等の機器

加熱・冷却用の冷却塔，冷凍機，

熱交換器（加熱コイル，加熱ジャ

ケット，凝縮器，冷却器，冷却コ

イル，冷却ジャケット，温水加熱

器，蒸気発生器，一般蒸気系ボイ

ラ等）は除く。 
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系），低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃棄物処理

建屋塔槽類廃ガス処理設備（低レベル濃縮廃液廃ガス処理系，廃溶媒処理

廃ガス処理系），高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の加熱器 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

＜支援機能：水供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ冷却水を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・冷却水設備の一般冷却水系のう

ち，分類 A以外の各建屋空調用，

使用済燃料輸送容器管理建屋用，

再処理設備本体用，運転予備用デ

ィーゼル発電機用，再処理設備本

体の運転予備負荷用の冷却塔，冷

凍機，熱交換器，冷却器等は各施

設への冷却水供給のために必要な

設備であるが安全機能に直接関係

しないため対象外 

＜支援機能：蒸気供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ蒸気（温水）を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 無し 

【重大事故等対処設備】 

 無し 

・蒸気供給設備の一般蒸気系の熱

交換器，温水加熱器等は各施設へ

の蒸気供給のために必要な設備で

あるが安全機能に直接関係しない

ため対象外 

 容器等の一部である冷却を行う冷却コイル，冷却ジャケット等は，熱交換器に係る仕様項目を当該容器の仕様表に纏めて記載する。 

 容器等の一部である加熱を行う蒸発缶（加熱部）は，熱交換器に係る仕様項目を当該容器の仕様表にまとめて記載する。 

 冷却塔／冷凍機／ボイラのようなユニット品である場合は，当該熱交換器に係る仕様表に関連する仕様項目を纏めて記載する。 

 

(e)ポンプ⇒主たる機能は供給性能（容量（供給流量），吐出圧力，揚程） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設又は可搬型）のうち，

以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応におけ

る火災及び爆発防止に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処

設備及び可搬型重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

＜臨界防止機能＞ 

・単一ユニットにおいて核的制限値（形状寸法）を設定

するもの 

 

【設計基準対処施設】 

 再処理設備本体の精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮液

ポンプ，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系の一時貯

槽ポンプ，漏えい液移送ポンプ 

－ 
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 その他再処理設備の附属施設の分析設備の分析残液受槽ポンプ，分析残液

受槽濃縮工程移送ポンプ，分析済溶液受槽ポンプ，濃縮液受槽ポンプ，濃

縮液供給槽ポンプ，抽出残液受槽濃縮工程移送ポンプ，抽出液受槽かくは

んポンプ，分析残液希釈槽ポンプ，凝縮液受槽ポンプ，抽出液受槽ポンプ 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

＜閉じ込め：崩壊熱等の除去機能，燃料貯蔵プール等の

水位維持機能＞ 

・燃料貯蔵プール等の冷却（崩壊熱除去）を行うもの 

・燃料貯蔵プール等の水位の維持を行うもの 

・容器又は固化セル内の冷却（崩壊熱除去）を行うもの 

 

・燃料貯蔵プール等の損傷による冷却機能を喪失した場

合の重大事故対処として冷却を行うもの 

・蒸発乾固を防止するための冷却（崩壊熱除去）を行う

もの 

 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設において燃料貯蔵プール等の冷却の

循環を行うためのプール水冷却系ポンプ 

 燃料貯蔵プール等の水位を維持するための補給水を供給する補給水設備の

補給水設備ポンプ 

 その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系（外部ループ／内部ループ）

の冷却水循環ポンプ 

 放射性廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の冷水

循環ポンプ（安全冷水系） 

【重大事故等対処設備】 

 代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ 

 

＜閉じ込め：放出抑制機能＞ 

・重大事故等が発生した場合に大気への放射性物質の放

出を抑制するための水を供給するもの 

 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 その他再処理設備の附属施設の放出抑制設備の放水設備の大型移送ポンプ

車 

 

（続き） ＜閉じ込め：ソースターム制限機能＞ 

・セルから液体状の高レベル放射性液体廃棄物が漏えい

した場合において溶液を回収するもの 

 

【設計基準対処施設】 

 セルから液体状の高レベル放射性液体廃棄物が漏えいした場合において沸

騰を防止するために漏えい液を回収するためのポンプ（駆動源が電源のも

の），スチームジェットポンプ（駆動源が蒸気のもの） 

 

＜支援機能：電源供給機能＞ 

・安全上重要な施設へ電源を供給する非常用発電機へ燃

料を供給するもの 

・重大事故等へ対処するための電源を供給する非常用発

電機へ燃料を供給するもの（緊急時対策所に係るものを

含む） 

【設計基準対処施設】 

 安全上重要な施設の機器へ電源供給を行う非常用ディーゼル発電機への燃

料を供給する燃料移送ポンプ，燃料油移送ポンプ 

【重大事故等対処設備】 

 緊急時対策所に必要な電源供給を行う緊急時対策建屋用発電機への燃料を

供給する燃料油移送ポンプ 

ドラム缶から発電機等へ燃料を補

給する際に使用する可搬型のハン

ドポンプ 

＜支援機能：蒸気供給機能＞ 

・安全上重要な施設へ蒸気を供給ための水を供給するも

の 

【設計基準対処施設】 

 その他再処理設備の附属施設の蒸気供給設備の安全蒸気系の安全蒸気ボイ

ラへ蒸気を発生させるための水を供給する給水ポンプ 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

127



仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜支援機能：冷却機能＞ 

・臨界事故時における拡大防止，TBP等の錯体の急激な

反応における火災及び爆発防止に対する重大事故等への

対処機能に係る支援として冷却を行うもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 放射性廃棄物の廃棄施設の廃ガス貯留設備の空気圧縮機の冷却を行うため

の冷却水を供給する一般冷却水（各建屋換気空調用）の冷却水循環ポンプ 

 

Ｂ (1)安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の廃棄（浄化含む）機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設のうち，以下に示すもの 

＜廃棄：気体廃棄物の廃棄機能，捕集・浄化機能＞ 

・ウラン又はプルトニウム（低濃度のものを含む）を含

む溶液又は粉末を保有する系統からの気体状の放射性廃

棄物を処理するためのもの 

【設計基準対処施設】 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（溶媒廃ガス処理系）の真空ポンプ 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

＜廃棄：液体廃棄物の廃棄機能，捕集・浄化機能＞ 

・燃料貯蔵プール等のプール水を処理（浄化）するため

のもの 

・低レベル放射性液体廃棄物を海洋へ放出するためのも

の 

・放射性液体廃棄物を処理するためのもの 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設のプール水浄化系のプール水浄化系

ポンプ 

 低レベル廃液処理設備の海洋放出系の海洋放出ポンプ 

 MOX 燃料加工施設の放射性廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備及び

その他の加工施設の分析済液処理装置のポンプ 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・製品製造，処理等の安全機能に

関係しない溶液移送等を行うポン

プは安全機能に直接関係しないた

め対象外 

Ｃ  設計想定事象（自然現象，工場若しくは事業所内又はその周辺における核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。），火災，溢水その他の核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象）において，安全上重要な施設，重大事故等対処施設，耐震重要施設等の

機器等の機能喪失を防止するものとして，安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，その他加工施設，その他再処理設備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施

設の火災防護設備，溢水防護設備，竜巻防護対策設備の他，各施設への必要なユーティリティを供給する電気設備，圧縮空気設備，給水処理設備，冷却水設備，蒸気供給設

備，化学薬品貯蔵供給設備等のうち，以下に示すもの。 

＜支援機能：電源供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ電源を供給する発電機へ燃料

を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・再処理施設の電気設備の運転予

備用廃棄物管理施設の予備電源用

ディーゼル発電機は設置すること

要求事項であり，非常用ディーゼ

ル発電機のように具体的な対処に

必要な期間を有する性能を要求し

ているものではないため対象外 

＜支援機能：水供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ水を供給するもの 

・安全機能を有する施設へ冷却水を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・給水処理設備のろ過水貯槽，純

水貯槽は各施設への水供給及び消

火用水貯槽への水を補給するため

のポンプはあるが安全機能に直接

関係しないため対象外 

※水源多様化のためのろ過水供給

はポンプを使用しない。 

・冷却水設備の一般冷却水系のう
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ち，分類 A以外の各建屋空調用，

使用済燃料輸送容器管理建屋用，

再処理設備本体用，運転予備用デ

ィーゼル発電機用，再処理設備本

体の運転予備負荷用の各施設への

冷却水供給のために必要なポンプ

はあるが安全機能に直接関係しな

いため対象外 

＜支援機能：蒸気供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ蒸気（温水）を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・蒸気供給設備の一般蒸気系の還

水，復水（凝縮水），温水等を移送

するポンプはあるが安全機能に直

接関係しないため対象外 

＜支援機能：化学薬品等供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ化学薬品，窒素ガス，酸素ガ

スを供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・化学薬品貯蔵供給設備の化学薬

品貯蔵供給系，ＮＯＸ製造設備，窒

素ガス製造供給系，酸素ガス製造

供給系の化学薬品を保有する貯

槽，窒素ガス及び酸素ガスを保有

する貯槽から各施設への化学薬品

等供給するためのポンプはあるが

安全機能に直接関係しないため対

象外 

（続き） ＜支援機能：火災防護（消火）機能＞ 

・火災区域を設定する安全機能を有する施設及び重大事

故等対処施設の消火を行うための消火剤（水）を供給す

るもの 

【設計基準対処施設】 

 火災防護設備の消火水供給設備の消火用水貯槽，緊急時対策建屋の消火水

供給設備の消火水槽から水を屋内／屋外消火栓設備等への水を供給するた

めのディーゼル駆動消火ポンプ，電動機駆動消火ポンプ 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・消火配管の系統内圧力を維持す

る圧力調整用消火ポンプは対象

外。 

＜支援機能：地下水位の維持機能＞ 

・耐震重要施設等の建物・構築物の地下水位を維持する

ためのもの 

【設計基準対処施設】 

 耐震重要施設等に附属する地下水排水設備のポンプ 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・耐震重要施設等の建物・構築物

の地下水位を維持するためのポン

プは安全機能（設計基準事故又は

重大事故等対処）に直接関係しな

いため対象外 

 他施設と共用する消火設備の消火剤（水）を供給するポンプの主登録先は再処理施設とする。 

 

(f)圧縮機⇒主たる機能は供給性能（容量（供給流量），吐出圧力） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における火災及び爆発防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止， TBP 等の錯体の急激な反応における火災及び爆発防止に対する重大事
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故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

のうち，以下に示すもの。 

＜火災発生防止：水素掃気機能＞ 

・安全上重要な施設へ圧縮空気（放射線分解により発生

する水素の掃気に使用するもの）を供給するもの 

・放射線分解により発生する水素爆発に対処するために

必要な圧縮空気を供給するもの 

・臨界事故による発生する放射線分解により発生する水

素爆発に対処するために必要な圧縮空気を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮空気系から放射線

分解により発生する水素を掃気するための圧縮空気を供給する空気圧縮機 

【重大事故等対処設備】 

 その他再処理設備の附属施設の代替安全圧縮空気系から圧縮空気を供給す

る可搬型空気圧縮機 

 代替安全圧縮空気系の臨界事故時水素掃気系で設計基準対処施設と兼用す

る再処理設備本体用の一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系の空気圧縮機 

 

＜支援機能：圧縮空気供給機能＞ 

・安全上重要な施設へ圧縮空気（計測制御設備等に使用

するもの）を供給するもの 

・重大事故等へ対処するための設備に圧縮空気を供給す

るもの（代替安全圧縮空気系，臨界事故時水素掃気系以

外に供給するもの） 

【設計基準対処施設】 

 安全上重要な施設の計測制御設備等へ計測用の圧縮空気を供給するその他

再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮空気系の空気圧縮機 

【重大事故等対処設備】 

 重大事故等へ対処するための設備で廃ガス貯留処理設備の空気圧縮機，主

要弁，計装設備への計測用の圧縮空気を供給する設計基準対処施設と兼用

する再処理設備本体用の一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系の空気圧縮機 

 

 

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

＜支援機能：圧縮空気供給機能＞ 

・安全機能を有する施設へ圧縮空気を供給するもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

・一般圧縮空気系の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設用の空気

圧縮機，運転予備用の負荷へ圧縮

空気を供給する空気圧縮機は当該

施設への圧縮空気供給のために必

要な設備であるが安全機能に直接

関係しないため対象外 

・一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系の計測制御用の空気を製造す

るための除湿機は安全機能と直接

関係しないことから対象外 

・圧縮空気設備以外で個別に設置

する機械装置駆動用，発電機始動

用等の空気圧縮機は安全機能に直

接関係しないため対象外 

 他施設と共用する圧縮機の主登録先は再処理施設とする。 
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(g)ファン⇒主たる機能は廃棄・換気性能（容量（排気風量），空気流入率） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，廃棄（浄化含む）機能，落下・転倒防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支

援機能を維持するための安全上重要な施設（常設又は可搬型）のうち，以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止に対する重大事故等への対処機能

（溶液保持，冷却機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備のうち，以下に示

すもの。 

＜閉じ込め：排気機能＞ 

・プルトニウム（低濃度のものを除く）を含む溶液又は

粉末を保有するもの，高レベル放射性液体廃棄物（高レ

ベル廃液，不溶解残渣廃液，抽出廃液等）を保有する系

統及びこれら系統を収納するセル及びグローブボックス

からの気体状の放射性廃棄物を大気中へ放出される放射

性物質の抑制・低減を目的として排気するもの 

・重大事故等により大気中へ放出される放射性物質の抑

制・低減を目的として放射性気体廃棄物を排気するもの 

・重大事故等で核燃料物質等を閉じ込める機能の回復と

して工程室からグローブボックス排気経路への気流を確

保するもの 

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）のせん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔

槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類

廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系，パルセータ廃ガス処理系），精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系：プルトニウム系，パル

セータ廃ガス処理系），ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス

処理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残

渣廃液廃ガス処理系，高レベル濃縮廃液廃ガス処理系），高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備の排風機 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の前処理建屋換気設備，分離建屋換気設

備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備，高

レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のセル及びグローブボックスからの排

気を行う排風機 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の前処理建屋換気設備，分離建屋換気設

備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備，高

レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の汚染のおそれのある区域からの排気

を行う排風機 

 MOX 燃料加工施設の放射性廃棄物の廃棄施設（気体）のグローブボックス

排気設備の排風機，窒素循環設備の窒素循環ファン 

【重大事故等対処設備】 

 代替換気設備の代替セル排気系の可搬型排風機 

 MOX 燃料加工施設の放射性廃棄物の廃棄施設の代替グローブボックス排気

設備の可搬型排風機付きフィルタユニット 

 

（続き） ＜保管廃棄：崩壊熱除去機能＞ 

・プルトニウムを含む粉末を保有する貯蔵ピット等の冷

却を行うもの 

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備の貯蔵室の排気を行う排風機 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

＜支援機能：居住性維持機能＞ 

・設計基準事故，重大事故等に対処する要員の居住性を

確保するうえで必要なもの 

【設計基準対処施設】 

 計測制御系統施設の制御建屋中央制御室換気設備の送風機 

【重大事故等対処設備】 

・制御室の居住性維持に排風機は

関係しないため対象外？ 
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 計測制御系統施設の代替制御建屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の可搬型送風機，設計基準対処施設と兼用

する制御建屋中央制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の送風機

 緊急時対策所の緊急時対策建屋換気設備の送・排風機

Ｂ (1)安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の廃棄（浄化含む）機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設のうち，以下に示すもの

＜廃棄・換気：排気機能＞ 

・ウラン・プルトニウム（低濃度のものを）を含む溶液

又は粉末を保有するもの，低レベル放射性廃棄物を保有

する系統及びこれら系統を収納する室及びフード，収納

管等からの気体状の放射性廃棄物を大気中へ放出される

放射性物質の抑制・低減を目的として排気するもの 

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽

類廃ガス処理系：ウラン系），ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，低

レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽

類廃ガス処理設備（低レベル濃縮廃液廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処

理系，雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系），チャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備，分析建屋塔槽類廃ガス

処理設備），高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の排風機 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換気

設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設

備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備，分析

建屋換気設備，汚染のおそれのある区域の排気・換気を行う建屋排風機，

フード等の排気・換気を行うフード排風機，ガラス固化体を収納する収納

管の排気・換気を行う収納管排風機 

 MOX 燃料加工施設の放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の建屋排気設備，工

程室排気設備の排風機

【重大事故等対処設備】 

該当無し 

・廃棄・換気・崩壊熱除去機能に

係らない換気・空調用の送風機は

対象外 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。

132



仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

Ｂ．主要弁 

主配管に施設する弁のうち，「原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離弁」，「原子炉非常停止信号又は工学的安全施

設等起動（作動）信号により直接作動する自動操作弁（原

子炉格納容器バウンダリの隔離弁を含む。）」及び「加圧

水型発電用原子炉施設の主蒸気逃がし弁（設置許可基準

規則第２条第２項第１４号の重大事故等対処設備とし

て最終的な熱の逃がし場へ輸送する設備として機能す

るもの）」をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (h)主要弁⇒主たる機能は開閉性能（仕様表項目：閉止時間） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常

設）のうち，以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における

火災及び爆発防止に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備

のうち，以下に示すもの。 

 ＜プロセス量等の維持機能＞ 

＜ソースターム制限機能＞ 

・火災，爆発及び臨界防止，閉じ込め等のために核的・熱

的・化学的制限値等による安全保護動作を行う計測制御系

統施設等からの自動操作信号により作動するもの 

・重大事故等への対処のために必要な安全保護動作を行う

計測制御系統施設等からの自動操作信号により作動するも

の 

 

【設計基準対処施設】 

 計測制御系統施設（計測制御設備，安全保護回路）及び警報設備等からの

安全保護動作信号により作動する弁・ダンパ 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設のプール水冷却系及び補給水設備

のプール水又は補給水の異常漏出防止を行う遮断弁 

・再処理設備本体の溶解設備の溶解槽の臨界事故の拡大を防止するための

可溶性中性子吸収材緊急供給弁 

・再処理設備本体の分配設備のプルトニウム分配塔からプルトニウム洗浄

器への有機溶媒の供給を停止する遮断弁，ウラン濃縮缶の加熱を停止する

ための遮断弁 

・再処理設備本体のプルトニウム精製設備の逆抽出塔の加熱用の温水供給

を停止する遮断弁，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止するための遮断弁 

・再処理設備本体の酸回収設備の第２酸回収系の蒸発缶の加熱を停止する

ための遮断弁 

・再処理設備本体のウラン脱硝設備の脱硝塔への硝酸ウラニル濃縮液の供

給を停止する遮断弁 

・再処理設備本体の，蒸発缶等の加熱停止遮断弁，流下停止系の冷却空気

供給弁，建屋給気閉止ダンパ，固化セル隔離ダンパ，硝酸ウラニル濃縮液

供給停止系の遮断弁，還元ガス供給系の遮断弁，プール水又は冷却水の異

常漏出防止を行う遮断弁，プルトニウム洗浄器停止系 

 MOX 燃料加工施設のグローブボックス内の火災感知信号により作動する火

災防護設備の延焼防止ダンパ及びピストンダンパ 

 MOX 燃料加工施設のその他の加工施設の水素・アルゴン混合ガス設備の水

素・アルゴン混合ガス濃度異常遮断弁 

【重大事故等対処設備】 

 計測制御系統施設（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路，重大事故時供給停止回路）からの安全保護動

作信号により作動する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系の可溶性中性子吸収材供給弁の他，プルトニウム

濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供給液停止弁，廃ガス

貯留設備の隔離弁 
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Ｃ．安全弁及び逃がし弁 

通常運転状態，工学的安全施設の作動状態又は重大事故

等対処設備の作動状態において，容器又は主配管の過圧

破損を防止するために設置する安全弁又は逃がし弁を

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜閉じ込め：放出経路の維持機能＞ 

＜閉じ込め：崩壊熱除去機能＞ 

・計測制御系統施設等からの自動操作信号により作動する

弁，ダンパ以外で，設計基準事故への対処及び当該系統の

安全機能を維持するために必要な主配管に設置する弁のう

ち，安全評価上その機能，性能（バウンダリ含む）を期待

しているもの 

・計測制御系統施設等からの自動操作信号により作動する

弁，ダンパ以外で，重大事故等への対処のために必要な主

配管に設置する弁のうち有効性評価上その機能，性能（バ

ウンダリ含む）を期待しているもの 

【設計基準対処施設】 

 高レベル廃液ガラス固化設備の溶融ガラスの漏えい時における固化セル圧

力放出系からの放出を行うために作動する逆止弁 

 プール水冷却系又は安全冷却水系の機能維持の観点から下位クラスとの接

続部に設置され冷却水の異常な漏出を防止するために作動する逆止弁 

 高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮缶への加熱蒸気と冷却水の供給を切

り替える切替弁 

【重大事故等対処設備】 

 放射線分解により発生する水素の発生防止のために代替安全圧縮空気系の

圧縮空気自動供給槽から所定の圧力又は流量で水素掃気用の空気を供給す

るために作動する減圧弁 

 

Ｂ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能等を維持するための安全機能を有する施設（常設）のうち，以下に示すもの。 

＜プロセス量等の維持機能＞ 

・核的・熱的・化学的制限値等による計測制御系統施設等

からのインターロック動作信号により作動するもの 

【設計基準対処施設】 

 計測制御系統施設（計測制御設備）及び警報設備等からのインターロック

動作信号により作動する弁・ダンパのうち以下のもの 

・再処理設備本体の分離設備の溶解槽の臨界事故の拡大を防止するための

可溶性中性子吸収材緊急供給弁（抽出塔の停止系，補助抽出器の停止系） 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

 

(i)安全弁及び逃がし弁⇒主たる機能は過圧防止性能（仕様表項目：吹出圧力，吹出量） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以

下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応におけ

る火災及び爆発防止に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処

設備のうち，以下に示すもの。 

 通常運転状態，安全上重要な施設の作動状態又は重大事

故等対処設備の作動状態において，容器又は主配管の過

圧破損を防止するために使用時に密閉過圧状態で使用さ

れる系統に設置する安全弁又は逃し弁 

 

＜閉じ込め：放出経路の維持機能，捕集・浄化機能＞ 

・臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な反応による爆発

が発生した際に，当該機器から発生する放射性物質を含

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 重大事故時において放射線分解により発生する水素の発生防止のために代

替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給槽等から水素掃気用の空気を供給す

る系統の容器又は主配管の過圧破損を防止するために設置する安全弁及び

逃がし弁 

 臨界事故時における拡大防止又は TBP等の錯体の急激な反応における火災

過圧状態にならない系統に設置さ

れる安全弁及び逃がし弁は対象外 

労安法に基づき設置している安全

弁及び逃がし弁は対象外 
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Ａ．主配管 

通常運転状態，工学的安全施設の作動状態又は重大事

故等時においてその配管が属する系統に求める主たる

機能を果たすために本流が流れる配管をいう。使用済樹

脂移送配管のように，流体が常時流れないものも含むこ

ととする。 

ただし，放射線管理施設の換気設備においては，事故

時において公衆並びに中央制御室，緊急時制御室及び緊

急時対策所の従事者等の放射線障害の防止の機能とし

て必要なもので他の設備に属さないものとする。 

 

 

本流が流れる箇所の管継手も主配管とし，要目表に記

載する必要があるが，クラス３管，重大事故等クラス３

管又は発電用火力設備に関する技術基準を定める省令

（平成９年通商産業省令第５１号。以下「火力省令」と

いう。）を準用する管に接続する管継手であって，ＪＩ

Ｓ規格若しくは設計・建設規格に適合し，管と同等以上

の肉厚を有するもの又はそれらと同等の保安水準の確

保が達成できるものにあっては，要目表への記載を必要

としないこととする。 

また，クラス１管，クラス２管，重大事故等クラス１

管又は重大事故等クラス２管であって，母管から分岐す

る主配管に接続するための管台については，要目表に明

記することとする。 

テストライン，ミニマムフロ－ライン，バイパスライン

（沸騰水型発電用原子炉施設に係るタービンバイパス

ラインは除く。），循環ライン（容器の撹拌を目的とする

ライン），ドレンライン，ベントライン及び計装ライン

は主たる機能を果たすために本流が流れる配管ではな

む廃ガスを貯留し，大気中へ放出される放射性物質を低

減するためのもの 

及び爆発の拡大防止として代替換気設備の廃ガス貯留設備において発生し

た廃ガスを貯留する容器及び主配管の過圧破損を防止するための安全弁及

び逃がし弁 

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

 

 (j)主配管⇒主たる機能は経路維持性能（仕様表項目：最高使用温度，最高使用圧力） 

分類 対象（考え方） 対象外の例 

共通 ・通常運転状態，安全上重要な施設の作動状態又は重大事故時等において，その配

管が属する系統に求める主たる機能を果たすために本流が流れる常設又は可搬型の

配管（減衰器含む），ダクト，ホースとする。液体状の放射性廃棄物の移送配管の

ように，流体が常時流れないものも含むこととする。 

・計測制御系統施設及びその他再処理設備の附属施設等の制御室換気設備，緊急時

対策建屋の換気設備においては，設計基準事故及び重大事故等時において公衆並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室及び緊急時対策所の

従事者等の放射線障害の防止の機能として必要なもので，気体状の放射性物質を含

む気体廃棄物の廃棄施設の換気設備に属さない換気設備の常設又は可搬型のダクト

とする。 

・各設備の保守を行う際に使用するテストライン，主配管へ流体を流す際に一部エア抜き等

のための流体が流れるミニマムフローライン，非定常の流体の移送及び機器等の保守を行う

際に流体を流すバイパスライン，容器の攪拌を目的とする循環ライン，保守時において主配

管中の流体を排出するためにドレンライン，ベントライン，計測用空気が流れる計装ライン

（放射線監視設備のモニタリング設備の計測ライン含む），流体が容器に過剰供給された際

に連結されている容器へ流体を流すための非定常オーバーフローライン，溶液の液性状を調

整するための試薬等を供給する試薬・水・蒸気供給ライン（崩壊熱除去機能に係るものを除

く），溶液の分析溶液を採取するための分析採取ライン，一般ユーティリティ設備であって

当該流体の供給が安全機能維持及び重大事故等の対処に関係しない機器等へ供給する配管

は，主たる機能を果たすために本流が流れる配管ではないため対象外 

・閉じ込め（廃棄，換気等）又は居住性維持に関係しない換気設備のダクトは対象外 

 管継手及び管台については，原則として，JIS規格品又は JIS規格相当品の場合は，仕様表への記載を必要としないこととし，特殊な異材継手等の管

継手及び管台については，仕様表へ記載し，系統図において必要な仕様（外径，厚さ及び材料等）を記載することとする。（管継手の扱いについては，

別添３を参照。） 

 主配管からの分岐部は，主配管の管台として必要に応じて評価対象となる。評価対象で必要となる管台の仕様は，添付書類（強度及び耐食性に関する

説明書，系統図）で外径，厚さ及び材料等を記載する。 
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いため主配管にはならないが，主配管からの分岐部は主

配管の管台として必要に応じて評価対象となるほか，系

統図において必要な仕様（外径，厚さ及び材料等）を記

載することとする。 

 

Ｄ．フィルター 

規則別表第２において「公衆の放射線障害の防止を目

的として設置するものに限る。」又は「従事者等の放射

線防護を目的として設置するものに限る。」とされてお

り，気体状の放射性よう素を除去するよう素（チャコー

ル）フィルター及び放射性微粒子を除去する微粒子（高

性能粒子）フィルターを記載する必要がある。 

「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」

としては，環境へ排気することを想定した系統（循環運

転が基本であっても排気筒等へ接続する排気系統を有

するものを含む。）で，放射性物質の放出を抑制，低減，

又は除去するために設置するものとする。ただし，「従

事者等の放射線防護を目的として設置するもの」として

給気側に設置するものは「公衆の放射線障害の防止を目

的として設置するもの」には含めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(k)フィルタ⇒主たる機能は浄化性能（仕様表項目：除去効率） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，通

常運転時，設計基準事故時において「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設置するもの」として

以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応におけ

る火災及び爆発防止に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処

設備及び可搬型重大事故等対処設備のうち，「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設置するも

の」として以下に示すもの。 

＜閉じ込め：捕集・浄化機能＞ 

・プルトニウム（低濃度のものを除く）を含む溶液又は

粉末を保有するもの，高レベル放射性液体廃棄物（高レ

ベル廃液，不溶解残渣廃液，抽出廃液等）を保有する系

統及びこれら系統を収納するセル及びグローブボックス

からの気体状の放射性廃棄物を大気中へ放出される放射

性物質の抑制・低減を目的として気体状の放射性よう

素，放射性微粒子を除去するもの 

・重大事故等により大気中へ放出される放射性物質の抑

制・低減を目的として気体状の放射性微粒子を除去する

もの 

・重大事故等における核燃料物質等を閉じ込める機能の

回復として工程室からグローブボックス排気経路への気

流を確保するもの 

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）のせん断処理・溶解廃ガス処理設備のよ

う素フィルタ，高性能粒子フィルタ 

 塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽

類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系，パルセータ廃ガス処理系），精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系：プルトニウム系，パ

ルセータ廃ガス処理系），ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備（不溶解

残渣廃液廃ガス処理系，高レベル濃縮廃液廃ガス処理系），高レベル廃液

ガラス固化廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の前処理建屋換気設備，分離建屋換気設

備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備，高

レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のセル及びグローブボックスからの排

気を行う換気設備のグローブボックス・セル排気フィルタユニットの高性

能粒子フィルタ 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の前処理建屋換気設備，分離建屋換気設

備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備，高

レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の汚染のおそれのある区域からの排気

を行う換気設備の建屋排気フィルタユニットの高性能粒子フィルタ 

 MOX 燃料加工施設のグローブボックス排気設備の排気フィルタユニット，

給気フィルタ及び排気フィルタ並びに工程室排気設備の排気フィルタユニ

ットの高性能エアフィルタ 

【重大事故等対処設備】 

 代替換気設備のセル導出設備のセル導出ユニットフィルタ，代替セル排気

放射性よう素，放射性微粒子の除

去効率に関係しないミストフィル

タ等は対象外 
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系の可搬型フィルタ，設計基準対処施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系：プル

トニウム系），精製建屋換気設備のセル排気フィルタユニットの高性能粒

子フィルタ 

 MOX 燃料加工施設の代替グローブボックス排気設備の可搬型フィルタユニ

ット 

＜支援機能：居住性維持機能＞ 

・設計基準事故，重大事故等に対処する要員の居住性を

確保するうえで放射性微粒子を除去するもの必要なもの 

【設計基準対処施設】 

 計測制御系統施設の制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室フィルタユ

ニットの高性能粒子フィルタ 

【重大事故等対処設備】 

 計測制御系統施設の代替制御建屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の設計基準対処施設と兼用する中央制御室

フィルタユニット及び制御室フィルタユニットの高性能粒子フィルタ 

 緊急時対策所の緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィルタユニッ

トの高性能粒子フィルタ 

 

Ｂ (1)通常運転時において核燃料物質等の廃棄（浄化含む）機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設から「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる

限り低くすること）を目的として設置するもの」のうち，以下に示すもの 

＜廃棄：捕集・浄化機能＞ 

・ウラン・プルトニウム（低濃度のものを）を含む溶液

又は粉末を保有するもの，低レベル放射性廃棄物を保有

する系統及びこれら系統を収納する室及びフード，収納

管等からの気体状の放射性廃棄物を大気中へ放出される

放射性物質の抑制・低減を目的として気体状の放射性よ

う素，放射性微粒子を除去するもの 

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分

離建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系），精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系：プルトニウム系），ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋

塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理系，高レベル濃縮廃液

廃ガス処理系）高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備のよう素フィルタ 

 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系：ウラン系），ウラ

ン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（低レベル濃縮廃

液廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄物焼却処理廃ガス

処理系，塔槽類廃ガス処理系），チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃

ガス処理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ 

 放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換気

設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設

備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備，分析

建屋換気設備，汚染のおそれのある区域の排気・換気を行う建屋排風機，

放射性よう素，放射性微粒子の除

去効率に関係しないよう素フィル

タ，ミストフィルタ，セラミック

フィルタ等，放射性物質を含まな

い建屋（制御室，緊急時対策所を

除く）の換気・空調用のフィルタ

は対象外 
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Ｅ．原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バ

ウンダリ

原子炉冷却材圧力バウンダリについては技術基準

規則に定めるものとし，原子炉格納容器バウンダリにつ

いては，原子炉冷却材圧力バウンダリ，原子炉格納容器

バウンダリの範囲を定める規程（JEAG4602-2004日本電

気協会）に定めるものをいう。 

フード等の排気・換気を行うフード排風機，ガラス固化体を収納する収納

管からの排気を行うフィルタユニットの高性能粒子フィルタ 

 MOX 燃料加工施設の放射性廃棄物の廃棄施設（気体）の建屋排気設備の排

気フィルタユニット及びグローブボックス排気設備の非安重グローブボッ

クスの給排気に設置する給気フィルタ及び排気フィルタの高性能粒子フィ

ルタ

【重大事故等対処設備】 

該当無し 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

(l)建物・構築物⇒主たる機能は支持性能（閉じ込め，閉じ込め支援）

(l-1)建物・構築物

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

共通 ＜閉じ込め機能，閉じ込め支援機能＞ 

・閉じ込め機能を維持するため，放射性物質等を内

包し，汚染等の発生が想定される建物・構築物 

・施設の閉じ込め機能を支援するため，放射性物質

等を内包しないが設計基準事故及び重大事故等の対

処のために必要な設備を収納する建物・構築物 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋

 再処理設備本体の前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋

 放射性廃棄物の受入施設のガラス固化体受入れ建屋

 廃棄物管理設備本体のガラス固化体貯蔵建屋，ガラス固化体貯蔵建屋 B 棟

 加工設備本体の燃料加工建屋，貯蔵容器搬送用洞道

 製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋

 放射性廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物貯蔵建屋，第１ガラス

固化体貯蔵建屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・

エンドピース貯蔵建屋，第 1低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯

蔵建屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋，放射性物質を内包する洞道等 

 計測制御系統施設の制御建屋

 放射線管理施設の主排気筒管理建屋，北換気筒管理建屋

・放射性物質等を内包しないボイ

ラ建屋，ユーティリティ建屋の耐

震Ⅽクラスの建物・構築物 

・事務建屋，体育館等の安全機能

を有する施設を設置しない建物・

構築物 

該当無し 
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 その他再処理設備の附属施設の非常用電源建屋，分析建屋，出入管理建屋，第 1

保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対策建屋，放射性物質等を内包

しない洞道 

 他施設と共用する貯蔵容器搬送用洞道の主登録は燃料加工施設とする。 

 主排気筒，冷却塔等の屋外構築物，電気設備の燃料油貯蔵タンク等の地下埋設物のような耐震重要施設の支持性能に係る仕様項目（基礎関連）は，容

器，熱交換器側の仕様表に纏めて記載する。 

 

(l-2)火災区域構築物，施設外漏えい堰，保管・廃棄エリア⇒主たる機能は閉じ込め支援のための支持性能（仕様表項目：寸法（厚さ，高さ，幅）） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ (1) 安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の閉じ込め，廃棄・保管機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設のうち，以下に示すもの 

 ＜火災防止機能＞ 

・火災防護の観点から火災区域を設定する安全上重

要な施設及び貯蔵閉じ込め，重大事故等対処設備を

収納するもの 

＜閉じ込め：施設外への漏えい防止機能＞ 

・液体状の放射性物質等を施設外へ漏えいすること

を防止するもの 

＜閉じ込め：保管・廃棄機能＞ 

・使用済燃料輸送容器（実入り），核燃料物質等を

一時保管するためのエリア 

・ウラン酸化物粉末を貯蔵するためのエリア 

・低レベル放射性固体廃棄物を貯蔵するための保管

エリア 

【設計基準対処施設】 

 その他再処理設備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施設，その他加工

施設の火災防護設備の火災区域（区画）構造物 

 液体状の放射性物質等を内包する建物に設置する施設外漏えい防止堰 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫 

 製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵バスケット貯蔵エリア 

 放射性廃棄物の廃棄施設（固体）の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベ

ル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第２低

レベル廃棄物貯蔵系，第４低レベル廃棄物貯蔵系の保管エリア 

 MOX 燃料加工施設の核燃料物質の貯蔵施設のウラン貯蔵エリア，燃料棒受入一時

保管エリア，燃料集合体輸送容器一時保管エリア，ウラン輸送容器一時保管エ

リア 

 MOX 燃料加工施設の放射性廃棄物の廃棄施設の廃油保管エリア，廃棄物保管エリ

ア 

・空の使用済燃料輸送容器を保管

するための空使用済燃料輸送容器

保管庫，空の核燃料物質又は低レ

ベル固体廃棄物を封入するための

容器等を保管するエリアは対象外 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 他施設と共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系の保管エリアの主登録は再処理施設とする。 

 

(m)排気筒 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における閉じ込め機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，通常運転時，設計基準事故時において「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質

の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設置するもの」として以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，放射性物

質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備のうち，「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成

できる限り低くすること）を目的として設置するもの」として以下に示すもの。 

＜閉じ込め：放出経路の維持機能＞ 【設計基準対処施設】 北換気筒，低レベル廃棄筒，MOX
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・通常運転時，設計基準事故時及び重大事故等時に

おいて「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性

物質の放出量を合理的に達成できる限り低くするこ

と）を目的として設置するもの」として，環境へ排

気（廃棄）することを想定した排気筒 

 気体廃棄物の廃棄施設の主排気筒 

【重大事故等対処設備】 

 設計基準対処施設と兼用する主排気筒 

加工施設の排気筒は事故時，平常

時においても吹き上げ高さを期待

していないことから対象外 

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 排気筒内に設置される各筒身の仕様項目及び支持性能に係る仕様項目（基礎関連）は排気筒の仕様項目として纏めて記載する。 

 他施設と共用する北換気筒（鉄塔）の主登録は廃棄物管理施設とする。 

 

(n)飛来物防護設備⇒主たる機能は飛来物防護性能（仕様表項目：材料，寸法（厚さ，メッシュ寸法等）） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ  設計想定事象（自然現象，工場若しくは事業所内又はその周辺における核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。），火災，溢水その他の核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象）において，安全上重要な施設，重大事故等対処施設，耐震重要施設等の

機器等の機能喪失を防止するものとして，安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，その他加工施設，その他再処理設備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施

設の火災防護設備，溢水防護設備，竜巻防護対策設備の他，各施設への必要なユーティリティを供給する電気設備，圧縮空気設備，給水処理設備，冷却水設備，蒸気供給設

備，化学薬品貯蔵供給設備等のうち，以下に示すもの。 

＜支援機能：飛来物防護機能＞ 

・外部衝撃（竜巻等）において想定する設計飛来物

からの安全上重要な施設の安全機能及び重大事故等

対処設備の機能を確保するためのもの 

【設計基準対処施設】 

・その他再処理設備の附属施設の竜巻防護対策設備の飛来物防護ネット，飛来物防護

板 

・建物・構築物に附属する航空機が衝突した場合に安全機能を防護するために設置す

る防護扉等 

 

 飛来物防護ネット及び飛来物防護板の仕様項目及び支持性能に係る仕様項目（基礎関連）は纏めて記載する。 

 防護扉は遮蔽設備（補助遮蔽）と対象が同じである場合に遮蔽設備の仕様項目にて纏めて記載する。 

 

(o)ラック／ピット／棚⇒主たる機能は閉じ込め，臨界防止等に係る保持・支持性能（仕様表項目：材料，寸法（面間寸法等）） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における閉じ込め機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以下に示すもの。 

 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失に対する重大事故等への対処機能（冷却機能，臨界防止機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能）を維持するための常設重大事故

等対処設備のうち，以下に示すもの。 

＜臨界防止機能＞ 

・使用済燃料又は MOX粉末を保管するもので単一ユ

ニット及び複数ユニットにおいて核的制限値を設定

するもの 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための重大事故等へ

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料受入れ設備の燃料取出し設

備の燃焼度計測前後の燃料仮置きラック，燃料貯蔵設備の低残留濃縮度及び高

残留濃縮度の使用済燃料を貯蔵する燃料貯蔵ラック 

 製品貯蔵施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホール 
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の対処のうち，臨界防止を行うための使用済燃料の

仮置き，貯蔵を行うためのもの 

 MOX 燃料加工施設の核燃料物質の貯蔵施設の一時保管ピット，原料 MOX 粉末缶一

時保管装置，粉末一時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製

品ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚，燃料集合体貯蔵チャンネル 

【重大事故等対処設備】 

 設計基準対処施設と兼用する使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃

料受入れ設備の燃料取出し設備の燃焼度計測前後の燃料仮置きラック，燃料貯

蔵設備の低残留濃縮度及び高残留濃縮度の使用済燃料を貯蔵する燃料貯蔵ラッ

ク 

＜閉じ込め：落下・転倒防止機能＞ 

・キャスクから取り出した使用済燃料の運搬におい

て一時的に使用済燃料集合体を収納するもの 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の燃料送出し設備

のバスケット仮置き架台（実入り用／空用） 

 

＜閉じ込め：保管・崩壊熱除去機能＞ 

・ガラス固化体の保管を行うもの 

・ガラス固化体の崩壊熱除去を行うもの 

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設（固体）のガラス固化体貯蔵設備の高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に設置する貯蔵ピット（収納管及び

通風管含む） 

 廃棄物管理設備本体のガラス固化体貯蔵設備のガラス固化体貯蔵建屋及びガラ

ス固化体貯蔵建屋Ｂ棟に設置する貯蔵ピット（収納管及び通風管含む） 

 ガラス固化体を保管する貯蔵ピットを冷却するための冷却空気出口シャフト 

空容器を収納するラックは対象

外。 

Ｂ 安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の閉じ込め，保管・廃棄機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設のうち，以下に示すもの 

＜閉じ込め：落下・転倒防止機能＞ 

・高レベル固体廃棄物（ガラス固化体）の一時保管

を行うもの。 

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体貯蔵設

備でガラス固化体を一時的に保管するガラス固化体仮置き架台 

 廃棄物管理設備本体のガラス固化体受入れ設備，ガラス固化体貯蔵設備におい

てガラス固化体を一時的に保管するガラス固化体仮置き架台 

・人による復旧が可能なウラン粉

末等，低レベル固体廃棄物の一時

保管を行うものは対象外 

・ウラン粉末の一時保管を行うもの。  MOX 燃料加工施設の核燃料物質の貯蔵施設のウラン貯蔵棚  

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 ガラス固化体貯蔵ピットは，収納管での保管に係る仕様項目の他，崩壊熱除去に係る仕様項目（収納管及び通風管の隙間寸法），冷却空気出口シャフ

ト（建物）の高さ等を纏めて記載する。 

 

(p) 防水区画構造物⇒主たる機能は水等の侵入防止（溢水防護）性能（仕様表項目：材料，寸法（高さ，隙間等）） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ  設計想定事象（自然現象，工場若しくは事業所内又はその周辺における核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。），火災，溢水その他の核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象）において，安全上重要な施設，重大事故等対処施設，耐震重要施設等の

機器等の機能喪失を防止するものとして，安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，その他加工施設，その他再処理設備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施

設の火災防護設備，溢水防護設備，竜巻防護対策設備の他，各施設への必要なユーティリティを供給する電気設備，圧縮空気設備，給水処理設備，冷却水設備，蒸気供給設
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備，化学薬品貯蔵供給設備等のうち，以下に示すもの。 

＜支援機能：溢水，薬品漏えい防止＞ 

・水又は化学薬品を溢水（化学薬品）防護区画へ侵入

させないためのもの 

・管理区域内で漏えいした水（薬品）を管理区域外へ

流入させないためのもの 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための重大事故等への

対処へのプール水による悪影響防止するためのもの 

【設計基準対処施設】 

 その他再処理設備の附属施設，その他加工施設の溢水防護設備の堰，防水扉，

水密扉，止水板及び蓋 

 その他再処理設備の附属施設の化学薬品防護設備の堰，防水扉，水密扉 

【重大事故等対処設備】 

 設計基準対処施設と兼用するその他再処理設備の附属施設止水板及び蓋 

 

 蒸気拡散を抑制するためのターミナルエンド防護カバーを設置する必要がある場合は仕様表対象とする。（現時点で設置の予定は無い） 

 

(q)遮蔽設備⇒主たる機能は遮蔽性能（仕様項目：材料，寸法（厚さ）） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設又は可搬型）の

うち，通常運転時，設計基準事故時において「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設置するもの」

として以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における

火災及び爆発防止に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備

のうち，「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設置するもの」として以下に示すもの。 

＜遮蔽機能＞ 

・ウラン又はプルトニウム（低濃度のものを除く）を

含む溶液又は粉末を保有する系統，高レベル放射性液

体廃棄物（高レベル廃液，不溶解残渣廃液，抽出廃液

等）を保有する系統からの放射線を遮蔽するための外

部遮蔽（建屋外壁）及びセル遮蔽（セル壁）並びに補

助遮蔽（セル壁に設置するもの及び管理区域境界に設

置するもの） 

・放射性固体廃棄物（ガラス固化体，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン，ハル・エンドピース）を

保有する系統からの放射線を遮蔽するためのセル遮蔽

（セル壁）並びに補助遮蔽（セル壁，機器等に設置す

るもの） 

・重大事故等に対処する要員の放射線による被ばくを

低減するために必要なもの 

【設計基準対処施設】 

 再処理設備本体の前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋の外部遮蔽（建屋外壁）及びセル遮蔽（セル壁）並びに補助遮蔽

（セル壁に設置するもの及び管理区域境界に設置するハッチ，扉，窓，プラ

グ，蓋等） 

 放射性廃棄物の廃棄施設（液体）の高レベル廃液ガラス固化建屋，第１ガラス

固化体貯蔵建屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・

エンドピース貯蔵建屋，分離建屋と精製建屋を接続する洞道，精製建屋とウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道，分離建屋と高レベル廃液ガラ

ス固化建屋を接続する洞道の外部遮蔽（建屋外壁）及びセル遮蔽（セル壁）並

びに補助遮蔽（セル壁に設置するもの及び管理区域境界に設置するハッチ，

扉，窓，プラグ，蓋等） 

 放射性廃棄物の廃棄施設（固体）の高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス固化

体除染室，ガラス固化体検査室，ガラス固化体貯蔵ピット（貯蔵区域），第１

ガラス固化体貯蔵建屋のガラス固化体貯蔵ピット（貯蔵区域），受入れ室の

他，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のチャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋の貯蔵室，ハル・エンドピース貯蔵建屋の貯蔵プールのセル遮蔽（セ

ル壁）並びに補助遮蔽（セル壁に設置するもの及び管理区域境界に設置するハ

ッチ，扉，窓，プラグ，蓋等） 

 放射性廃棄物の廃棄施設（固体）の第１ガラス固化体貯蔵建屋のガラス固化体

燃料貯蔵プール等の補助遮蔽（水）

は遮蔽設備に含まない 

142



仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵設備の床面走行クレーン，トレンチ移送台車の補助遮蔽（機器等に設置す

るもの蓋，プラグ等） 

 廃棄物管理設備本体のガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の

ガラス固化体貯蔵設備のガラス固化体貯蔵ピット（貯蔵区域）の一次遮蔽（セ

ル壁）並びに補助遮蔽（セル壁に設置するもの及び管理区域境界に設置するハ

ッチ，扉，窓，プラグ，蓋等） 

 放射性廃棄物の受入施設のガラス固化体受入れ設備のガラス固化体検査室の一

次遮蔽（セル壁）並びに補助遮蔽（セル壁に設置するもの及び管理区域境界に

設置するハッチ，扉，窓，プラグ，蓋等） 

【重大事故等対処設備】 

 設計基準対処施設と兼用する計測制御系統施設の制御室遮蔽設備（中央制御室

及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室用）の外部遮蔽（建屋外

壁） 

 緊急時対策所の緊急時対策建屋の外部遮蔽（建屋外壁） 

Ｂ (1)分類 Aを除くものであって，通常運転時において核燃料物質等を有する建物・構築物から「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低

くすること）を目的として設置するもの」のうち，以下に示すもの 

＜遮蔽機能＞ 

・ウラン又はプルトニウム（低濃度のものを含む）を

含む溶液又は粉末を保有する系統，低レベル放射性廃

棄物を保有する系統からの放射線を遮蔽するための外

部遮蔽（建屋外壁）及びセル遮蔽（セル壁）並びに補

助遮蔽（セル壁に設置するもの及び管理区域境界に設

置するもの） 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の外部遮蔽（建屋外壁）及びセル遮蔽（室等）並びに補

助遮蔽（管理区域境界に設置するハッチ，扉，窓，プラグ，蓋等） 

 製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋の外部遮蔽（建屋外壁）及びセル遮蔽（室等）並びに補助遮蔽（管理区域

境界に設置するハッチ，扉，窓，プラグ，蓋等） 

 放射性廃棄物の廃棄施設の使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，低レベル廃液処

理建屋，低レベル廃棄物貯蔵建屋，第１ガラス固化体貯蔵建屋，チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第 1 低

レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄物貯

蔵建屋，放射性物質を内包する洞道等の外部遮蔽（建屋外壁）及びセル遮蔽（室

等）並びに補助遮蔽（管理区域境界に設置するハッチ，扉，窓，プラグ，蓋等） 

 その他再処理設備の附属施設の分析建屋，出入管理建屋の外部遮蔽（建屋外壁）

及びセル遮蔽（室等）並びに補助遮蔽（管理区域境界に設置するハッチ，扉，

窓，プラグ，蓋等） 

 放射性廃棄物管理設備本体のガラス固化体受入れ建屋の外部遮蔽（建屋外壁）

及び二次遮蔽（室等）及び補助遮蔽（管理区域境界に設置するハッチ，扉，

窓，プラグ，蓋等） 

 廃棄物管理設備本体のガラス固化体貯蔵建屋，ガラス固化体貯蔵建屋 B 棟の二

次遮蔽（建屋外壁）及び補助遮蔽（管理区域境界に設置するハッチ，扉，窓，

プラグ，蓋等） 

 

 

143



仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加工設備本体の燃料加工建屋，貯蔵容器搬送用洞道の遮蔽設備 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 プルトニウム（低濃度のものを除く）を含む溶液又は粉末，高レベル放射性液体廃棄物を取り扱う核燃料物質等取扱いボックス，これら溶液又は粉末

を取り扱う系統との境界に設置されるポンプ，フィルタ等の個別機器等であって従事者への被ばくを防止するために補助遮蔽を設置しているものは

ポンプ，核燃料物質等取扱ボックス等側で遮蔽性能に係る仕様項目（材料，寸法等）を纏めて記載する。 

 

(r)搬送設備⇒主たる機能は搬送性能（仕様項目：容量，核的制限値） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における閉じ込め機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，使用済燃料等の落下・転倒に

よって「公衆及び従事者等の放射線障害の防止を目的として設置するもの」として以下に示すもの。 

＜閉じ込め：落下・転倒防止機能＞ 

・使用済燃料等（輸送容器，ガラス固化体を含む）の

運搬を行うもの 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出し設備の使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋天井クレーン 

 放射性廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の固化セル移送台車 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

Ｂ  通常運転時において臨界防止機能，閉じ込め機能を維持するために必要な安全機能を有する施設（常設）のうち，以下に示すもの。 

＜閉じ込め：落下・転倒防止機能＞ 

・使用済燃料等（輸送容器，ガラス固化体を含む）の

運搬を行うもの 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

の使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン，使用済燃料輸送容器移送台車，

燃料取出し設備の燃料取出し装置，燃料移送設備の燃料水中台車，燃料貯蔵設

備の燃料取扱装置，燃料送出し設備のバスケット取扱装置，バスケット搬送機 

 再処理設備本体の溶解施設の燃料供給設備の燃料横転クレーン 

 放射性廃棄物の廃棄施設（固体）の高レベル廃液ガラス固化設備のガラス固化

体検査室天井クレーン，除染装置，ガラス固化体取扱ジブクレーン，固化セル

パワーマニプレータ，ガラス固化体貯蔵設備の第 1 ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーン，トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレーン，ガラス固化

体検査室パワーマニプレータ 

 放射性廃棄物の受入施設のガラス固化体受入れ設備の受入れ建屋天井クレー

ン，ガラス固化体検査室天井クレーン，輸送容器搬送台車 

 廃棄物管理設備本体のガラス固化体貯蔵設備の貯蔵建屋床面走行クレーン 

※上記の搬送設備で落下防止等のインターロック機能を有するものはインターロッ

ク内容について仕様表注記で記載するものとする。 

 MOX 燃料加工施設の加工設備本体及び核燃料物質の貯蔵施設の粉末容器等を搬

送する装置 

使用済燃料を収納しない輸送容器，

空バスケット，公衆への影響が小さ

いウラン粉末や低レベル固体廃棄物

等を運搬する搬送設備は対象外 

＜臨界防止機能＞ 

・単一ユニットで核的制限値（質量管理，体数管理，

形状寸法管理）を設定しているもの 

【設計基準対処施設】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出し設備の燃料取出し装置，燃

料貯蔵設備の燃料取扱装置 
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  再処理設備本体の燃料供給設備の燃料横転クレーン，せん断機 

 再処理設備本体のウラン脱硝設備の充てん台車，貯蔵容器クレーン，ウラン・

プルトニウム混合脱硝設備の保管容器移動装置，保管昇降機，粉末缶払出装

置，充てん台車，搬送台車 

 製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容器搬送台車，移載クレーン，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の昇降機，貯蔵台車，貯蔵容器台車，

移載機，払出台車，洞道搬送台車 

 MOX 燃料加工施設の加工設備本体の混合酸化物貯蔵容器，貯蔵マガジン，組立

マガジン，燃料棒及び燃料集合体を搬送する単一ユニットを設定する搬送装置 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 他施設と共用する洞道搬送台車の主登録は MOX燃料加工施設とする。 

 

(s)機械装置 

(s-1)機械装置（一般）⇒主たる機能は処理性能（仕様項目：容量，核的制限値） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以下に示すもの。 

＜閉じ込め：放射性物質の保持機能＞ 

・プルトニウム（低濃度のものを除く）を含む粉末を

保有するもの 

 

【設計基準対処施設】 

 再処理設備本体の脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の脱硝装置，

焙焼炉，還元炉，粉砕機，混合機，粉末充てん機等 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

＜臨界防止機能＞ 

・単一ユニット及び複数ユニットにおいて核的制限値

を設定するもの 

 

【設計基準対処施設】 

 再処理設備本体の脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の脱硝装置，

焙焼炉，還元炉，粉砕機，混合機，粉末充てん機，脱硝皿取扱装置等 

 MOX 燃料の主要な加工工程の装置(一次混合装置等) 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

Ｂ (1) 安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の廃棄（処理，廃棄，貯蔵）機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設のうち，以下に示すもの 

(2) 安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，事業変更許可申請書本文に記載している再処理，MOX燃料加工を行うための使用済燃料又は核燃料物質等を含む溶液又は粉末等

を取り扱う設備のうち，以下に示すもの 
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【閉じ込め：廃棄・処理・保管機能】 

(1) 液体，固体状の放射性廃棄物の廃棄処理（検査

を含む）を行うもの

【設計基準対処施設】 

 放射性廃棄物の廃棄施設（固体）の高レベル廃液ガラス固化設備の溶接機，ガ

ラス固化体外観検査装置，ガラス固化体表面汚染検査装置，ガラス固化体閉じ

込め検査装置，低レベル廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装

置，圧縮成型装置，固化装置，廃溶媒処理系の熱分解装置，燃焼装置，圧縮成

型装置，雑固体廃棄物処理系の焼却装置，圧縮減容装置，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理系のチャンネルボックス切断装置，バーナブルポ

イズン切断装置

 放射性廃棄物の受入施設のガラス固化体受入れ設備のガラス固化体外観検査装

置，ガラス固化体表面汚染検査装置，ガラス固化体閉じ込め検査装置，ガラス

固化体放射能量測定装置，ガラス固化体重量測定装置，ガラス固化体寸法測定

装置，ガラス固化体発熱量測定装置

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

(s-2)機械装置（閉じ込め）⇒主たる機能は閉じ込め（非密封 MOX保持）性能（仕様項目：漏えい率） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ 設計基準における閉じ込め機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以下に示すもの。 

＜閉じ込め：放射性物質の保持機能＞ 

・プルトニウム（低濃度のものを除く）を含む粉末を

保有するもの 

【設計基準対処施設】 

 MOX 燃料加工施設の焼結炉，小規模焼結処理装置

【重大事故等対処設備】 

該当無し 

Ｂ (1) 安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，核燃料物質等の廃棄（処理，廃棄，貯蔵）機能に係る放射性廃棄物の廃棄施設のうち，以下に示すもの

(2) 安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，事業変更許可申請書本文に記載している再処理，MOX燃料加工を行うための使用済燃料又は核燃料物質等を含む溶液又は粉末等

を取り扱う設備のうち，以下に示すもの

＜閉じ込め：放射性物質の保持機能＞ 

・プルトニウム（少量且つ焼結されたもの）を含む粉

末を保有するもの 

【設計基準対処施設】 

 MOX 燃料加工施設のスタック乾燥装置

【重大事故等対処設備】 

該当無し 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

(t)核物質等取扱ボックス⇒主たる機能は閉じ込め（流体保持）性能（仕様項目：漏えい率，開口部風速）

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能を維持するために必要な支援機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以下に示すもの。

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における

火災及び爆発防止，MOX燃料加工施設におけるグローブボックス内火災に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，火災及び爆発防止機能，放射性物質の異常な

放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。

＜閉じ込め：流体保持機能＞ 

・プルトニウム（低濃度のものを除く）を含む溶液又

【設計基準対処施設】 

 再処理設備本体の精製施設のプルトニウム精製設備，ウラン・プルトニウム混

146



仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ．非常用のもの 

  規則別表第１又は別表第２の原子炉冷却系統施設，

計測制御系統施設，放射線管理施設及びその他発電用原

子炉の附属施設の非常用電源設備で記載されており，設

計基準事故時に機能が要求される機器等にあっては施

設ごとに以下のものをいう。また，重大事故等対処設備

を構成する機器等も含むものとする。 

 

 
発電用

原子炉

施設の

種類 

沸騰水型 

発電用原子炉施設 

改良型沸騰水型 

発電用原子炉施設 

加圧水型 

発電用原子炉施設 

原 子 炉

冷 却 系

統施設 

〇原子炉補機冷却設備

にあっては，工学的安

全施設等の機器へ冷却

水を供給することによ

り，工学的安全施設等

としての機能を間接的

に果たすもの。 

また，非常用電源設備

に冷却水を供給する場

合はその範囲も含む。 

〇原子炉補機冷却設備

にあっては，工学的安

全施設等の機器へ冷却

水を供給することによ

り，工学的安全施設等

としての機能を間接的

に果たすもの。 

また，非常用電源設備

に冷却水を供給する場

合はその範囲も含む。 

〇原子炉補機冷却設備

にあっては，工学的安

全施設等の機器へ冷却

水を供給することによ

り，工学的安全施設等

としての機能を間接的

に果たすもの。 

また，非常用電源設

備，原子炉停止系又は

制御用空気設備に冷却

水を供給する場合はそ

の範囲も含む。 

計 測 制

御 系 統

施設 

〇制御方式及び制御方

法にあっては，発電用

原子炉の緊急停止機能

又は未臨界維持機能を

有する以下のもの。 

・発電用原子炉の反応

度の制御方式 

・ほう酸水注入の制御

方式 

・制御棒の位置の制御

方法 

・ほう酸水注入設備の

制御方法 

・安全保護系等の制御

〇制御方式及び制御方

法にあっては，発電用

原子炉の緊急停止機能

又は未臨界維持機能を

有する以下のもの。 

・発電用原子炉の反応

度の制御方式 

・ほう酸水注入の制御

方式 

・制御棒の位置の制御

方法 

・ほう酸水注入設備の

制御方法 

・安全保護系等の制御

〇制御方式及び制御方

法にあっては，発電用

原子炉の緊急停止機能

又は未臨界維持機能を

有する以下のもの。 

・発電用原子炉の反応

度の制御方式 

 

 

・制御棒の位置の制御

方法 

・一次冷却材のほう素

濃度の制御方法 

・安全保護系等の制御

は粉末を保有するもの 

・MOX燃料加工施設のグローブボックス内における火

災における重大事故等の発生及び対処を行うためのも

の 

合脱硝設備のグローブボックス 

 MOX 燃料加工施設の成形施設，核燃料物質の貯蔵施設, その他の加工施設の小

規模試験設備のグローブボックス 

【重大事故等対処設備】 

 MOX 燃料加工施設の重大事故等対処設備のグローブボックス 

Ｂ  安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，密封されていない核燃料物質（ウラン及びはプルトニウムを含む溶液又は粉末）及び使用済燃料等（放射性廃棄物）を取り扱

うものであって，閉じ込め機能（グローブボックスの密閉構造又はフードの風速維持）に係る以下に示すもの 

密封されていない核燃料物質（ウラン及びはプルトニ

ウムを含む溶液又は粉末）及び使用済燃料等（放射性

廃棄物）を取り扱うものであって，閉じ込め機能（グ

ローブボックスの密閉構造又はフードの風速維持）の

観点から閉じ込め一次バウンダリとなるもの 

【設計基準対処施設】 

 再処理設備本体の溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施設等及びその他再処

理設備の附属施設の分析設備のグローブボックス，フード 

 MOX 燃料加工施設の被覆施設等のグローブボックス，フード，オープンポート

ボックス 

【重大事故等対処設備】 

 該当無し 

 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。   

 

(u)変圧器⇒主たる機能は電源供給（変圧）機能（仕様項目：容量，電圧等） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，TBP 等の錯体の急激な反応における火災及び爆発防止，MOX 燃料加工施設のグローブボックス内火災に対

する重大事故等への対処機能（溶液保持，火災及び爆発防止機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備及び可搬

型重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

＜支援機能：電源供給機能＞ 

・重大事故等への対処を行うために必要な電源供給機

能を行うもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

 その他再処理設備の附属施設の電気設備の受電開閉設備の変圧器，動力変圧器 

 

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 他施設と共用する受電開閉設備の変圧器の主登録は再処理施設とする。 

 

(v)受電開閉設備用遮断器⇒主たる機能は電源供給（遮断）機能（仕様項目：容量，電流等） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，TBP 等の錯体の急激な反応における火災及び爆発防止，MOX燃料加工施設のグローブボックス内火災に対す

る重大事故等への対処機能（溶液保持，火災及び爆発防止機能，放射性物質の異常な放出防止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備及び可搬型

重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

＜支援機能：電源供給機能＞ 

・重大事故等への対処を行うために必要な電源供給機

能を行うため，母線構成及び故障箇所の切り離しを行

うもの 

【設計基準対処施設】 

 該当無し 

【重大事故等対処設備】 

その他再処理設備の附属施設の電気設備の受電開閉設備の受電開閉設備用遮断器 
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仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 
方式及び制御方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇制御材駆動装置にあ

っては，原子炉の緊急

停止機能及び未臨界維

持機能を有する以下の

もの。 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧設備

（スクラム機能に係る

容器，主要弁及び主配

管に限る。） 

方式及び制御方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇制御材駆動装置にあ

っては，原子炉の緊急

停止機能及び未臨界維

持機能を有する以下の

もの。 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧設備

（スクラム機能に係る

容器，主要弁及び主配

管に限る。） 

方式及び制御方法 

 

〇ほう酸注入機能を有

する設備にあっては，

未臨界維持機能を有す

る以下のもの。 

・ほう酸を内包するポ

ンプ，容器，ろ過装置

及び主配管 

 
（続き） 

計測制御

系統施設 

〇計測装置にあって

は，以下を計測する装

置であって，工学的安

全施設等起動信号又は

原子炉非常停止信号の

発生機能を有するもの

若しくは事故時のプラ

ント状態の把握機能を

有するもの。 

・中性子束（中性子源

領域，中間領域，出力

領域） 

・原子炉圧力容器本体

内の圧力又は水位 

 

 

 

・原子炉格納容器本体

内の圧力 

・原子炉格納容器本体

内の水素ガス濃度 

 

 

・制御棒の位置 

 

・原子炉格納容器本体

への冷却材流量 

・原子炉格納容器本体

の水位 

・原子炉建屋内の水素

ガス濃度 

〇計測装置にあって

は，以下を計測する装

置であって，工学的安

全施設等起動信号又は

原子炉非常停止信号の

発生機能を有するもの

若しくは事故時のプラ

ント状態の把握機能を

有するもの。 

・中性子束（中性子源

領域，中間領域，出力

領域） 

・原子炉圧力容器本体

内の圧力又は水位 

 

 

 

・原子炉格納容器本体

内の圧力 

・原子炉格納容器本体

内の水素ガス濃度 

・炉心流量 

 

・制御棒の位置 

・制御棒駆動水の圧力 

・原子炉格納容器本体

への冷却材流量 

・原子炉格納容器本体

の水位 

・原子炉建屋内の水素

ガス濃度 

〇計測装置にあって

は，以下を計測する装

置であって，工学的安

全施設等起動信号又は

原子炉非常停止信号の

発生機能を有するもの

若しくは事故時のプラ

ント状態の把握機能を

有するもの。 

・中性子束（中性子源

領域，中間領域，出力

領域） 

・原子炉容器本体の入

口又は出口の一次冷却

材の圧力，温度又は流

量 

・加圧器内の圧力又は

水位 

・原子炉格納容器本体

内の圧力 

 

 

・蒸気発生器内の水位 

・主蒸気の圧力又は流

量 

 

 

・原子炉格納容器本体

への冷却材流量 

・原子炉格納容器本体

の水位 

・二次格納施設内の水

素ガス濃度 

放射線管

理施設 

〇プロセスモニタリン

グ設備にあっては，以

下を計測する装置であ

って，工学的安全施設

等起動信号又は原子炉

非常停止信号の発生機

能を有するもの若しく

は事故時のプラント状

態の把握機能を有する

もの。 

・主蒸気管中の放射性

物質濃度 

・原子炉格納容器本体

内の放射性物質濃度 

・放射性物質により汚

染するおそれがある管

理区域から環境に放出

する排水中又は排気中

の放射性物質濃度 

〇エリアモニタリング

設備にあっては，以下

を計測する装置であっ

て，事故時の状態の把

握機能を有するもの。 

 

 

・使用済燃料貯蔵槽エ

リアの線量当量率 

〇換気設備にあって

は，放射性物質の放出

低減機能及び安全上特

〇プロセスモニタリン

グ設備にあっては，以

下を計測する装置であ

って，工学的安全施設

等起動信号又は原子炉

非常停止信号の発生機

能を有するもの若しく

は事故時のプラント状

態の把握機能を有する

もの。 

・主蒸気管中の放射性

物質濃度 

・原子炉格納容器本体

内の放射性物質濃度 

・放射性物質により汚

染するおそれがある管

理区域から環境に放出

する排水中又は排気中

の放射性物質濃度 

〇エリアモニタリング

設備にあっては，以下

を計測する装置であっ

て，事故時の状態の把

握機能を有するもの。 

 

 

・使用済燃料貯蔵槽エ

リアの線量当量率 

〇換気設備にあって

は，放射性物質の放出

低減機能及び安全上特

〇プロセスモニタリン

グ設備にあっては，以

下を計測する装置であ

って，工学的安全施設

等起動信号又は原子炉

非常停止信号の発生機

能を有するもの若しく

は事故時のプラント状

態の把握機能を有する

もの。 

・主蒸気管中の放射性

物質濃度 

・原子炉格納容器本体

内の放射性物質濃度 

・放射性物質により汚

染するおそれがある管

理区域から環境に放出

する排水中又は排気中

の放射性物質濃度 

〇エリアモニタリング

設備にあっては，以下

を計測する装置であっ

て，事故時の状態の把

握機能を有するもの。 

・原子炉格納容器本体

内の線量当量率 

・使用済燃料貯蔵槽エ

リアの線量当量率 

〇換気設備にあって

は，放射性物質の放出

低減機能及び安全上特

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 他施設と共用する受電開閉設備用遮断器の主登録は再処理施設とする。 

 

(x)電源盤⇒主たる機能は電源供給機能（仕様項目：電圧，電流等） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，廃棄（浄化含む）機能，落下・転倒防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援

機能を維持するための安全上重要な施設（常設又は可搬型）のうち，以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における

火災及び爆発防止，MOX燃料加工施設のグローブボックス内火災に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，火災及び爆発防止機能，放射性物質の異常な放出防

止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

＜支援機能：電源供給機能＞ 

外部電源喪失又は交流電源喪失時において，負荷先で

ある安全上重要な施設又は重大事故等対処施設側で使

用するための電源を供給及び故障時において内蔵する

配線遮断器等により故障箇所の切り離しを行うための

もの 

【設計基準対処施設】 

 その他再処理設備の附属施設の電気設備の非常用所内電源系統の電源盤（メタ

ルクラッドギア開閉装置，パワーセンタ，モータコントロールセンタ，分電盤，

計測交流電源盤，充電器盤） 

【重大事故等対処設備】 

 その他再処理設備の附属施設の代替電源設備，代替所内電気設備の電源盤（メ

タルクラッドギア開閉装置，パワーセンタ，モータコントロールセンタ，分電

盤，計測交流電源盤，充電器盤） 

 

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル（常設又は可搬型）は基本設計方針対象とする。 

 

(y)発電機⇒主たる機能は電源供給機能（仕様項目：容量，力率，電圧周波数・回転数（回転速度），燃料消費量） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，廃棄（浄化含む）機能，落下・転倒防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援

機能を維持するための安全上重要な施設（常設又は可搬型）のうち，以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における

火災及び爆発防止，MOX燃料加工施設のグローブボックス内火災に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，火災及び爆発防止機能，放射性物質の異常な放出防

止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

 ＜支援機能：電源供給機能＞ 

外部電源喪失又は交流電源喪失時において，負荷先で

ある安全上重要な施設又は重大事故等対処施設側で使

用するための動力電源を供給するためのもの 

【設計基準対処施設】 

 その他再処理設備の附属施設の電気設備の非常用所内電源系統の発電機 

 MOX 燃料加工施設のその他の加工施設の所内電源設備の非常用ガスタービン発

電機 

【重大事故等対処設備】 

 計測制御系統施設の情報把握計装設備の発電機 

 放射線管理施設の代替モニタリング設備，代替気象観測設備，環境モニタリン

グ用代替電源設備の発電機 
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仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 
に重要な関連機能を有

する以下のもの。 

・中央制御室，中央制

御室外の原子炉停止機

能を有する場所，緊急

時制御室及び緊急時対

策所に設置する換気設

備（事故時に循環及び

浄化を行うものに限

る。） 

に重要な関連機能を有

する以下のもの。 

・中央制御室，中央制

御室外の原子炉停止機

能を有する場所，緊急

時制御室及び緊急時対

策所に設置する換気設

備（事故時に循環及び

浄化を行うものに限

る。） 

に重要な関連機能を有

する以下のもの。 

・中央制御室，中央制

御室外の原子炉停止機

能を有する場所，緊急

時制御室及び緊急時対

策所に設置する換気設

備（事故時に循環及び

浄化を行うものに限

る。） 

その他発

電用原子

炉の附属

施設の非

常用電源

設備 

〇その他の電源装置にあっては，発電用原子炉の安全性を確保するために工学

的安全施設等に電源を供給するもの 

※原則として，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る審査指針（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）等でクラス１

又は２として規定される構築物，系統又は機器を対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他再処理設備の附属施設の代替電源設備の発電機，緊急時対策建屋代替電

源設備の発電機 

 MOX 燃料加工施設の放射線管理施設及び所内電源設備の可搬型発電機 

Ｂ ＜支援機能：電源供給機能＞ 

外部電源喪失時において，負荷先である安全機能を有

する施設側で使用するための動力電源を供給するため

のもの 

【設計基準対処施設】 

 廃棄物管理施設のその他再処理設備の附属施設の電気設備の発電機 

 MOX 燃料加工施設のその他の加工施設の所内電源設備の第 1 非常用ディーゼル

発電機（再処理共用） 

 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル（常設又は可搬型）は基本設計方針対象とする。 

 

(z)無停電電源装置⇒主たる機能は電源供給機能（仕様項目：容量，電圧等） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，廃棄（浄化含む）機能，落下・転倒防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援

機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における

火災及び爆発防止，MOX燃料加工施設のグローブボックス内火災に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，火災及び爆発防止機能，放射性物質の異常な放出防

止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

 ＜支援機能：電源供給機能＞ 

外部電源喪失又は交流電源喪失時において，負荷先で

ある安全上重要な施設又は重大事故等対処施設側で使

用するための無停電電源を供給するためのもの 

【設計基準対処施設】 

 その他再処理設備の附属施設の電気設備の非常用所内電源系統の無停電電源装

置 

【重大事故等対処設備】 

 その他再処理設備の附属施設の代替所内電気設備の無停電電源装置 

 その他再処理設備の附属施設の代緊急時対策建屋代替電源設備の無停電電源装

置 

 

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(aa)電力貯蔵装置⇒主たる機能は電源供給機能（仕様項目：容量，電圧等） 

分類 対象   

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，廃棄（浄化含む）機能，落下・転倒防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援

機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における

火災及び爆発防止，MOX燃料加工施設のグローブボックス内火災に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，火災及び爆発防止機能，放射性物質の異常な放出防

止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

 ＜支援機能：電源供給機能＞ 

外部電源喪失又は交流電源喪失時において，負荷先で

ある安全上重要な施設又は重大事故等対処施設側で使

用するための直流電源を供給するためのもの 

【設計基準対処施設】 

 その他再処理設備の附属施設の電気設備の非常用所内電源系統の蓄電池及び充

電器盤 

 MOX 燃料加工施設のその他の加工施設の所内電源設備の蓄電池 
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仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重大事故等対処設備】 

 その他再処理設備の附属施設の代替所内電気設備の蓄電池及び充電器盤 

 その他再処理設備の附属施設の代緊急時対策建屋代替電源設備の蓄電池及び充

電器盤 

Ｂ 該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(ab)計装／放管設備 

＜計装設備＞⇒主たる機能は計測機能・インターロック（仕様項目：計測範囲，警報範囲，設定値等） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ  設計基準における臨界防止機能，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能，廃棄（浄化含む）機能，落下・転倒防止機能，安全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援

機能を維持するための安全上重要な施設（常設）のうち，以下に示すもの。 

 設計上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における

火災及び爆発防止，MOX燃料加工施設のグローブボックス内火災に対する重大事故等への対処機能（溶液保持，冷却機能，火災及び爆発防止機能，放射性物質の異常な放出防

止又は抑制機能，支援機能）を維持するための常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備のうち，以下に示すもの。 

 通常運転状態，運転時の異常な過渡変化時，設計基準

事故時及び重大事故等時において安全上重要な施設の

安全機能及び重大事故等へ対処するための機能を確保

するためにプラントの状態を監視又は推定，制御（計

測制御設備，安全保護回路及び代替安全保護回路から

の信号による安全保護動作含む）するための計器等（設

計基準対処施設の計測制御設備，安全保護回路，警報

設備等，重大事故等対処設備の計装設備。また，制御

室及び緊急時対策所における居住性が維持されている

ことを確認するための計器を含む。 

 

 

 

＜プロセス量の維持機能：臨界防止機能関連＞ 

＜ソースターム制限機能：臨界防止関連＞ 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，せん断処理

施設，溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施設の核

的制限値等の維持に係る計器，インターロック，警報

装置 

・溶解槽において設計基準事故の臨界事故が発生した

場合においてその拡大を防止に係る計器，インターロ

ック 

・臨界事故の拡大防止に係る重大事故等対処に係る計

＜設計基準対処施設＞ 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御設備（核計装）の燃料度計測

装置 

 せん断処理施設及び溶解施設の計測制御設備（工程計装）の燃料せん断長異常

によるせん断停止回路，エンドピースせん断位置異常によるせん断停止回路，

せん断刃位置異常によるせん断停止回路，溶解槽溶解液温度低によるせん断停

止回路，溶解槽溶解液密度高によるせん断停止回路，硝酸供給槽硝酸密度低に

よるせん断停止回路，溶解槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路，エンドピ

ース酸洗浄槽洗浄液密度高によるせん断停止回路，エンドピース酸洗浄槽洗浄

液温度低によるせん断停止回路，エンドピース酸洗浄槽供給硝酸密度低による

せん断停止回路，エンドピース酸洗浄槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路，

可溶性中性子吸収材緊急供給槽液位低によるせん断停止回路，よう素追出し槽

溶解液密度高警報 

 溶解施設の安全保護回路の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回

路 

 分離施設，精製施設の計測制御設備（核計装）のプルトニウム洗浄器アルファ

線検出器の計数率高警報，耐震性が確保できないアルファ線検出器の故障検知

として計測制御設備（工程計装）のアルファモニタ流量計測ポット流量低警報，

アルファ線検出器故障警報（校正用ディスク駆動系故障），アルファ線検出器故

障警報（試料採取ドラム駆動系故障警報） 

 分離施設の安全保護回路のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止

回路 

 脱硝施設の計測制御設備（工程計装）の粉末缶ＭＯＸ粉末重量確認による粉末

分離施設，精製施設の耐震性が確保

できないアルファ線検出器の故障検

知として計測制御設備（工程計装）の

手動による工程停止回路は基本設計

方針対象 
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仕様表対象選定手引き                           参考 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器，インターロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

缶払出装置の起動回路，脱硝塔内部温度低による硝酸ウラニル溶液の供給停止

回路，ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置の検知による UO3 粉末の充てん起動

回路，脱硝装置の温度高による脱硝皿取扱装置の起動回路及び照度計によるシ

ャッタの起動回路，空気輸送終了検知及び脱硝皿の重量確認による脱硝皿取扱

装置の起動回路，保管容器の充てん定位置による MOX 粉末の充てん起動回路，

粉末缶充てん定位置の検知による MOX粉末の充てん起動回路 

＜重大事故等対処設備＞ 

 計測制御系統施設の臨界事故の拡大を防止するための計装設備（常設又は可搬

型）のものとして，臨界検知用放射線検出器，廃ガス貯留設備の圧力計，廃ガ

ス貯留設備の流量計，廃ガス貯留設備の放射線モニタ，設計基準対処施設の計

測制御設備と兼用する溶解槽圧力計，廃ガス洗浄塔入口圧力計，可搬型放射線

レベル（γ，n）計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 

 計測制御系統施設の臨界事故の拡大を防止するための代替可溶性中性子吸収材

緊急供給回路，可溶性中性子吸収材供給回路 

 ＜プロセス量の維持機能：火災防止機能関連＞ 

・分離施設，精製施設，脱硝施設，酸及び溶媒の回収

施設，放射性廃棄物の廃棄施設の熱的，化学制限値等

の維持に係る計器，インターロック 

・水素爆発の防止に係る重大事故等対処に対必要な計

器 

・有機溶媒等による火災及び爆発の防止に係る重大事

故等対処に必要な計器，インターロック 

・MOX燃料加工施設の火災及び爆発の防止に係る計器，

インターロック 

 

＜設計基準対処施設＞ 

 分離施設の安全保護回路のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 精製施設の安全保護回路の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路，プルトニ

ウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路， 

 酸及び溶媒の回収施設の安全保護回路の第２酸回収系蒸発缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

 脱硝施設の安全保護回路の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回

路 

 放射性廃棄物の廃棄施設の安全保護回路の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路 

 MOX 燃料加工施設の成形施設の焼結炉及びその他の加工施設の小規模焼結処理

装置の炉内温度の熱的制限値を維持するための過加熱防止回路及び熱検知器 

 MOX 燃料加工施設のその他の加工施設の小規模焼結処理装置の冷却水流量低に

よる加熱停止回路及び流量計 

 MOX 燃料加工施設のその他の加工施設の水素・アルゴン混合ガス設備の混合ガ

ス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び水素濃度検出器 

 MOX 燃料加工施設のその他の加工施設の火災防護設備のグローブオックス温度

監視装置の熱感知器 

＜重大事故等対処設備＞ 

 計測制御系統施設の放射性分解水素による爆発を防止するための計装設備（可

搬型）のものとして，圧縮空気自動供給貯槽圧力計，圧縮空気自動供給ユニッ

ト圧力計，機器圧縮空気自動供給ユニット圧力計，圧縮空気手動供給ユニット

接続系統圧力計，貯槽掃気圧縮空気流量計，水素濃度計，水素掃気系統圧縮空

気圧力計，かくはん系統圧縮空気圧力計の他，蒸発乾固の防止に用いる計装設

緊急停止系は基本設計方針 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備と一部兼用するセル導出ユニット流量計，セル導出ユニットフィルタ差圧計，

フィルタ差圧計，廃ガス洗浄塔入口圧力計，導出先セル圧力計，貯槽温度計 

 計測制御系統施設の有機溶媒等による火災及び爆発を防止するための計装設備

（常設）及び重大事故時供給停止回路のものとして，分解反応検知器（プルト

ニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計，プルトニウム濃縮缶

液相部温度計），プルトニウム濃縮缶供給槽液位計，供給槽ゲデオン流量計，プ

ルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計，廃ガス貯留設備の圧力計，廃ガス貯留設備

の流量計，廃ガス洗浄塔入口圧力計 

 MOX 燃料加工施設の重大事故等対処に使用する可搬型ダンパ出口風速計，火災

状況確認用温度計 

 ＜プロセス量の維持機能：閉じ込め機能関連＞ 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，溶解施設，

分離施設，精製施設，脱硝施設，放射性廃棄物の廃棄

施設における熱的，化学制限値等の維持に係る計器，

インターロック，警報装置 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却の重大事故等対処に必要な

計器 

・冷却機能喪失による蒸発乾固の重大事故等対処に必

要な係る計器 

 

＜設計基準対処施設＞ 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御設備（工程計装）のプール水

浄化系入口圧力低警報及び系統分離弁閉止回路，プール水冷却系浄化系入口流

量高警報及び系統分離弁閉止回路，キャスク冷却水入口流量高警報及び系統分

離弁閉止回路，補給水槽液位低警報及び系統分離弁閉止回路，プール水冷却系

ポンプ故障警報，補給水設備ポンプ故障警報 

 溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施設，放射性廃棄物の廃棄施設の計測制

御設備（工程計装）のセル等からの漏えい検知警報，超音波洗浄廃液受槽液位，

漏えい液希釈水供給槽水位警報，漏えい液希釈溶液供給槽水位警報，純水中間

貯槽水位低警報， 

 脱硝施設の安全保護回路の焙焼炉及び還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回

路 

 放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御設備（工程計装）のせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

の系統の圧力警報，結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路，廃ガス

加熱器温度，ミストフィルタ入口圧力 

 放射性廃棄物の廃棄施設の安全保護回路の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口

温度高による加熱停止回路，外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ閉止回路

（分離建屋及び精製建屋），固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止

回路，固化セル台車上の質量高によるガラス流下停止回路，膨張槽水位低によ

る冷却ユニットへの安全冷水の供給を停止回路，流下ノズル冷却用空気槽の圧

力低により流下ノズル加熱停止回路 

＜重大事故等対処施設＞ 

 計測制御系統施設の蒸発乾固を防止するための計装設備（可搬型）のものとし

て，貯槽温度計，冷却水流量計，冷却コイル通水流量計，貯槽液位計，機器注

水流量計，凝縮器出口排気温度計，凝縮器通水流量計，凝縮水槽液位計，セル

導出ユニットフィルタ差圧計，フィルタ差圧計，膨張槽液位計，冷却コイル圧

力計，廃ガス洗浄塔入口圧力計，導出先セル圧力計，漏えい液受皿液位計，建

テスターは基本設計方針対象 

ボンベは基本設計方針 

計装配管，温度計ガイド管も基本設

計方針 

燃料貯蔵プール等状態監視カメラは

基本設計方針対象 

空冷ユニットは基本設計方針 

計測ユニット用空気圧縮機は基本設

計方針 

けん引車も基本設計方針 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 仕様表対象選定手引き 

屋供給冷却水流量計，冷却水排水線量計 

 計測制御系統施設の使用済燃料貯蔵槽の冷却のために必要な計装設備（可搬型）

のものとして，燃料貯蔵プール等水位計（超音波式，メジャー，電波式，エア

パージ式），燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ，測温抵抗体），代替注水設

備流量計，スプレイ設備流量計，燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメ

ータ，線量計），建屋内線量率計， 

 ＜プロセス量の維持機能：支援機能関連＞ 

・その他再処理設備の附属施設の安全上重要な施設の

支援機能に係る計器，インターロック，警報装置 

・重大事故等への対処に必要な水の供給に係る計器 

・重大事故等への対処に必要な制御室，緊急対策所の

居住性維持機能に係る計器 

＜設計基準対処施設＞ 

 その他再処理設備の附属施設の計測制御設備（工程計装）の水素掃気用空気貯

槽圧力低警報，計測制御用空気貯槽圧力低警報，安全冷却水系膨張槽液位低警

報及び系統分離弁閉止回路及び安全冷却水系循環ポンプ停止回路，安全冷却水

系循環ポンプ故障警報 

＜重大事故等対処設備＞ 

 計測制御系統施設の重大事故等への対処に必要な水の供給に必要な計装設備

（可搬型）のものとして，貯水槽水位計（ロープ式，電波式），第１貯水槽給水

流量計 

 重大事故等へ対処するための要員の居住性に必要な中央制御制御室環境測定設

備及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備，緊急時対

策建屋環境測定設備に必要な計装設備（可搬型）のものとして，酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計，窒素酸化物濃度計 

 重大事故等へ対処するための要員の居住性に必要な緊急時対策建屋換気設備に

必要な計装設備（常設）のものとして，対策本部室差圧計，待機室差圧計 

 

Ｂ 通常運転時において核燃料施設から「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設置するもの」に係るプラン

トの状態を監視するための安全機能を有する施設の計装設備のうち，以下に示すもの 

＜プロセス量の維持機能：火災防止機能関連＞ 

・火災防護機能に関連する設備のプラントの状態を監

視・制御するための計器，インターロック，警報装置 

＜設計基準対処施設＞ 

 分離施設のウラン逆抽出器温度高による逆抽出用硝酸供給停止インターロック 

 精製施設のウラン精製設備の逆抽出器温度高による逆抽出用硝酸供給停止イン

ターロック，プルトニウム精製設備のウラン逆抽出器温度高による加熱停止イ

ンターロック，ウラン精製設備のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止

インターロック 

 脱硝施設の還元ガス供給系の還元ガス供給槽水素濃度高による還元ガス供給停

止インターロック 

 酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系（分離・分配系，ウラン精

製系，プルトニウム精製系）の第１及び第３洗浄器溶液温度高による加熱停止

インターロック，溶媒処理系の第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔圧力高による不活性

ガス（窒素）の注入，有機溶媒の供給停止及び加熱蒸気の供給を停止インター

ロック 

 放射性廃棄物の廃棄施設の廃溶媒処理系の熱分解装置温度高による加熱停止及

び廃溶媒供給停止インターロック，燃焼装置温度低による廃溶媒供給停止イン
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ターロック 

 ＜プロセス量の維持機能：閉じ込め機能関連＞ 

・閉じ込め機能に関連する設備のプラントの状態を監

視・制御するための計器，インターロック，警報装置 

＜設計基準対処施設＞ 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料貯蔵プール等からの漏えい検知警

報 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝

施設，酸及び溶媒の回収施設，放射性廃棄物の廃棄施設の室等からの漏えい検

知警報，冷却水設備等の冷媒（熱媒）を介して加熱及び冷却を行う系統からの

漏えい検知警報，排気筒からの排気風量計，海洋放出管からの海洋放出流量

計，塔槽類廃ガス処理設備の系統圧力計，建屋換気設備の室等の負圧計及び排

風機風量計，貯蔵ピット等の排気温度，圧力警報等 

 

Ｃ 設計想定事象（自然現象，工場若しくは事業所内又はその周辺における核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。），火災，溢水その他の核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象）において，安全上重要な施設，重大事故等対処施設，耐震重要施設等の機器等の機能

喪失を防止するものとして，安全機能を有する施設（分類Ａを除く）のうち，その他加工施設，その他再処理設備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施設の火災防護設備，

溢水防護設備，竜巻防護対策設備の他，各施設への必要なユーティリティを供給する電気設備，圧縮空気設備，給水処理設備，冷却水設備，蒸気供給設備，化学薬品貯蔵供給設備

等のうち，以下に示すもの。 

 ＜支援機能＞ 

・耐震重要施設等の地下水対策設備の排水を行うため

に必要な計器 

＜設計基準対処施設＞ 

・建物に附属する地下水排水設備のサブドレンピット水位計 

 

 電源供給を行う際に使用するケーブル及び信号伝送に使用するケーブル，無線伝送装置（アンテナ含む）及び制御盤，監視盤で常設又は可搬型のもの

は基本設計方針対象とする。 

 重大事故等の対処において使用する可搬型の水素濃度計や燃料貯蔵プール等の監視装置は，容器，ホース，ファン，凝縮器等のユニット品で構成され

ることから機能，性能に係る仕様を纏めて記載する。 

 他施設と共用する計装設備の主登録は再処理施設とする。 

 搬送設備の落下・転倒防止のインターロックは搬送設備側の仕様表注記で記載する。 

 計装設備のインターロック機能についてはインターロック内容を仕様表注記で記載する。 

 

 ＜放管設備＞⇒主たる機能は電源供給機能（仕様項目：計測範囲，警報範囲） 

分類 対象（考え方） 各施設における個別機器等の例 対象外の例 

Ａ 設計基準事故時及び重大事故等時において公衆又は従事者の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として放射線又は放射

性物質の濃度等を監視する放管設備（常設又は可搬型）のうち，以下に示すもの 

 ＜事故時の放射性物質の放出量の監視機能＞ 

・設計基準事故時において大気中へ放出される放射性

物質の濃度及び線量を監視及び測定するもの 

・重大事故時において大気中へ放出される放射性物質

の濃度及び線量を監視及び測定するもの 

・制御室及び緊急時対策所における居住性が維持され

ていることを確認するためのもの 

＜設計基準対処施設＞ 

 設計基準事故時において大気中へ放出される放射性物質の濃度を監視するため

の屋外モニタリング設備の主排気筒モニタ 

 

＜重大事故等対処設備＞ 

 重大事故時において大気中へ放出される放射性物質の濃度を監視するための設

計基準対処施設と兼用する屋外モニタリング設備の主排気筒モニタ，北換気筒

モニタ 

排気サンプリング設備は対象外 

ダストサンプラは対象外 

気象観測設備は対象外 
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 重大事故時における周辺監視区域の空気中の放射線量率を連続で監視するため

の設計基準対処施設と兼用する屋外モニタリング設備の環境モニタリング設備

のモニタリングポスト及び空気中の放射性物質の濃度を測定するダストモニ

タ，代替モニタリング設備の可搬型ガスモニタ，可搬型線量率計，可搬型線量

率計，可搬型ダストモニタ，サーベイメータ（重大事故時に使用するガンマ線

用，中性子線用，アルファ－ベータ線用），代替試料分析設備の可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置，可搬型トリチウム測定装置，代替放射能測定設

備のサーベイメータ（重大事故時に使用するガンマ線用，中性子線用，アルフ

ァ－ベータ線用） 

 制御室放射線計測設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型エリアモニ

タ，サーベイメータ（重大事故時に使用するガンマ線用，アルファ－ベータ線

用），可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ 

 MOX 燃料加工施設の放射性廃棄物の廃棄施設の工程室放射線計測設備の可搬型

ダストサンプラ，アルファ・ベータ線用サーベイメータ

Ｂ ＜平常時の放射性物質の放出量の監視機能＞ 

・大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監

視及び測定し，並びにその結果を記録するためのもの 

・管理区域における外部放射線に関わる線量当量，空

気中の濃度，放射性物質に汚染されたものの表面密度

を測定するもの 

＜設計基準対処施設＞ 

 各施設内の主要な箇所の作業環境の線量当量率及び空気中の放射能濃度を監視

するエリアモニタ，ダストモニタ

 臨界事故等の発生のおそれがある機器を収納する建屋において従事者への被ば

くを防止する観点からセル等近傍に設置する臨界警報装置

 大気中へ放出される放射性物質の濃度を監視するための低レベル廃棄物貯蔵建

屋排気筒モニタ

 高レベル廃液ガラス固化建屋，第１ガラス固化体貯蔵建屋，廃棄物管理施設の

ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフト

から放出される放射性希ガスを監視するための冷却空気出口シャフトモニタ

 低レベル廃液処理設備の海洋放出管理系から放出される排水の放射能濃度を監

視するための排水モニタ

 MOX 燃料加工施設の放射線管理施設の排気モニタ，エリアモニタ，ダストモニ

タ及び臨界検知用ガスモニタ

汚染管理のために用いる退出モニ

タ，設計基準での放射線サーベイ機

器，放射能観測車は対象外 

排気サンプリング設備，排水サンプ

リング設備は対象外

積算線量計は対象外 

気象観測設備は対象外 

個人線量計及びホールボディカウン

タは対象外

その他設備（資機材）は対象外 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル及び信号伝送に使用するケーブル，無線伝送装置（アンテナ含む）及び制御盤，監視盤で常設又は可搬型のもの

は基本設計方針対象とする。

 他施設と共用する放管設備の主登録は再処理施設とする。
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